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第１章 緒論 

 

１．１ 研究の背景 

廃棄物の適正な処理・処分は、衛生性や安心・安全性等の確保という廃棄物管理の

面からだけでなく、発生の抑制と相まって、環境負荷の低減や埋立跡地の有効活用等

を通してなされる循環型社会形成の推進の面からも重要である。処理については、バ

イオマスの有効活用等で見られるように、社会システムの改変の困難さ等からスムー

スな進展が難しい場合もあるが、焼却に伴うダイオキシン類の発生の抑制やリサイク

ルの推進等の進展が著しい場合もある。これらに対して、処分については、不法投棄

のような不適正処分事案への適正な対応のほか、広く運用されている廃棄物最終処分

場（以下、処分場）における埋立廃棄物の安定化の評価や二次汚染の防止等に係る課

題がある。 

前者については、簡便・迅速な汚染範囲の適正な絞り込みが、また、後者について

は、安定化の意味づけの明確化並びに安定化の把握や有害化学物質のエミッションに

おける適正でかつ可能なら簡便なモニタリングが重要となる。 

処分場については、我が国では、1970 年制定当時の「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律１）（以下、廃棄物処理法）」に「浸出液による公共水域及び地下水を汚染して

はならない」と記され、「一般廃棄物の最終処分及び産業廃棄物の最終処分に係る技

術上の基準を定める省令２）（以下、基準省令）」により、「構造基準」と「維持管理基

準」が示された。近年では、1998 年に「一般廃棄物の最終処分及び産業廃棄物の最終

処分に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令３）（以下、改正共同命

令）」により、「構造基準」と「維持管理基準」が改正されるとともに、「廃止基準」

が定められた。 

この廃止基準には、保有水等（浸出水や内部保有水）、ガス及び温度が対象として

示されており、処分場の廃止に向けての調査が義務付けられている。これらの項目は

埋立廃棄物の性質や状態の変化（いわゆる安定化）を反映するものと考えられており、

適正管理にはこれらの把握が必須事項となっている。しかし、処分場の特性は処分場

ごとに異なっているといっても過言でないことや埋立層内は不均質であることなど

から、安定化の評価・判定方法は未だ定式化されていない。特に、ガスについては、

サンプリング方法も確立されていないのが現状である。 

不適正処分については、現状では環境汚染の影響を評価するための法令・基準ある

いは調査手法が定められていない。そのため、各々の現場対応により、地下水・河川

水水質調査、廃棄物調査、大気環境・悪臭測定、土壌調査などを行い、その結果を基

に住民とのリスクコミュニケーションを実施している。しかし、その初動調査におい

て迅速に対応できない場合は公表が遅れるなどにより、住民との間にトラブルが生じ

ることも少なくない。そのため、現場の汚染状況を迅速かつ精度良く把握することが
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できれば、その後の環境汚染の防止対策を的確に進めることができる。 

以上のように、処分場における廃止などの適正管理には、化学物質の挙動をモニタ

リングし安定化状況を把握する必要があり、汚染物質の挙動をできれば簡易にかつ的

確に把握することが求められている。他方、不適正処分現場を適正に管理するために

も、汚染物質の挙動を簡易にかつ的確に把握することが求められている。しかし、対

象となる化学物質等の項目は一般に微量成分であり、これら微量汚染物質の挙動を直

接把握することは困難な場合が多いのが現状であることから、多量成分の活用も視野

に入れることが求められる。 

本研究では、このような状況を踏まえ、不適正処分も視野に入れた廃棄物の処分に

ついて、多量成分と微量成分との関係を把握するとともに、それらをモニタリング指

標として活用するための評価を行うことを目指した。 

 

１．２ 研究の目的と論文構成 

 

１．２．１ 研究の目的 

１．１で示したように、処分場は廃棄物の処分のための施設という人工的な施設で

あり、様々な因子によって浸出水やガスといったエミッションの性状や、埋立廃棄物

の安定化の進行は大きく異なる。そのため、安定化の進行を適正でかつ可能なら簡便

に把握することが処分場ごとに必要となるが、安定化の評価・判断方法がいまだ定式

化されていないのが現状である。また、有害化学物質や有機汚濁成分を含んだ浸出水

が系外に放出された場合は、公共水域が汚染される可能性も考えられるが、浸出水中

に存在する高濃度の有害化学物質などを未然に確認する簡易モニタリング方法も確

立されていない。特に、様々な処分場に対応できるモニタリング項目の選定とそれら

による判断基準がないことが問題であり、処分場管理者に判断をすべて委ねる要因と

なっている。 

他方、不適正処分現場においては、生活環境保全上の支障の有無を確認するため周

辺環境調査が必要となるが、環境汚染の調査結果の評価基準が定まっていない。その

ため、都道府県知事は、複数の法令・基準と照らし合わてモニタリングを実施し、生

活環境保全上の支障が生じるか否かを判断する必要がある。特に、不適正処分現場を

迅速・適切に管理するためには、効率的に概況を把握する初動調査の手法の開発が求

められる。 

このような状況を踏まえ、本研究では、不適正処分も視野に入れた廃棄物の処分に

ついて、図 1-1 に示す位置づけで多量成分と微量成分との関係を把握するとともに、

それらのモニタリング指標としての活用性を評価した。 

処分場については、安定化評価を目的として、廃止基準で設定されている浸出水及

びガスを調査対象とした。なお、温度については、近年増加している有機物含有量の
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少ない処分場では、通常、埋立終了から数年で廃止基準を満足するので問題ないと考

えられる。これらのうち、浸出水については、多様な処分場に適用できる安定化の評

価・判定方法がないことが問題点として挙げられる。また、浸出水に含まれる有害化

学物質などによる公共用水域等への二次汚染を防止するための簡易モニタリング手

法が欠如している。ガスについては、多量成分での評価に限界があることが分かって

きている。そこで、浸出水については、複数の処分場で得られた浸出水に含まれる化

学物質中から共通項目を選定し、各処分場における安定化の評価や判断の材料とした。

また、二次汚染防止の観点から、多量成分指標である電気伝導率（EC）による簡便で

迅速な汚濁物質把握の可能性を評価した。ガスについても、安定化の評価・判断をよ

り深めるため、微量ガス成分である脂肪族炭化水素の適用可能性について検討した。 

不適正処分については、土壌や廃棄物を対象とした汚染（Hot spot）を把握する必要

があるが、広範囲を効率よく把握する手法がないことが問題点として挙げられる。そ

こで、土壌間隙水の EC 値により微量有害成分の存在を予測し、的確かつ迅速な汚染

範囲の絞り込みができる簡易調査手法を検討した。 

 

問題点

目標

調査対象

目的

対象

問題点

目標

調査対象

目的

対象

廃棄物の処分

処分場 不適正処分

安定化評価・二次汚染防止 汚染把握

浸出水 ガス 温度 土壌，廃棄物

多様な処分場に適
用できる安定化の
評価・判定方法なし

二次汚染の簡易ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ方法なし

多量成分での
評価の限界

広範囲を効率良く
把握する手法の欠如

簡易調査手法の開発
（汚染範囲の絞り込み）

共通項目の選定と
安定化指標の検討 微量成分での

評価の検討

通常、廃止基準
を満足するので
問題点なし

第３章 第４章 第５章

有害物質などの簡易
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目の選定

①

②

①

②

 

  

図 1-1 本研究で取り上げる検討内容 
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１．２．２ 論文構成 

本論文は、全 6 章から構成される。 

 

第 1 章では、廃棄物処分の現状と本研究の目的を述べ、あわせて本論文の構成を概

説した。 

 

第 2 章では、処分場における埋立廃棄物の安定化評価の現状と課題、及び不適正処

分現場での環境調査方法の現状と課題について概観するとともに、廃棄物処分におけ

る安定化と二次汚染の評価に関する問題点を抽出した。 

 

第 3 章では、一般廃棄物処分場の浸出水中に含まれる化学物質の濃度などを明らか

にするとともに、複数の浸出水質項目から全処分場に共通する項目を選定した。そし

て、これらを用いて処分場を類型化することにより、対象とする処分場が廃止を想定

した場合に浸出水質から見てどのような位置にあるのかを判断できるようにした。ま

た、浸出水中に有害化学物質などが含まれる場合に、簡易に分析できる項目でその出

現を予測できる処分場の維持管理に有効な手段を提案した。 

 

第 4 章においては、埋立地ガスについて安定化の判断材料として、メタンや二酸化

炭素等の濃度に加え、廃棄物層内移動時に反応性が小さく、かつ埋立地ガス中に存在

する脂肪族炭化水素（NMHC）に焦点を当て検討した。処分場の深度及び経過時間に

おける NMHC の組成変化を解析し、処分場が一般環境と隔離された埋立層内の状況に

も関わらず、自然堆積物（海底、湖沼など）における NMHC の深度分布と類似してい

ることを示した。このことから、深度の違いや埋立後の経過時間により変化する、メ

タン／NMHC 比及び NMHC の組成比を新たな安定化指標として利用できる可能性が

あることを明示した。 

 

第 5 章では、廃棄物の焼却処理残渣の不適正処分現場の迅速・適正な汚染範囲の絞

り込みに、簡易に測定できる土壌 EC の活用可能性を提案した。はじめに、各種廃棄

物等 506 試料について溶出試験を実施し、特に焼却残渣の溶出液において EC 値が高

いほど有害物質が基準値（環境基準、埋立判断基準）を超える濃度で含まれる可能性

が高いことを示した。ついで、非汚染地域の土壌の EC 値から汚染土壌の EC 値を推

定し、2 件の焼却残渣主体の汚染事例で検証した。 

 

第 6 章は総括として本研究の成果をまとめ、廃棄物処分における安定化と二次汚染

の評価のためのモニタリング指標の活用性について、その可能性を展望した。 
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第２章 廃棄物処分の現状と課題 

 

２．１ はじめに 

我が国における廃棄物は廃棄物処理法で、家庭や事業所から排出される一般廃棄物、

並びに工場や建築現場から排出される産業廃棄物に分類されている。これら廃棄物の

処分の現状としては、図 2-1 に示すように一般廃棄物は年間約 5,000 万ｔ、産業廃棄

物が年間約 4 億ｔ発生しており、これらは中間処理により質的変遷を経て、最終処分

される。循環型社会形成に向けた法律の制定により、廃棄物の発生抑制、リサイクル

率の上昇は図られているが、不要物はいずれ廃棄物として処分場に集まることになる。

また、不法投棄や不適正処分されている産業廃棄物が 2004 年度で約 41 万ｔ発生して

おり、徐々に減少しているが撲滅には至っていない。廃棄物は減少しても無くなるこ

とはないため、不適正処分を含めた廃棄物処分の問題点を解決することは、環境負荷

低減の観点から極めて重要である。 

 

家庭、事業所 工場、建築現場

一般廃棄物 産業廃棄物

発生源

中間処理
（リサイクルを含む）

◎焼却処理
◎破砕選別処理

◎焼却処理
◎脱水（中和）処理
◎破砕選別処理

最終処分

5,273万ｔ
（2005年度）

41,700万ｔ
（2004年度）

安定型
最終処分場

管理型
最終処分場

管理型
最終処分場

773万ｔ
（2005年度 ）

2,600万ｔ
（2004年度）

不法投棄・
不適正処分

約41万ｔ
（2004年度）

 

図 2-1 廃棄物処分の現状１）

 

 

本章では、廃棄物処分における安定化と汚染の評価のための指標を検討するにあた

り、処分場及び不適正処分現場における法整備及び既往研究を精査しながら、その検

討課題を整理した。 
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２．２ 処分場の安定化評価の基準の現状と課題 

 

２．２．１ 処分場の分類 

廃棄物処理法において、廃棄物の適正な処理・処分による生活環境の保全に努める

ことが目的として掲げられており、廃棄物の最終処分の方法については埋立処分と海

洋投入処分が規定されている。ただし、廃棄物の海洋投入処分は海洋汚染の一因とな

る可能性があるため、1972 年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関

する条約（ロンドン条約）」により国際協調の下で厳格に管理されている。特に、「海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の改正により、廃棄物の海洋投入処分は許

可制になった２）ことから、最終処分は埋立処分が大部分を占めている。この埋立処分

の施設に関しては、表 2-1 に示した安定型処分場、管理型処分場及び遮断型処分場の

3 つに分類され、（廃棄物処理法施行令第 7 条第 14 号）それぞれの産業廃棄物につい

て埋立処分基準が規定されている。処分場の構造については、図 2-2～図 2-4 に示す。 

 

表 2-1 産業廃棄物における処分場の分類 

下記の廃棄物を周辺環境と遮断して保管する。

・有害廃棄物：有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等で廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号ハ(1)～
(5)に掲げる廃棄物

・有害な特別管理産業廃棄物：廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号イ(1)～(6)に掲げる廃棄物

遮断型処分場

安定型廃棄物以外の廃棄物で有害物質が環境庁告示13号試験で基準値以上溶出しない廃棄物（一般廃

棄物はすべてこれに属する）を対象とし、遮水工、水処理施設等の設置が義務付けられている。

・廃油（タールピッチ類に限る。）、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死
体及び燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい及びその廃棄物を処分するために処理したもの。

管理型処分場

有害物質や有機汚濁物質が溶出しないとされている安定型産業廃棄物（廃プラスチック、ゴムくず、

金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、建設廃材、その他）を対象とする。

・廃プラスチック類：自動車など破砕物、廃プリント配線板（鉛含有はんだ使用品、以下同じ）、
廃容器包装（有害物質又は有機性の物質が混入、付着していないものを除く、
以下同じ）を除くもの

・金属くず ：自動車などの破砕物、廃プリント配線板、鉛電池の電極、鉛製の管又は板、
廃容器包装を除くもの

・ガラスくず及び陶磁器くず：自動車など破砕物、廃ブラウン管（側面部）、廃石膏ボード、廃容
器包装を除くもの

・建設廃材 ：工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

・その他 ：環境大臣が指定する産業廃棄物を埋立処分するもの

安定型処分場

下記の廃棄物を周辺環境と遮断して保管する。

・有害廃棄物：有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等で廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号ハ(1)～
(5)に掲げる廃棄物

・有害な特別管理産業廃棄物：廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号イ(1)～(6)に掲げる廃棄物

遮断型処分場

安定型廃棄物以外の廃棄物で有害物質が環境庁告示13号試験で基準値以上溶出しない廃棄物（一般廃

棄物はすべてこれに属する）を対象とし、遮水工、水処理施設等の設置が義務付けられている。

・廃油（タールピッチ類に限る。）、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死
体及び燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい及びその廃棄物を処分するために処理したもの。

管理型処分場

有害物質や有機汚濁物質が溶出しないとされている安定型産業廃棄物（廃プラスチック、ゴムくず、

金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、建設廃材、その他）を対象とする。

・廃プラスチック類：自動車など破砕物、廃プリント配線板（鉛含有はんだ使用品、以下同じ）、
廃容器包装（有害物質又は有機性の物質が混入、付着していないものを除く、
以下同じ）を除くもの

・金属くず ：自動車などの破砕物、廃プリント配線板、鉛電池の電極、鉛製の管又は板、
廃容器包装を除くもの

・ガラスくず及び陶磁器くず：自動車など破砕物、廃ブラウン管（側面部）、廃石膏ボード、廃容
器包装を除くもの

・建設廃材 ：工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

・その他 ：環境大臣が指定する産業廃棄物を埋立処分するもの

安定型処分場

  

 

安定型処分場は、崩壊を防止する擁壁や堰堤を設け、ガスや汚水が発生する恐れが

ない不活性な産業廃棄物が埋め立てられる。しかし、ガラスくずなどの安定廃棄物を

埋め立てているはずの安定型処分場において、いくつかの処分場で高濃度の硫化水素

が発生するという大きな社会問題が起こっている。そのため、平成 10 年の廃棄物処理

法施行令の改正において、表 2-1 で示したように安定 5品目に除外項目が規定された。

そして、廃棄物を埋め立てる前には展開検査を行い、安定 5 品目以外の廃棄物の付着

や混入がないかを確認することになっている。 

管理型処分場は、安定型の構造に加えて、内部保有水が底部や側部から周辺地盤や
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地下水へ漏出するのを防ぐ二重シート等の遮水工と、内部保有水を集める保有水等集

排水設備（以下、集排水管）、集めた保有水（浸出水）を処理する浸出水処理施設が設

けてある。処理水は、維持管理基準の水質基準を満足させてから、河川などに放流さ

れる。なお、一般廃棄物はすべてこのタイプの処分場に埋め立てられる。 

遮断型処分場は、天蓋を設けて雨水の浸入を防ぎ、コンクリート枠で廃棄物が外部

と完全に隔離される構造となっている。 

その他、処分場には設置される場所（地形）によって、平地、山間及び海面処分場

という分類もある。 

 

 

2条2項2号ロ

2条1項3号ハ

2条1項3号ロ

2条2項2号ハ

展開検査

浸透水採取設備

雨水等排出設備

地下水の水質検査

 

 

図 2-2 安定型処分場の概略図 
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地下水の
水質検査立札へい

臭突
しゃ水工

調整池

浸出液処理設備

地下水集排設備保有水等集排水設備

 

 

図 2-3 管理型処分場の概略図 

 

 

 

地下水の水質検査

覆　い

内部仕切設備

外部仕切設備

目視等により点検
できる構造

耐水性・耐食性を有する
材料による被覆

 

 

図 2-4 遮断型処分場の概略図 
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２．２．２ 処分場の廃止基準 

廃棄物の埋立終了後、処分場としての管理を停止することを、法的には「廃止」と

呼んでいる。処分場を廃止するためには、表 2-2 に示す基準省令の廃止基準に適合し

なければならない。ただし、廃止された処分場が廃止基準に適合したものであっても、

土地の掘削やその他の形質変更が行われた場合、廃棄物層が撹乱され活性化して汚水

やガスの発生が認められる事例が多い。すなわち、処分場の廃止とは、埋立廃棄物が

土壌に近い状態まで安定化することではなく、より現実的な「廃棄物が土の中（処分

場）にとどまっている限り外部に影響を与えるような変化を起こさない状態３）」であ

ることを念頭において設定されたものである。この点については、「環境庁水質保全局

長土壌農薬課長通知（1998 年 7 月 16 日環水土第 51 号）」による「廃止後の処分場の

跡地が引き続き一般環境から区別されている限り土壌汚染対策法の適用はない」とも

関係してくる。なお、「廃棄物が地下にある土地の形質の変更（第 15 条の 17～19）」

については、2005 年に改正された廃棄物処理法において加えられ、これに基づく「最

終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」により、詳細な施行方法の基準に沿

った事前調査や環境モニタリングが規定されている。 

基準省令の廃止基準（表 2-2）は、処分場からの主なエミッションである排水、す

なわち、管理型処分場における保有水等が 2 年間以上排水基準等（第 1 条第 3 項第 6

号）に、また安定型処分場における浸透水が地下水等検査項目等（第 2 条第 3 項第 2

号ハ）に適合していることが求められる。なお、浸透水の検査の頻度は維持管理基準

（第 2 条第 2 項第 2 号ホ）に記載されており、地下水等検査項目を 1 年に 1 回以上、

生物化学的酸素要求量（BOD）または化学的酸素要求量（COD）が 1 月に 1 回以上（埋

立処分が終了した処分場においては 3 月に 1 回）測定しなければならない。 

また、ガスや温度の測定も求められる。これらは、埋立廃棄物に含まれる有機物の

微生物分解過程で生成されるガスや熱を測定し、安定化を判断しようとするものであ

る。ガスについては、「埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと、またはガ

スの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと」（第 1 条第 3 項第 7 号）とさ

れている。また、温度は、「埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温にな

っていないこと」（第 1 条第 3 項第 8 号）とされており、異常な高温になっていないと

は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定め

る命令の運用に伴う留意事項について４）」において「埋立地の内部と周辺の地中の温

度の差が摂氏 20 度未満である状態」と規定されている。 

なお、環境上の支障が生じない状態で廃止するためには、埋立当初からのモニタリ

ングにより安定化の進行を判断することが望ましい。廃止基準による 2 年以上の適合

という規定のため、埋め立てが終了してからモニタリングする場合も多いが、それで

は後述の安定化ステージを把握することは困難だからである。さらに、そのデータを

基に安定化が進行しないと判断されたときには、安定化を促進する対策が必要になる
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場合もある。  

 

表 2-2 処分場の廃止基準５）

15. 外周仕切設備と同等の効力を有
する覆いにより閉鎖されていること

12. 保有水等の水質が、次に掲げる項目・頻
度で2年以上にわたり排水基準等に適合
していると認められること。

(1)排水基準等 ： ６月に１回以上
(2)BOD、COD、SS ： ３月に１回以上

10. 浸透水の水質が次の要件を満たすこ
と。

(1) 地下水等検査項目：基準に適合
(2) BOD：20mg/l以下

13. 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じな
い廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆
いについては、沈下、亀裂その他の変形
が認められないこと。

11. 廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調
整池、浸出液処理設備を除き構造基準
に適合していないと認められないこと。

管理型処分場

14. 地滑り、沈下防止工及び外周仕切
設備が構造基準に適合していな
いと認められないこと。

9. 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設
備について、構造基準に適合してい
ないと認められないこと。

－

6. 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が2年以上
にわたり認められないこと。

7. 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。
8. おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。

1. 処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること 。
2. 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
3. ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
4. 地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。但し、水質の悪化が認められない場合はこの限りでない。

(1) 現に地下水質が基準に適合していないこと
(2) 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

5. 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。

遮断型処分場安定型処分場

16. 埋め立てられた廃棄物又は外周
仕切設備について、環境庁長官
及び厚生大臣の定める措置が講
じられていること。

15. 外周仕切設備と同等の効力を有
する覆いにより閉鎖されていること

12. 保有水等の水質が、次に掲げる項目・頻
度で2年以上にわたり排水基準等に適合
していると認められること。

(1)排水基準等 ： ６月に１回以上
(2)BOD、COD、SS ： ３月に１回以上

10. 浸透水の水質が次の要件を満たすこ
と。

(1) 地下水等検査項目：基準に適合
(2) BOD：20mg/l以下

13. 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じな
い廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆
いについては、沈下、亀裂その他の変形
が認められないこと。

11. 廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調
整池、浸出液処理設備を除き構造基準
に適合していないと認められないこと。

管理型処分場

14. 地滑り、沈下防止工及び外周仕切
設備が構造基準に適合していな
いと認められないこと。

9. 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設
備について、構造基準に適合してい
ないと認められないこと。

－

6. 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が2年以上
にわたり認められないこと。

7. 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。
8. おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。

1. 処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること 。
2. 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
3. ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
4. 地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。但し、水質の悪化が認められない場合はこの限りでない。

(1) 現に地下水質が基準に適合していないこと
(2) 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

5. 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。

遮断型処分場安定型処分場

16. 埋め立てられた廃棄物又は外周
仕切設備について、環境庁長官
及び厚生大臣の定める措置が講
じられていること。

共
通
基
準

個
別
基
準

 

また、廃止基準の制定に対して、廃棄物学会・廃棄物埋立処理処分研究部会は「廃

棄物最終処分場廃止基準の調査評価方法６）」を 2002 年 3 月に公表した。そこでは、

廃止基準でいう「廃棄物を撹乱しない状態での安定化」を保証するため、基準の適用

を具体的で明確なものにすることを目指している。ここでは、廃止に向けた安定化要

件の適合性調査として、①生活環境保全基準、②地下水汚染防止基準、③ガス発生非

増加基準、④温度非異常基準、⑤浸出水の廃止水質基準の 5 項目について以下のよう

に述べている。このうち、③、④、⑤が安定化を示す項目である。 

 

①生活環境保全基準 

この方法においては、処分場の廃止を「これまで生活環境保全に配慮しながら維

持管理してきた処分場において、その一部の機能を停止するという新たな事業」と

捉え、この事業に伴う生活環境影響評価を行うべきとしている。すなわち、処分場

からの浸出水やガスなどによる周辺地域の生活環境保全上で支障が生じていない

ことを把握するため、地下水水質、周辺の作物や植生、苦情発生の調査を提案して

いる。特に、都道府県知事等が処分場廃止を判断するときは、調査結果に対する住

民の意見を踏まえることを主張している。 
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②地下水汚染防止基準 

基準省令において、廃止に際して「地下水が基準に適合している。基準に適合し

なくなる恐れがない。」ことの確認が求められている。これは、処分場の遮水工が

破損等を起こすことにより、保有水の漏洩の有無を判断することを目的としている。

地下水汚染防止基準の判定方法を図 2-5 に示す。 

 

地下水等検査項目の濃度、電気伝導率（EC）または塩化物イオン（Cl-）の濃度、
地下水質悪化時の対応、ECまたはCl-異常時の対応などの維持管理記録が正
しく提供されているか。

次の条件をいずれも満足する。
１．下流側の地下水について全期間、全ての地下水項目で地下水基準を満

足する。
２．地下水項目並びに測定されたEC値及びCl-濃度について増加傾向がない。

次の１、２のいずれかであることが照明される。
１．上流側と下流側の地下水質に差が認められない。

かつ、次のa)、b)のいずれかを満足する。
a)浸出水質が地下水基準を直近２年間以上にわたって下回っている。
b)地下水集排水施設の流出水の水質が地下水基準を全期間満足する。

２．地下水基準を超えたり、あるいはEC値及びCl-濃度の増加する原因が処
分場以外にあることが明らかにされている。

No；再提出

Yes；廃止基準
を満足

Yes；廃止基準
を満足

No

Yes

No；廃止基準を満足しない

図 2-5 処分場の廃止における適合判定方法（地下水）６）

 

 

③ガス発生非増加基準 

ガスについては、基準省令で具体的な事項はほとんど定められていないことから、

ガスの判定基準及び測定方法を図 2-6 のように提案している。ここでは、ガス発生

には好気性と嫌気性分解の両方があると考え、メタンガスと二酸化炭素ガスの合計

量を対象とすることを推奨している。すなわち、「ガスの発生量が認められない」

の判定基準は、ガス抜き管からの流量について「（メタンガス＋二酸化炭素ガス）

合計量」が観測できない（約 1 L/分）ことを目安としている。また、「ガスの発生

量の増加が認められない」については、2 年以上計 8 回以上の測定結果が、測定時

間に対するガス量の低下傾向が有意水準 5％としている。また、最終的な判断基準

として、メタン濃度 5％（爆発下限値）を最終覆土の直下で満足することとしてい

る。 
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埋立ガス量（メタンガス量と炭酸ガス量の合計と定義）について次の点を確認する。
１．測定が、大きな改変後２年以上にわたって、３ヶ月に１回以上測定されているか（閉鎖後のデータ

を含んでいる）。
また、夏期（７月～８月）の測定データが含まれているか。

２．竪型ガス抜き管及び法面ガス抜き管など全てのガス抜き管において測定されているか。
３．測定法は適正か。

以下の２項目の両者を満足しているときに廃止基準を満足する。
１．全てのガス抜き管で、埋立ガス発生量が測定下限以下である。測定下限の目安として約１L/分。
２．埋立ガス発生量が測定下限以下であるガス抜き管の測定値について、測定時間対埋立ガス量

の相関係数が有意水準５％（片側）で有意と判断される（減少傾向が統計的に有意である）。

 

④温度非異常基準 

温度については、ガスや浸出水のような直接的な安定化指標と異なることから、

基準省令の廃止基準において具体的な規定が初めて設定された。層内における異

常な高温の原因には、ⅰ）微生物反応に伴う熱、ⅱ）化学的反応熱（例えば、焼

却灰と水との反応熱）、ⅲ）処分場内部での火災が考えられる。層内で火災が発

生したときには異常な高温ゾーンがあると予測されるが、層内現象を可視化する

ことができないことから、図 2-7 に示すような資料等の調査をまず行う評価法が

提案されている。浸出水やガスと比べると温度の測定は簡便であり、ほとんどの

場合の評価対象は埋立廃棄物の微生物分解の状態といえる。埋立廃棄物の無機化

が進行している現状においては、「周辺の土中温度との差が 20℃」という基準は、

埋立終了後数年で満足するくらい緩い基準といえる。 

 

⑤浸出水の廃止水質基準 

処分場への廃棄物の埋め立てが行われている間は、浸出水処理施設により排水

基準及びダイオキシン類基準に適合した場合のみ放流できることになっている。

しかし、処分場の廃止の際には、これら維持管理基準と同等の排水基準を満足し

なければならない。廃止基準適合の判定方法を図 2-8 に示す。他の項目と比較す

ると、試料採取方法も判定方法も明確といえる。しかし、降雨が処分場の表層か

ら浸み込み下方に浸透する保有水は不均一な廃棄物層内の透水性の高い地点を

通過すると考えられるため、浸出水質により層内全域を評価できるかには疑問が

残る。 

メタンガス組成について次の点を確認する。
１．廃止申請前の測定値に夏期の測定値を含むか。
２．測定場所は、ガス抜き管を除いて、おおむね1,000～1,500m2に一カ所以上設定されているか。
３．覆土下のメタンガス濃度が適正に測定されているか。

ただし、必要に応じて次のメタンガス組成の
判定条件を加えることが望ましい。

「全測定場所の全メタンガス組成が、5％以下である」時、廃止基準を満足する。

図 2-6 処分場の廃止における判定基準と測定方法（ガス）６）
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記録の確認
１．埋立物の記録はあるか。
２．過去の火災に関する記録はあるか。
３．観測位置、箇所数は適切か。2,000～3,000m2に一カ所以上が望ましい。
４．周辺の地中温度は適正に与えられているか。
５．埋立地温度として最高温度が適切に観測されているか。大きな改変後、２年以上３月に１回以上

の観測が与えられることが望ましい。

温度非異常基準の判定
１．廃止申請直前のすべての箇所の最高温度について、対応する深さの周辺土中温度との差が

20℃未満である。さらに、次の条件も満足することが望ましい。
２．２年以上で８回以上の埋立地最高温度観測値について、有意水準５％（片側）で負の相関が認

められること。

図 2-7 処分場の廃止における測定方法と評価方法（温度）６）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水基準等やダイオキシン類基準について、水質項目、基準値、測定頻度を法律や維持管理計画
に照らして確認する。また、埋立廃棄物の種類と量、埋立構造、埋立方法なども参照する。

測定値が適正に得られたものであるかどうかの検討を行う。
１．浸出水の採取点は適切か。採取法、保存法、分析法は適切か。
２．測定は大きな改変以降について、２年以上あるか。測定頻度は適切か。

基準省令第一条第２項14号ハ(2)に規定する項目（水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学
的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量について、次の条件を満足するとき、廃止条件に適合す
る。

・排水基準等に該当する水質項目について、大きな改変後の各年度について全測定値の３／４以上
の測定値が基準値以下である。

基準省令第一条第２項14号ハ(1)に規定する項目について、次の条件を満足するとき、廃止条件に
適合する。

・大きな改変後の全測定値について排水基準値以下である。及びダイオキシン類についても同様で
ある。特に、別表第二に示された項目について、2年以上にわたり地下水基準以下であることが望
ましい。

図 2-8 処分場の廃止における測定項目と適合の判定方法（浸出水）６）

 

また、民の立場からの政策提言を行っている構想日本の最終処分場のあり方研究会

は、「提言「閉鎖後管理・廃止対応を包含した最終処分場のあり方」に関わる付属研

究会報告書７）」を 2003 年 4 月に公にした。要点をまとめると以下のようになる。 

①埋立終了後の管理及び廃止についての運用体系 

処分場の建設時に作成する維持管理計画の中で、排水基準値を自主的に厳しく

設定する場合が多い。このような場合には、排水基準値が廃止基準に組み入れら

れるため、半永久的管理を余儀なくされる処分場が出てくる可能性がある。 
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②閉鎖後管理の負担軽減や廃止の促進 

廃止基準は環境制御のみを重視しており、閉鎖後管理の負担軽減や廃止の促進

にも視点をおくことが有効かつ現実的である。 

③閉鎖後管理・廃止後管理を視野に入れた処分場の運用体系の構築 

・処分場の立地適正評価、閉鎖後管理や安定化促進を容易とする区画、深度方向

の対応技術などを盛り込む。 

・水質指標の中身について環境影響を具体化し、いたずらに廃止を延ばさない。 

・埋立廃棄物の限定や前処理を行うことを前提に、立地認可に反映させる。 

・閉鎖後管理、廃止までの責任履行を目的とした補完的仕組みをつくる。 

 

この中で、全処分場への適用を念頭に入れた厳しい基準に対して、閉鎖後における

浸出水処理の長期化を問題点として挙げている。たとえば、特定の水質指標について

は放流水系に係る自治体や関係住民の合意を前提に、廃止要件を緩和することができ

るなどの視点を組み込む必要があるとしている。しかし、化学的な信頼性を確保した

うえでなくては、廃止要件を緩和することは無理である。そのような要件を取り入れ

るには、安定化の評価手法の研究をさらに進めて、安定化指標の選定や評価方法の確

立が必須の要件となる。 

なお、安定化の一般的な理論については種々述べられているため２．２．３で論ず

るが、埋め立てが終了した処分場の実態に関しては報告されている例は少なく、一般

的な知見を示すことは難しいのが現状である。 

 

２．２．３ 処分場における埋立廃棄物の安定化過程 

埋立廃棄物の安定化とは、主に、廃棄物層内の有機物の分解を核とした生物化学反

応、溶解や吸脱着等の物理化学反応と、物質を輸送する保有水及び埋立地ガスの移動

によって支配される。生物化学反応は、廃棄物を構成する化学物質の形態を変化させ

るとともに、酸化還元電位、pH、温度等の物理化学反応を支配する雰囲気を形成し、

熱により物質を相変化させる。物理化学反応は廃棄物に元々含まれていたり、生物化

学反応で生じた物質の固体（廃棄物）・液体（内部保有水）・気体（埋立地ガス）間で

の交換を支配したりするプロセスであり、浸出水及び埋立地ガスの質を決める要因の

一つである。 

 

２．２．３．１ 生物化学反応と安定化ステージ 

(1) 生物化学反応８）

廃棄物の主なエネルギー源は有機物であり、比較的長期にわたって微生物による代

謝作用を受け、処分場の内部には熱と代謝産物が生ずる。廃棄物を埋め立てた当初、

廃棄物層内に取り込まれた酸素が消費し尽くされるまでの短期間は好気性分解が支配
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的である。好気性分解における主な代謝産物は二酸化炭素と水であるが、有機物に含

まれている窒素などが無機化したり酸化を受けたりする。 

処分場で長期にわたって支配的な代謝作用は嫌気性分解（図 2-9）である。嫌気性

分解では、①加水分解による有機物の可溶化、②溶存態有機物の酸発酵、③酢酸の水

素発酵、④二酸化炭素と水素または酢酸のメタン発酵が順次生じ、それぞれ、①では

BODやCOD、②では揮発性有機酸、アルコールと無機イオン、③では二酸化炭素と水

素、④ではメタン、二酸化炭素と水が産物として生ずる９）。一般に、有機性高分子の

可溶化と分解は、デンプン＞脂肪＞タンパク質＞セルロース＞リグニンの順で生ずる。

最も分解速度が遅いリグニンは嫌気条件下では分解されず、一部が残存するタンパク

質などと重縮合して安定な腐植物質となる。 

 

難分解性有機物
セルロース，リグニンなど

易分解性有機物
炭水化物，脂肪，タンパク質など

硫酸イオン

硫酸塩還元

硫化水素

① 加水分解

溶存態有機物

② 酸醗酵

揮発性有機酸，アルコールなど ③ 酢酸生成 酢酸

④ メタン生成

CO2 H2

CH4

浸出水中のBOD

浸出水中のBOD

遅い

※３

※３

※２

※２

※１

※１

※１

早い

 

図 2-9 有機物の嫌気性分解過程９）

 

 

有機物分解で生ずる代謝熱によって、廃棄物層内の温度は通常 30～40℃、高いとき

には 70℃程度まで達することがある。実際に観測される温度は、発熱量と廃棄物層内

の熱容量、熱伝導率並びに媒体による熱移動や蓄熱により変化する。また、埋立初期

の発熱は、廃棄物に含まれていた無機成分が大気や水に触れて生ずる水和や酸化反応

に起因する場合もある。 

(2) 安定化ステージ 

前述の有機物分解を軸とした処分場内反応プロセスは時系列的な段階に分けて考

えることが多い。まず、微生物による分解作用を受ける廃棄物を、易分解性廃棄物（厨
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芥類、焼却残渣中の未燃物などの有機質）、中分解性廃棄物（紙、繊維、草木類など

のセルロース）、難分解性廃棄物（廃プラスチック類などの石油産物）などに分類す

る。これらの有機物を処分場内で代謝する微生物群は大きく、好気性微生物、嫌気性

微生物、通性嫌気性微生物に分類される。もし、完全なメタン醗酵であれば、有機物

をCvHwOxNySzとして、質量保存の法則により次の反応式が成り立つ10）。 

( ) ( ) SHzNHyCOzyxwvCHzyxwv

OHzyxw 3 ⎞⎛vSNOHC zyxwv

2324

2

48
3

48248
3

482

2424

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−+

→⎟
⎠

⎜
⎝

++−−+
 

しかし、これは完全なメタン醗酵のケースであり、実際の処分場では式どおりにな

ら

表 2-3 埋立地ガスの組成等のステージ分類（田中11）をまとめたもの） 

 

期

ない。その理由は幾つかあるが、廃棄物に含まれる有機物の分解に伴う層内の酸素

量の減少や時間経過に伴う有機物の分解過程の変化に起因する。処分場におけるガス

組成などの変化パターンについては、表 2-311）及び図 2-1012）に示すとおりであり、埋

立後の経過時間（以下、埋立年齢）の違いで埋立地ガスも浸出水と同様に質が大きく

異なる。 

 

 

備 考概 要ステージ名

 

～数百年？廃棄物中の有機物が少なくなり、ガス発生
が微弱になり、空気が廃棄物層中に拡散侵
入する。

安定化期Ⅴ

浸出水は低BOD値
（～数十年）

揮発性有機酸が減少するが、難生物分解性
有機物の分解により供給される有機物から
メタンが生成する。

定常メタン生成期Ⅳ

水素と二酸化炭素ガ
スからもメタン生成

揮発性有機酸はメタンと炭酸ガスに変換さ
れる。

メタン生成期Ⅲ

数ヶ月から数年廃棄物層中の易生物分解性有機物の加水分
解・酸醗酵により、揮発性有機酸、二酸化
炭素および水素ガスが生成する。

嫌気性酸醗酵期Ⅱ

数時間程度廃棄物層中に残った、あるいは表層からの
酸素による廃棄物の好気性分解。一部で嫌
気的になり、揮発性有機酸の生成。

好気性分解期Ⅰ

～数百年？廃棄物中の有機物が少なくなり、ガス発生
が微弱になり、空気が廃棄物層中に拡散侵
入する。

安定化期Ⅴ

浸出水は低BOD値
（～数十年）

揮発性有機酸が減少するが、難生物分解性
有機物の分解により供給される有機物から
メタンが生成する。

定常メタン生成期Ⅳ

水素と二酸化炭素ガ
スからもメタン生成

揮発性有機酸はメタンと炭酸ガスに変換さ
れる。

メタン生成期Ⅲ

数ヶ月から数年廃棄物層中の易生物分解性有機物の加水分
解・酸醗酵により、揮発性有機酸、二酸化
炭素および水素ガスが生成する。

嫌気性酸醗酵期Ⅱ

数時間程度廃棄物層中に残った、あるいは表層からの
酸素による廃棄物の好気性分解。一部で嫌
気的になり、揮発性有機酸の生成。

好気性分解期Ⅰ

期 備 考概 要ステージ名
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図 2-10 埋立地ガスの組成等の変化パターン（Reeら12）を一部修正） 

 

 

さらに、Stanforth13）は浸出水とガス組成により処分場の分解ステージを酸化相、嫌

気相、嫌気性消化相の 3 段階に分類し、各ステージをpH、ガス組成（酸素、二酸化炭

素、メタン）、揮発性有機酸、電気伝導率、酸化還元電位で表現している（図 2-11）。

初期の酸化相から、揮発性有機酸の生成によりpHが低下し、pHの低下により電気伝導

率が上昇する。他方、好気性菌の消費により酸素濃度が低下して二酸化炭素濃度が上

昇し、酸化還元電位が下がり、嫌気相になる。さらに嫌気性消化相では、嫌気性菌の

代謝による揮発性有機酸の減少と共にpHが再び上昇して、揮発性有機酸の代謝産物で

あるメタン生成が始まり、メタン濃度が上昇して次第に低下する。 

以上、理論的な安定化ステージについて簡単に述べたが、基準省令にある廃止基準

や安定化期間は明確化されていない。おおまかに言えば、図 2-10 のステージⅣ～Ⅴの

境界周辺及び図 2-11 の嫌気性消化相の後半部が、ガスに関する廃止基準を指している

と考えられる。また、真の安定化である、「廃棄物を掘り返して大気や雨に曝しても環

境に影響を与えない状態３）」の段階は、図 2-10 のステージⅤの後半部にあたると考

えられる。 
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図 2-11 埋立地における理論的分解曲線13）

  

  

２．２．３．２ 物理化学反応 ２．２．３．２ 物理化学反応 

 廃棄物層内においては、固相（廃棄物）、液相（内部保有水）及び気相（埋立地ガス）

の間で、拡散、溶解・沈殿、吸着・収着、揮発などにより物質が交換される。これら

の物理化学反応は媒体自体の特性に加え、層内の内圧、温度、酸化還元電位、pH とい

った雰囲気、塩類や腐植などの共存物質の質と量に支配される。 

 廃棄物層内においては、固相（廃棄物）、液相（内部保有水）及び気相（埋立地ガス）

の間で、拡散、溶解・沈殿、吸着・収着、揮発などにより物質が交換される。これら

の物理化学反応は媒体自体の特性に加え、層内の内圧、温度、酸化還元電位、pH とい

った雰囲気、塩類や腐植などの共存物質の質と量に支配される。 

特に、埋立廃棄物に含まれていた酸性及びアルカリ性物質、有機物の分解産物であ

る二酸化炭素、有機酸、無機態窒素、金属酸化物の加水分解で生成される水酸化物イ

オンなどのバランスでpHは決定される。その中でも、二酸化炭素は水に溶解して炭酸

となり、日本の埋立廃棄物に多く含まれているCa2+と反応して炭酸塩を形成し、層内

に沈殿蓄積されることが多い。K+、Na+、Cl-、SO4
2-などは、埋立初期に雨水などの洗

い出し作用により溶解してくる。 

特に、埋立廃棄物に含まれていた酸性及びアルカリ性物質、有機物の分解産物であ

る二酸化炭素、有機酸、無機態窒素、金属酸化物の加水分解で生成される水酸化物イ

オンなどのバランスでpHは決定される。その中でも、二酸化炭素は水に溶解して炭酸

となり、日本の埋立廃棄物に多く含まれているCa2+と反応して炭酸塩を形成し、層内

に沈殿蓄積されることが多い。K+、Na+、Cl-、SO4
2-などは、埋立初期に雨水などの洗

い出し作用により溶解してくる。 

焼却灰や飛灰は、主成分としては、SiO2、CaO、Fe2O3、Al2O3、Na2O3、MgO、K2O

などを含み14），15）、微量成分としては一般的にはZn、Mn、Cu、Pb、Cr、Ni、Cd、As、

Hgなどを、また、主成分及び微量成分元素の酸化物のほか、炭酸塩、硫酸塩、塩化物

焼却灰や飛灰は、主成分としては、SiO2、CaO、Fe2O3、Al2O3、Na2O3、MgO、K2O

などを含み14），15）、微量成分としては一般的にはZn、Mn、Cu、Pb、Cr、Ni、Cd、As、

Hgなどを、また、主成分及び微量成分元素の酸化物のほか、炭酸塩、硫酸塩、塩化物
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などを含む。 

しかし、これら微量金属成分が排水基準を超過して浸出水中に検出される事例は少

ないことから、層内において溶解性物質の不溶化、化学変化による沈殿や収着が生じ

ていると考えられる。すなわち、難溶あるいは不溶性化合物を形成しやすいOH-、CO3
2-、

S2-などの存在が挙動を支配するが、これらは廃棄物中に存在するか、有機物の微生物

分解によって生成されるものである。また、焼却残渣中に多く含まれるCa2+がCO3
2-

と接触してCaCO3に変化する過程で、共沈により重金属類が取り込まれることも知ら

れている16），17）。 

すなわち、前述の生物化学反応により生ずる産物と雰囲気の変化に対応して、重金

属類の物理化学的な挙動は変化する。また、腐植などの高分子有機化合物は Cu や Pb

などに対して錯体形成の配位子となる。金属錯体は水中でコロイドとして移動したり、

粘土粒子と複合体を形成し不動化されたりして、液相での重金属濃度を変える。 

 

２．２．３．３ 移動現象８）

保有水の移動には主に重力による下向きの流れと、毛管作用による上向きの流れが

ある。浸出水を形成するのは下向きの流れであり、その移動の大きさを左右するのは

降水量、覆土の表面形状、廃棄物層内の透水係数である。廃棄物層内の透水性は、埋

め立てた廃棄物の不均一さと中間覆土などとの層の違い、短絡（水みち）の存在など

により、空間的にきわめて不均一である。また、廃棄物は安定化が進行するとともに

質の変化が生じるため、層内における透水性の空間分布も徐々に変わる。 

保有水の移動は、廃棄物層内に存在する溶解性物質を溶かし込んで浸出水として系

外に放出するとともに、水の存在は廃棄物層内における生物化学的反応に必須の栄養

源を供給する。下向きに流れた内部保有水は最終的に集排水管に達するが、廃棄物層

の途中に不透水層があると宙水が形成され、局所的に生物化学反応が極端に遅くなる

こともある。 

埋立地ガスの流れは濃度差（拡散）、圧力差（移流）及び温度差（対流）で生ずる。

生物化学反応により生成されたガス並びに水蒸気により、廃棄物層内の内圧と温度が

上昇し、大気濃度、大気圧及び外気温との差が生ずることが流れの大きさを決める。

廃棄物層内のガスの流れの方向は、廃棄物と水分の分布に起因する透気係数の空間分

布に支配され、透水性と同様に不均一である。気体は液体ほど重力の影響を受けない

ことから四方に動くため、埋立地ガスはガス抜き管だけではなく、地表面並びに法面

からも放出される。 

 

２．２．４ 処分場の安定化評価の現状と課題 

処分場に関する安定化の理論（安定化過程、安定化ステージ）は、２．２．３で述

べたとおりである。しかし、処分場は廃棄物の処分のための施設という人工的な施設
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であるため、処分場と周辺環境を隔離する構造物（最終覆土、覆蓋、遮水工、堰堤な

ど）の材料や構造、そして大きさにより浸出水やガスといったエミッションの性状は

異なる。また、自然環境からの影響（降雨、気温、風など）も強く受けるため、処分

場ごとに安定化の進行が大きく異なる。さらに、エミッションに与える最重要因子は

埋立廃棄物の種類と量であるが、我が国では焼却残渣を中心とした埋立廃棄物の無機

化が進行している。 

現在の埋立廃棄物の溶出液は中性からアルカリ性を示すことから、処分場において

も層内保有水がアルカリ化している現状がある。層内がアルカリ化すれば微生物によ

る有機物の分解速度が遅くなることから、埋立廃棄物の安定化が遅延するとともに、

ガスの発生が見られなくなる。また、層内保有水がアルカリ性を示したとしても、浸

出水が廃止基準の 8.6 を超過しない場合も考えられるため、浸出水及びガスについて

廃止基準に適合する場合もあり得る。 

これらのことから、実際には、廃止基準項目をモニタリングするだけでは安定化の

実態を理解することは難しく、廃止基準を超過するか否かを確認しているに過ぎない。 

法令に則ったモニタリングにより、廃止基準を満たしている処分場もある。しかし、

廃止基準が実施されてから基準適用により廃止措置がなされた事例はほとんどない。

その原因の一つとして、基準を満足すれば廃止しても大丈夫かどうか不確定なため、

廃止の判断を委ねられている都道府県が慎重になっていることが考えられる。ここで

問題なのは、処分場を廃止できなければ、埋立終了後は浸出水やガスへの対応が残る

ため、特に水処理費用がかさむことになる。このように、安定化について明確化して

いないことが、処分場の適正な管理を難しくしていると考えられる。 

安定化をモニタリングするために、「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル（環

境庁）」18）において次の 5 つの指標が取り上げられている。 

① 埋立廃棄物（直接指標）：処分場のボーリングにより採取された埋立廃棄物の分

析・調査により、環境汚染ポテンシャルの程度を把握する。 

② 浸出液（間接指標又は総合指標）：廃棄物の微生物分解過程や無機成分などの洗

い出し過程といった処分場全体の状況を把握する。 

③ 湧出ガス（間接指標又は総合指標）：湧出ガスは処分場内部で生成された発生ガ

スの成分とは異なるが、有機物分解によるガス生成速度などから埋立廃棄物の

状況を判断する。 

④ 内部温度（補足指標）：内部の微生物による分解反応の程度を知る。 

⑤ 処分場表層（沈下量と植生又は補足指標）：廃棄物の分解や洗い出しによる廃棄

物層の変化の程度を知る。 

 

これら安定化指標に関しては様々な研究がなされている。 
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(1) 埋立廃棄物 

埋立廃棄物については、物理組成、元素分析、溶出液分析などにより有機物分解の

度合いなどを直接評価することができる。長野らは、組成分析及び熱灼減量について

経過年数ごとに調査しており、有機物量の減少速度から安定化年数を推定している19）

。また、筆者らや堤らは乾式ボーリングによる深度別調査を実施しており、塩類の洗

い出し状況などを把握している20），21）。さらに、立藤らは、微生物が有機物を分解す

る際に発生する二酸化炭素の発生量が、物理化学的安定化指標を補完する指標になる

と提案している22）。しかし、埋立廃棄物の調査では局所的情報しか得られないことか

ら、全体を把握するためには掘削やボーリングを数多く必要とする短所がある。 

(2) 浸出液 

浸出液すなわち浸出水については、数多くの調査・研究が実施されており、廃棄物

最終処分場安定化監視マニュアルでは安定化の状況をみる上での必須項目としてpH、

BOD、COD、アンモニア態窒素（NH4-N）、水温を挙げている18）。全窒素についても

研究されており23），24）、窒素成分は長期にわたり可溶化、溶出、硝化及び脱窒などを

受ける成分であることから、C/N比とともに調査することにより処分場内部での有機

物の分解状況が把握可能となる。また、BOD/COD比からは生物易分解性有機物と生物

難分解性有機物の割合が把握でき25），26）、安定化指標として用いられてきた。さらに、

惣田らはBOD、Fe、Cl-で安定化状態を予測でき、浸出水中のFe濃度により処分場内の

嫌気状態を推測可能としている27）。その他、Cl-、TOC、UVが安定化指標として挙げ

られる。 

これらのほか、重金属類が層内において不溶化することは、廃止基準を満足すると

ともに安定化を意味すると考えられる。２．２．３．２で示したとおり、焼却残渣中

に多く含まれるCa2+がCO3
2-と接触してCaCO3に変化する過程で、共沈により重金属類

が取り込まれることも安定化ととらえられる。逆に、金属錯体は水中でコロイドとし

て移動することから、浸出水中に重金属類が検出される場合はSS成分由来により、埋

立初期に見られるといわれている28），29）。有機物分解による有機酸生成によるpH低下

が原因で重金属類が溶出する可能性はあるが、焼却灰についてpH 4 前後の 1 ％酢酸溶

液による溶出試験を行った結果、溶出液が中性付近に移行することにより重金属類が

ほとんど溶出しないことが分かっている30）。以上のことから、浸出水中に含まれる重

金属類の把握にはSSの測定による予測が考えられる。 

しかし、以上の指標に係る知見は個々あるいは数箇所の処分場調査結果、並びに実

験結果を基に得られたものであることから、様々な特性を持つ処分場に共通したもの

でないことが問題点として挙げられる。 

(3) 湧出ガス 

湧出ガスすなわち埋立地ガスの安定化や廃止基準については前述したが、ガス組成

及びガス放出量がモニタリング項目となる。しかし、ガス抜き管の設置やガスのモニ
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タリングについては、管理者などの裁量に任される部分が多いのが実状である。例え

ば、埼玉県では、「廃棄物最終処分場の廃止における発生ガス及び埋立地温度の測定に

係る運用基準（1999 年 3 月）」において「メタン濃度が 0.5％以下」と行政指導してい

るが、メタンの爆発下限値 5％に安全率として 10倍を考慮しているに過ぎない。また、

立薗らは、メタン濃度に比べて二酸化炭素濃度が高いほど好気性分解の占める割合が

大きいことから、可燃ごみ主体の処分場においてはCH4/CO2比を安定化指標としてい

る31）。しかし、廃棄物層が湿っていたり、内部保有水がアルカリ性に偏ったりすると、

埋立地ガス中の二酸化炭素は吸収され、相対的にメタンの割合が増加する傾向にある

ことから32）、特に焼却残渣の多い処分場での現状評価が困難となってきている。 

焼却残渣への二酸化炭素の吸収については、筆者らによるGas Fluxカラム装置を用

いた実験（図 2-12）により明らかになっている33），34）。試料を充填した土壌カラム内

（φ10mm×5cm）に混合ガス（CH4：CO2≒1：1）を流速約 0.5 mL／分で通気させ、

カラム通過ガスの組成から表 2-4 に示した二酸化炭素の捕捉量を概算している。これ

によると、試料に含まれる 1 割程度のCa2+が二酸化炭素ガスと反応し、CaCO3として

固相内に捕捉される結果となっている。ガスの移動速度によっては、これ以上の二酸

化炭素ガスの捕捉量が見込まれる。 

 

テドラーバック

CH4・CO2

混合ガス

ストップバルブ

土壌カラム

三方コック

微量フローコントロールバルブ

セプタム

 

  

図 2-12 Gas Fluxカラム装置33）

 

表 2-4 二酸化炭素の捕捉量34）

1.80.2133焼却飛灰（一廃）

3.00.3330黒ボク土＋Ca(OH)2

換算Ca2+量 （mmol）CO2捕捉量 （mmol）含水比 （％）試料

1.80.2133焼却飛灰（一廃）

3.00.3330黒ボク土＋Ca(OH)2

換算Ca2+量 （mmol）CO2捕捉量 （mmol）含水比 （％）試料
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層内におけるガスの移動現象に関してはMutasemらの総説35）に詳しいが、廃棄物の

浸透性と水分量がいくつかのパラメータのうち最も重要であるとしている。不均一な

廃棄物層内におけるガスの移動は複雑なため、サンプリング位置によってデータが全

く異なることが予測できる。さらに、気象条件もガスの放出量に影響し、季節変動や

気圧の変化に伴い放出ガス量が大きく異なる36-38）。廃止基準では年 4 回 2 年間のモニ

タリングと規定しているが、日変動が多いことを加味すると、1 回について 24 時間モ

ニタリングが望ましいと思われる。可能であれば、自動計測の手法を確立する必要が

ある。 

このほか、廃止基準に規定はないが、ガスモニタリングには処分場の地表面からの

放出もある。地表面からのメタン放出量については、ほとんどが静置式チャンバー法

を用いて測定されている39），40）が、ガス放出が不均一であるために地表面全体からの

放出量の測定には手間と時間を要する。処分場全体からのメタン放出量の推定につい

ては、静置式チャンバー41），42）、トレーサー法43）、並びに微気象学的手法43），44）を用

いて測定されており、放出速度は約 5～100 gCH4/m2/日の範囲と推定されている。山

田らは、静置式チャンバー法と地表面温度分布を掛け合わせた改良法やレーザーメタ

ン計を用いた方法を提案しており、冬期と夏期でメタンフラックスが異なることを示

している45）。 

前述した内部保有水のアルカリ化に伴い、多量ガス成分の組成比からの安定化評価

が困難な場合があり、微量ガス成分も含めた安定化の予測も可能性が考えられる。微

量ガス成分には一部に有害あるいは悪臭物質が含まれており、硫化水素、アンモニア

などが通常調査されている。これら成分も二酸化炭素と同様に水溶性ガス成分である

ため、安定化指標としては適さないと思われる。これら以外で調査されている項目は、

炭化水素類46），47）、揮発性有機化合物など48），49）であり、二硫化炭素を指標にしてい

る例もある50）。この二硫化炭素は、飛灰処理の硫黄系キレート剤由来でもあることが

知られている51）。 

しかし、微量ガス成分により安定化を評価した事例はほとんどなく、炭化水素類に

ついて経年的な変化あるいは処分場間の比較による安定化評価が行われている47），52）。

本田は炭素数 2 及び 3 の炭化水素類について調査し、飽和炭化水素に比べ不飽和炭化

水素が経年的に減少傾向にあることを示唆した。また、Ikeguchiらは、埋立時期の異

なる 3 つの処分場について炭素数 6 までの炭化水素類を調査し、埋立年齢が長いほど、

エチレン、アセチレン及びペンタンの濃度が減少するとともに、エタン／エチレン比

が上昇することを示した47）。 

これらの結果は、微生物反応によって解釈できるほどの知見が得られていないが、

処分場のほかに自然堆積物（海底、湖沼など）で深度方向の調査がなされている。そ

の中でも、Emeryらが調査した海底堆積物の結果は、図 2-13 に示す53）ように微生物由

来の炭化水素類について深度方向での明確な傾向を示している。調査結果によれば、
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深度 3,730ｍのサンタバーバラ海盆においてもメタン発酵が進行し、下層堆積物ほど

メタン濃度の炭化水素類（炭素数 2～6、以下、NMHC）の合計濃度（T-NMHC）に対

する比が増加するなどの時間経過に伴う変化を示している。他方、NMHCの炭素数（以

下、炭素数 2 はC2 のように記す）については，堆積物の表層から 100cmまではC2 の

エタンの割合が徐々に増加し、100cmから 148cmにおいてC6 以上の割合が増加した。

さらに、NMHCの飽和炭化水素（以下、アルカン類）と不飽和炭化水素（以下、アル

ケン類）の関係や異性体比を見ると、表層コア（4～28cm）を除いて、深層ほどエタ

ン／エチレン比が上昇し、iso-ブタン／n-ブタン比は下降する傾向にあった。 

このほか、Devaiら54）は、酸化還元電位によるメタン及びNMHCの発生影響を淡水

沼土壌で培養実験しており、嫌気性条件下ほどメタン／T-NMHC比が大きいことを示

した。 
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(4) 内部温度 

内部温度すなわち地温については、サーミスターや熱電対を層内に埋め込みモニタ

リングする方法、ガス抜き管や場内観測井による深度方向の測定38）が一般的である。

温度については、東京都海面処分場のような易分解性廃棄物を埋め立てる場合は、廃

止基準を満足するには埋立終了後 20～25 年を要するといわれている６）。しかし、筆

者らの調査によれば、産業廃棄物処分場の埋立終了後 1.5 年で廃止基準を満足している

38）。このほか、「廃棄物最終処分場廃止基準の調査評価方法６）」において、処分場か

ら流出した直後の浸出水の温度測定を検討する必要性が示されている。浸出水の温度

測定は簡易であることから検討の余地があり、柳瀬らは雨水（流入）から浸出水（放

出）への累積熱変化量から安定化を評価している55）。 

(5) 処分場表層 

処分場表層については、有機物の分解により生じる埋立廃棄物の容積の減少、ある

いは埋立廃棄物自体の重さによる空隙の減少により、処分場全体あるいは局所的な沈

下が起こる。沈下速度が徐々に減少することが安定化に直接つながることから、多く

の処分場で沈下板によるモニタリングが行われている56）。このほか、植生については、

我が国における処分場表面の土壌硬度や塩類濃度が高いという特異的な条件から、経

過年数に比して植生遷移の進行は遅いが、埋立終了後の年数や管理状態により変化す

る可能性があることが示唆されている57）。 

以上の 5 項目について様々な調査・研究が実施されてきた。その中で、①埋立廃棄

物は、廃止基準との比較が難しいという問題はあるが、最も安定化を評価できる調査

方法である。④地温については、処分場内部の温度と周辺の地中温度の差が 20℃以下

になることが廃止の条件であるが、易分解性有機物の量が少ない近年の処分場におい

ては、閉鎖後数年でこの条件はほぼ満たしていると考えられる。 

これらに対して、③埋立地ガスについては、まず流量測定や試料採取などの現場調

査手法を確立することから始めなければならない。次に、多量ガス成分のみによる安

定化評価に限界があることから、これらを補完するものが必要となっている。 

②浸出水については、廃止基準を満足することが大前提であるが、処分場内は不均

一層であることから浸出水が層内すべてを反映しているとは限らない。浸出水質が基

準以下の期間が続いても、大雨などによる水ミチの変化などによる汚濁水の流出も考

えられるという問題がある。このようなことから、廃止後に周辺に影響を与える可能

性があることから、廃止に慎重になっている自治体なども存在する。廃止を一つの事

業として考えると、確かに慎重になることは重要であるが、必要以上に過敏になるこ

とは維持管理や跡地利用の観点からは無駄な場合がある。しかし、それぞれの現場で

の対応が求められる現状において、廃止基準を満足すること以外に何を判断基準とし

たら良いかは難しい問題である。 

できるだけ多くの処分場を比較・検討して共通の指標を用いることにより、処分場
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間の相対的な安定化評価をすることもひとつの考え方である。このとき、安定化の進

行が遅いと判断できる処分場に対しては、欧米で実施されてきた処分場の早期安定化

手法（浸出水の循環、強制通気、受動通気、埋立廃棄物の前処理）を取り入れるとい

った対策の必要性が迫られる。 

 

２．２．５ 処分場における廃止基準の考え方 

最終的には、個々で処分場の廃止を判断するのであるが、様々な処分場に対応でき

るモニタリング項目の選定とそれらによる判断基準の設定が急務となっている。また、

閉鎖までの浸出水の測定は義務付けられていないことから、埋立開始から閉鎖までの

変化（図 2-10 のステージⅠ～Ⅲ、Ⅳ）が把握できていない処分場も少なくない。埋立

跡地の施設は処分場が分解産物を生成している間は維持管理されなければならない

が、層内環境により埋立廃棄物の分解速度は個々で異なるために、閉鎖後の管理期間

も極端に処分場ごとに異なる。米国においては、連邦政府及び州政府の規制は埋立跡

地の管理期間を最短期間で設定しているが、ほとんどの規制において管理期間を 20

～30 年としている58），59）。ただし、埋立終了からの跡地管理を計画するうえでも、安

定化がどこまで進行しているか把握していなければならない。このようなことから、

埋立当初からモニタリングすべき項目の選定が必要であり、可能であれば簡易測定で

きる項目であることが望ましい。 

他方、処分場建設時に住民との協定により、浸出水処理排水の維持管理基準を廃止

基準の 5/10～1/10 にまで厳しくすることも多い。この場合には、維持管理基準が廃

止基準として用いられるため、安定化したとしても半永久的に廃止できない処分場が

存在する可能性があることも重大な問題である。 

以上のような現状を踏まえて、廃止における望ましい安定化の定義を以下のように

考えた。なお、③及び④については、指標の選定が必要である。 

 

① まず、「廃棄物が処分場にとどまっている限り、外部の環境に影響を与えない状

態」であり、「浸出水の pH が中性付近（5.8 以上 8.6 以下）にある状態」と定

義される廃止基準の安定化を確保する。 

② pH に関しては、浸出水よりも内部保有水で確認することが望ましい。 

③ 浸出水質における共通の指標を選定し、処分場間の相対的な安定化評価をする。 

（安全性の担保や早期安定化などの判断材料） 

④ 埋立地ガスに関しては、多量ガス成分に補完する指標を選定し、安定化評価を

さらに向上させる。 

⑤ 廃止基準を満足した後には、ボーリングなどにより、「内部保有水」、「層内ガス」、

「埋立廃棄物」の確認作業を終えてから廃止とする。 
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２．３ 不法投棄事例での基準と調査方法の現状と課題 

廃棄物の不適正処理や不法投棄（以下、不適正処分）は後を絶たない。不適正処分

は産業廃棄物で多く、環境省の発表によれば、2003 年度で 894 件（745 千ｔ）、2004

年度で 673 件（411 千ｔ）、2005 年度で 558 件（172 千ｔ）と徐々に減少傾向にある 60）

が、不適正処分を撲滅するには至っていない。なお、2005 年度の集計には硫酸ピッチ

事案とフェロシルト事案が除外されている。 

不適正処分による問題の一つとして現場周辺への環境汚染があり、管理されている

処分場とは大きく異なる。そのため、廃棄物中の有害物質等が周辺土壌や地下水など

を汚染し、場所によっては飲料水源の汚染を引き起こす。不適正処分現場で発生する

生活環境保全上の支障については、図 2-14 に示すような種類がある61）。谷地、空き

地あるいは中間処理の保管施設などに廃棄物を堆積させた場合は、有害性廃棄物から

の汚染物質の溶出に加えて、有機物の微生物分解により硫化水素ガスやメタンガスが

発生することがあり、悪臭、堆積廃棄物の崩落、火災等のリスクが問題である。運転

管理が不十分な場合には、排ガスや排水といった排出媒体中の有害化学物質により周

辺環境を汚染することがある。 

河川水

地山

崩落ドラム管
有害性廃棄物廃棄物中の火種

急勾配盛土

水質汚染
（表流水）

溶出土壌汚染

有害性廃棄物

水質汚染
（地下水）

火災
粉塵

有害ガス・悪臭

注）図中の斜体は初期段階で
把握可能な支障を指す

  
 図 2-14 主な支障概念図61）

 

一般に、土壌は長期的な保持機能があるが、生活空間の近傍にある土壌の直接的な

摂取や、蒸散、最飛散など様々な人に至る暴露経路が考えられる。また、地下水が一

度汚染されると、修復するのに多大な費用と時間を要することになる。 

しかし、不適正処分現場における環境汚染の影響を評価するための法令や基準が欠

如しており、具体的な調査手法が設定されていないのが現状である。そのため、各々

の現場対応により、地下水･河川水水質調査、廃棄物ボーリング調査、大気環境･悪臭
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測定、土壌調査などを実施するとともに、現場修復に向けての調査手順の検討や、住

民対応が行われているのが現状である。このような初動調査が迅速に進行しない場合

は、公表が遅れるなどによる住民とのトラブルが生じることも少なくない。 

 

２．３．１ 不法投棄事例における適用法規と調査方法 

不適正処分現場においては、大気環境、土壌、地下水や河川水のモニタリングが必

要となるが、上述のように、不適正処分に起因する環境汚染を調査する際の評価基準

は定まっていない。2003 年 10 月に通知された環境省告示第 104 号「二 特定支障除

去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項」では

調査について、①30m×30m×30m 格子調査（最低でも 3 箇所）、②格子の中心点で試

料採取、などが定められているが、具体的な調査手法については述べられていない。 

他方、廃棄物由来の汚染物質は同一汚染サイトにおいても重金属類、有機塩素化合

物類、ダイオキシン類などが混在している場合が多い。そのため、対象物質及び目的

に応じた調査法を選択することが必要であるとともに、場合によっては全てを網羅し

た調査が求められる。また、分析結果の評価にどのような基準を用いるべきかが問題

となる。特に、土壌に関しては、表 2-5 に示した変遷で関係法令等が定められており、

それぞれの調査方法が対象物質などによって異なっている場合もある。ここでは、土

壌に関する調査手法について詳述するとともに、その他の調査媒体に関連する法令・

基準について整理した。 

  
表 2-5 土壌及び不法投棄関係の法整備等の変遷 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」公布（不法投棄未然防止）2003/06/18

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」公布2003/06/18

「土壌汚染対策法」施行2003/02/15

法 律 等年月日

「土壌汚染対策法施行令」及び「土壌汚染対策法の施行期日を定める政令」公布2002/11/13

「土壌汚染対策法」公布2002/05/29

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示2001/03/28

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚染及び土壌の汚染に係る環境基準について」告示1999/12/27

「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「同運用基準」策定1999/01/29

「土壌汚染に係る環境基準の一部を改正する件」告示1998/04/24

「土壌・地下水汚染の調査・対策指針」策定1994/11/11

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示1994/02/21

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示1994/02/01

「土壌の汚染に係る環境基準について」環境庁告示1991/08/23

「有害物質が蓄積した市街地等の土壌を処理する際の処理目標について」環境庁通知1990/08/10

「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」環境庁設定1984/11/08

1975/04/04

1972/10/17

1970/12/25

「農用地土壌汚染防止法施行令の一部を改正する政令」公布(砒素に係る指定要件の設定)

「農用地土壌汚染防止法施行令の一部を改正する政令」公布(銅に係る指定要件の設定)

公害関係14法律公布

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 など）

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」公布（不法投棄未然防止）2003/06/18

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」公布2003/06/18

「土壌汚染対策法」施行2003/02/15

法 律 等年月日

「土壌汚染対策法施行令」及び「土壌汚染対策法の施行期日を定める政令」公布2002/11/13

「土壌汚染対策法」公布2002/05/29

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示2001/03/28

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚染及び土壌の汚染に係る環境基準について」告示1999/12/27

「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「同運用基準」策定1999/01/29

「土壌汚染に係る環境基準の一部を改正する件」告示1998/04/24

「土壌・地下水汚染の調査・対策指針」策定1994/11/11

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示1994/02/21

「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示1994/02/01

「土壌の汚染に係る環境基準について」環境庁告示1991/08/23

「有害物質が蓄積した市街地等の土壌を処理する際の処理目標について」環境庁通知1990/08/10

「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」環境庁設定1984/11/08

1975/04/04

1972/10/17

1970/12/25

「農用地土壌汚染防止法施行令の一部を改正する政令」公布(砒素に係る指定要件の設定)

「農用地土壌汚染防止法施行令の一部を改正する政令」公布(銅に係る指定要件の設定)

公害関係14法律公布

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 など）
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(1) 土壌汚染対策法 

国民の健康の保護を図るために、土壌汚染の状況の把握及び土壌汚染による人の健

康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染

対策法」62）が 2002 年 5 月 22 日に成立し、同月 29 日に公布された（2003 年 2 月 15

日に施行）。その後、11 月 13 日公布の「土壌汚染対策法施行令」63）により、①特定

有害物質の規定、②土壌汚染状況調査の対象となる土地の規準、③汚染の除去に係る

措置命令の対象となる土地の基準等を定めた。2002 年 12 月 26 日には、「土壌汚染対

策法施行規則」64）を公布し、①土壌汚染状況調査の方法、②指定区域の指定基準、③

汚染の除去等の措置の技術的基準を定めた。 

土壌汚染対策法施行令で定められた特定有害物質 25 項目について、基準値と併せ

て表 2-6 に示す。人の健康に係るリスクとして、地下水等の摂取及び土壌の直接摂取

によるリスクが考慮されている。地下水等の摂取によるリスクに係る基準は現行の土

壌環境基準（溶出基準）、直接摂取によるリスクは表層土壌に長期間蓄積する可能性の

高い重金属等の含有量試験が適用される。これら 25 項目は化学物質の性質の違いによ

り、第一種から第三種特定有害物質の 3 つに分類され、試料採取等の調査方法が異な

る。なお、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行い、土

壌汚染の状況を把握することとなっている。すなわち、土壌汚染状況調査の対象とな

る場合は次の 2 通りとなり、不適正処分現場では主に、2)法第 4 条調査が適用される。 
  
1) 法第 3 条調査：使用が廃止された有害物質使用施設（以下、特定施設）に係る

工場又は事業場の敷地のすべての土地の調査 

2) 法第 4 条調査：都道府県知事が当該土地もしくはその周辺の土地の土壌汚染の

状態、地下水の特定有害物質による汚染の状態を勘案し、人の

健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めた土

地の調査 

  
また、調査試料の採取地点と採取深度についても規定されている。試料採取等の概

要を表 2-7 に示す。土壌含有量調査、土壌溶出量調査、土壌ガス調査の各調査ともに

100 m2に 1 地点の割合で調査地点を均等に選定することを基本としている。すなわち、

10 m四方の格子状に区画して 1 地点から土壌やガスを採取する。汚染の可能性の高い

地点は必ず採取地点とし、汚染の可能性の高い場所を含まない場合は区画の中央点と

なる。資料等調査により汚染が存在する可能性が低い部分は 900 m2（9 区画分）で 1

試料となる。 

土壌の採取深度は、表層以下 50cm を対象とするが、表層以下 5 cm の部分と 5cm～

50cm の部分を等量混合したものを試料とする。第一種特定化学物質における土壌ガス

調査は、表層から概ね 1 m の地中ガスを採取し、検出された場合は深度方向に土壌を

採取し溶出量試験を行う。 
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表 2-6 特定有害物質及び指定区域の指定基準（土壌汚染対策法施行規則） 

検出されないこと－検出されないことアルキル水銀化合物

指定基準

4,000 mg/kg

4,000 mg/kg

150 mg/kg

150 mg/kg

150 mg/kg

15 mg/L

50 mg/kg

250 mg/kg

150 mg/kg

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

土壌含有量基準

0.002 mg/L0.002 mg/L1,3-ジクロロプロペン

0.01 mg/L0.01 mg/L鉛及びその化合物

0.01 mg/L0.01 mg/Lセレン及びその化合物

0.0005 mg/L0.0005 mg/L水銀及びその化合物

0.05 mg/L0.05 mg/L六価クロム化合物

0.01 mg/L0.01 mg/Lベンゼン

0.03 mg/L0.03 mg/Lトリクロロエチレン

0.006 mg/L0.006 mg/L1,1,2-トリクロロエタン

1 mg/L1 mg/L1,1,1-トリクロロエタン

0.01 mg/L0.01 mg/Lテトラクロロエチレン

0.02 mg/L0.02 mg/Lジクロロメタン

0.04 mg/L0.04 mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン

0.02 mg/L0.02 mg/L1,1-ジクロロエチレン

0.004 mg/L0.004 mg/L1,2-ジクロロエタン

0.002 mg/L0.002 mg/L四塩化炭素

1 mg/L

0.8 mg/L

0.01 mg/L

検出されないこと

0.01 mg/L

地下水基準
土壌溶出量基準

特定有害物質の種類
分

類

1 mg/Lほう素及びその化合物

0.8 mg/Lふっ素及びその化合物

0.01 mg/L砒（ひ）素及びその化合物

検出されないことシアン化合物

0.01 mg/Lカドミウム及びその化合物

－

－

－

－

－

検出されないこと

検出されないこと

0.006 mg/L

0.02 mg/L

0.003 mg/L

検出されないこと有機りん化合物

検出されないことポリ塩化ビフェニル

0.006 mg/Lチウラム

0.02 mg/Lチオベンカルブ

0.003 mg/Lシマジン

検出されないこと－検出されないことアルキル水銀化合物

指定基準

4,000 mg/kg

4,000 mg/kg

150 mg/kg

150 mg/kg

150 mg/kg

15 mg/L

50 mg/kg

250 mg/kg

150 mg/kg

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

土壌含有量基準

0.002 mg/L0.002 mg/L1,3-ジクロロプロペン

0.01 mg/L0.01 mg/L鉛及びその化合物

0.01 mg/L0.01 mg/Lセレン及びその化合物

0.0005 mg/L0.0005 mg/L水銀及びその化合物

0.05 mg/L0.05 mg/L六価クロム化合物

0.01 mg/L0.01 mg/Lベンゼン

0.03 mg/L0.03 mg/Lトリクロロエチレン

0.006 mg/L0.006 mg/L1,1,2-トリクロロエタン

1 mg/L1 mg/L1,1,1-トリクロロエタン

0.01 mg/L0.01 mg/Lテトラクロロエチレン

0.02 mg/L0.02 mg/Lジクロロメタン

0.04 mg/L0.04 mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン

0.02 mg/L0.02 mg/L1,1-ジクロロエチレン

0.004 mg/L0.004 mg/L1,2-ジクロロエタン

0.002 mg/L0.002 mg/L四塩化炭素

1 mg/L

0.8 mg/L

0.01 mg/L

検出されないこと

0.01 mg/L

地下水基準
土壌溶出量基準

特定有害物質の種類
分

類

1 mg/Lほう素及びその化合物

0.8 mg/Lふっ素及びその化合物

0.01 mg/L砒（ひ）素及びその化合物

検出されないことシアン化合物

0.01 mg/Lカドミウム及びその化合物

－

－

－

－

－

検出されないこと

検出されないこと

0.006 mg/L

0.02 mg/L

0.003 mg/L

検出されないこと有機りん化合物

検出されないことポリ塩化ビフェニル

0.006 mg/Lチウラム

0.02 mg/Lチオベンカルブ

0.003 mg/Lシマジン第
三
種
特
定
有
害
物
質

表層部土壌溶出量調査

表層部土壌含有量調査

調査の必要なし

30m格子内の10m格子区
画で複数点均等混合

10m格子内の1地点

第二種特定有害物質

（重金属等）

調査の必要なし調査の必要なし汚染の恐れがない土地

30m格子内の10m格子区
画で複数点均等混合

30m格子内の1地点汚染の恐れが少ない土地

10m格子内の1地点10m格子内の1地点汚染の恐れがある土地

第三種特定有害物質

（農薬等）

第一種特定有害物質

（揮発性有機化合物）
特定有害物質の種類

表層部土壌溶出量調査土壌ガス調査

↓

深層部土壌溶出量調査

調査方法

第
二
種
特
定
有
害
物
質

第
一
種
特
定
有
害
物
質

 

表 2-7 試料採取等の概要（土壌汚染対策法施行規則） 

表層部土壌溶出量調査

表層部土壌含有量調査

調査の必要なし

30m格子内の10m格子区
画で複数点均等混合

10m格子内の1地点

第二種特定有害物質

（重金属等）

調査の必要なし調査の必要なし汚染の恐れがない土地

30m格子内の10m格子区
画で複数点均等混合

30m格子内の1地点汚染の恐れが少ない土地

10m格子内の1地点10m格子内の1地点汚染の恐れがある土地

第三種特定有害物質

（農薬等）

第一種特定有害物質

（揮発性有機化合物）
特定有害物質の種類

表層部土壌溶出量調査土壌ガス調査

↓

深層部土壌溶出量調査

調査方法

試
料
採
取
の
考
え
方
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(2) ダイオキシン類対策特別措置法 

国民の健康の保護を図るために、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその

除去等の対策を実施することを内容とする「ダイオキシン類対策特別措置法」65）が

1999 年 7 月 16 日に公布された（2001 年 1 月 6 日に施行）。その第 7 条の規定に基づき、

1999 年 12 月 27 日に「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染

に係る環境基準について」66）が公布され、土壌についての環境基準が 1,000 pg-TEQ/g

以下に設定された。これを受け、土壌中のダイオキシン類調査の進め方と、試料採取

等の技術的手法について、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」67）が作

成された。 

ダイオキシン類に係る土壌の調査の進め方を図 2-15 に示す。まず土壌中のダイオキ

シン類の概況を地域概況調査により把握し、調査の結果を環境基準に照らして評価し、

その結果に応じてさらに必要な調査を実施する。地域概況調査は、調査の目的に応じ

て次のように分類され、不適正処分現場では主に、3)対象地状況把握調査が適用され

る。 

 

1) 一般環境把握調査 ：一般環境における土壌中のダイオキシン類濃度を把握す

る調査 

2) 発生源周辺把握調査：ダイオキシン類を排出する施設が一般環境の土壌に及ぼ

す影響を把握するため、発生源の周辺において実施する

調査 

3) 対象地状況把握調査：既存資料等の調査によりダイオキシン類による汚染の恐

れが示唆される対象地における土壌中のダイオキシン類

濃度を把握する調査 

 

地域概況調査の結果、250 pg-TEQ/g の調査指標値以上のダイオキシン類濃度を示す

地点の存在が判明した場合には、周辺の土壌中のダイオキシン類濃度が環境基準を超

える恐れがあるので、資料等調査の結果や周辺の状況に応じて土壌の追加調査を行う。

また、汚染原因を推定するとともに、環境基準を超える土壌の平面範囲及び深度を確

定（範囲確定調査）する。環境基準を超える土壌について対策を実施した場合に、そ

の効果を確認する（対策効果確認調査）。このとき、調査指標値以上のダイオキシン類

濃度を示す地点の存在が判明した場合には、必要に応じて、土壌中のダイオキシン類

の濃度の推移を把握するため、3～5 年の期間をおいた後に継続モニタリング調査を実

施する。 

試料の採取地点と採取深度についても規定されている。1,000 m2（約 33 m四方の

格子状に区画）に 1 地点の割合で調査地点を選定することを基本としている。汚染の

可能性の高い範囲及びその周辺地域においては重点的に調査地点を設定する。 
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土壌試料の採取は、調査地点において、原則として、表層 5 cm の土壌について

5 地点混合方式で行う。なお、範囲確定調査で深度範囲の確定を行う場合には 1 地点

の柱状試料を採取する。また、採取した試料の性状として、含水率、強熱減量、土性

等を調査する。 

 

 

図 2-15 土壌中ダイオキシン類の調査の進め方 
  

) 県条例 

は、独自に生活環境保全条例を制定しているところが多い。例えば、埼

玉

の改変時における過去の特定有害物質の使用状

況

環境基準

資料等調査

一般環境把握調査 発生源周辺状況調査 対象地状況把握調査

調査指標値

環境基準

範囲確定調査
平面範囲の確定
深度範囲の確定

対策効果確認調査

継続モニタリング調査

調査指標確認調査

終了

対策実施

地域概況調査

未満

以上

超えない

超える

超えない

超える

 
 

 

(3

都道府県に

県では、県民の健康の保護及び安全かつ快適な生活の確保を図るために、生活環境

の保全に関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境への負荷の

低減を図るための措置及び公害の発生源についての規制を定める「埼玉県生活環境保

全条例」68）が定められている。その第 76 条で、「土壌及び地下水の汚染の調査及び対

策に関する指針」69）を定めている。 

土壌汚染の調査の進め方は、まず土地

や土地の利用履歴を調査し、汚染の概況調査（表層調査）、詳細調査（汚染の深さ及び
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横への広がり調査）を実施する。概況調査は、「埼玉県生活環境保全条例施行規則」70）

で定める「重金属等」と「揮発性有機化合物」に区分して以下の方法で調査する。な

お、「重金属等」は、土壌汚染対策法の第二及び第三種特定有害物質にあたり、「揮発

性有機化合物」は第一種特定有害物質にあたる。 

a)「重金属等」 

調査地点は、対象地 1,000 m2につき概ね 1 試料とし、汚染の可能性の高い区域に

つ

20 m 程度の間隔でメッシュを設定し、その交点で土壌

ガ

調査の結果、次に掲げる地点が存在することが判明したら、汚染の詳

細

 土壌の汚染の状況が、表 2-8 の土壌汚染基準を超える地点 

点 

化合物並びに水

 

 

いては密度を高めて調査する。試料採取方法は、調査区画 1 箇所につき、中心 1

地点及び周辺四方各 1 地点（中心地点から 5 m～10 mまでの範囲）の合計 5 地点の

土壌（原則、地表面下 15 cm）を採取し、等量混合することとなっている。分析は、

土壌溶出量分析とし、土壌が飛散又は流出する恐れのある場合には、カドミウム及

びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びに水銀及びアルキル水

銀その他の水銀化合物に限り、「底質調査方法」71）に示す方法に準拠して、含有量

分析も実施しなければならない。 

b)「揮発性有機化合物」 

調査地点は、対象地内に

スの調査を行い、汚染の可能性が高い区域又は調査により相対的に高い濃度が

検出された区域については、更に細かなメッシュで調査を実施する。試料採取方

法は、表土に穴を開けて、30cm～100cm までの適切な深度の土壌ガスを吸引して

採取する。  

そして、概況

調査を実施する。詳細調査については、汚染が判明した区域又は汚染の可能性が高

い区域及びその周辺を、20 m 程度の間隔でメッシュを設定した交点（必要に応じて、

調査地点を追加）で、①特定有害物質の土壌からの溶出量、②地層及び土質を調べる

としている。 

 

・

・ 土壌ガスの濃度が、他の地点より有意な高濃度を示す地点 

・ 地下水の汚染の状況が、表 2-8 の地下水汚染基準を超える地

・  カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその

銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物が、「土壌・地下水汚染に係る調査・対

策指針運用基準について」72）に定める含有参考値を超える地点 
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0.8 mg/L

1 mg/L

0.01 mg/L

0.01 mg/L

0.02 mg/L

0.003 mg/L

0.006 mg/L

0.002 mg/L

0.006 mg/L

1 mg/L

0.04 mg/L

0.02 mg/L

0.004 mg/L

0.002 mg/L

0.02 mg/L

0.01 mg/L

0.03 mg/L

検出されないこと

検出されないこと

0.0005 mg/L

0.01 mg/L

0.05 mg/L

0.01 mg/L

検出されないこと

検出されないこと

0.01 mg/L

地下水汚染基準

（含有量試験**）

土壌汚染基準

（溶出量試験*）

特定有害物質の種類

0.8 mg/Lふっ素及びその化合物26

1 mg/Lほう素及びその化合物25

0.01 mg/Lセレン及びその化合物24

0.01 mg/Lベンゼン23

0.02 mg/Lチオベンカルブ22

0.003 mg/Lシマジン21

0.006 mg/Lチウラム20

0.002 mg/L1,3-ジクロロプロペン19

0.006 mg/L1,1,2-トリクロロエタン18

1 mg/L1,1,1-トリクロロエタン17

0.04 mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン16

0.02 mg/L1,1-ジクロロエチレン15

0.004 mg/L1,2-ジクロロエタン14

0.002 mg/L四塩化炭素13

0.02 mg/Lジクロロメタン12

0.01 mg/Lテトラクロロエチレン11

0.03 mg/Lトリクロロエチレン10

検出されないことポリ塩化ビフェニル9

検出されないことアルキル水銀化合物8

0.0005 mg/L水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物7

0.01 mg/L砒（ひ）素及びその化合物6

0.05 mg/L六価クロム化合物5

0.01 mg/L鉛及びその化合物4

検出されないこと有機りん化合物3

検出されないことシアン化合物2

0.01 mg/Lカドミウム及びその化合物1

0.8 mg/L

1 mg/L

0.01 mg/L

0.01 mg/L

0.02 mg/L

0.003 mg/L

0.006 mg/L

0.002 mg/L

0.006 mg/L

1 mg/L

0.04 mg/L

0.02 mg/L

0.004 mg/L

0.002 mg/L

0.02 mg/L

0.01 mg/L

0.03 mg/L

検出されないこと

検出されないこと

0.0005 mg/L

0.01 mg/L

0.05 mg/L

0.01 mg/L

検出されないこと

検出されないこと

0.01 mg/L

地下水汚染基準

（含有量試験**）

土壌汚染基準

（溶出量試験*）

特定有害物質の種類

0.8 mg/Lふっ素及びその化合物26

1 mg/Lほう素及びその化合物25

0.01 mg/Lセレン及びその化合物24

0.01 mg/Lベンゼン23

0.02 mg/Lチオベンカルブ22

0.003 mg/Lシマジン21

0.006 mg/Lチウラム20

0.002 mg/L1,3-ジクロロプロペン19

0.006 mg/L1,1,2-トリクロロエタン18

1 mg/L1,1,1-トリクロロエタン17

0.04 mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン16

0.02 mg/L1,1-ジクロロエチレン15

0.004 mg/L1,2-ジクロロエタン14

0.002 mg/L四塩化炭素13

0.02 mg/Lジクロロメタン12

0.01 mg/Lテトラクロロエチレン11

0.03 mg/Lトリクロロエチレン10

検出されないことポリ塩化ビフェニル9

検出されないことアルキル水銀化合物8

0.0005 mg/L水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物7

0.01 mg/L砒（ひ）素及びその化合物6

0.05 mg/L六価クロム化合物5

0.01 mg/L鉛及びその化合物4

検出されないこと有機りん化合物3

検出されないことシアン化合物2

0.01 mg/Lカドミウム及びその化合物1

* 検液の作成方法は、平成3年環境庁告示46号による。
** 検定方法は、平成8年環境庁告示55号による。

表 2-8 土壌汚染基準及び地下水汚染基準（埼玉県生活環境保全条例施行規則）

 

 

(4) 不適正処分に起因するその他の各種基準 

不適正処分に起因する環境調査は、①どこで、②何を、③何を評価基準に、という

大きな 3 つの組立要素により決定する73）。不適正処分現場における調査媒体の対象ご

とに関係する法令・基準等をまとめたものを表 2-9 から表 2-12 に示す。これら列挙し

た各種基準とその基準の意味などを考慮し、調査を実施する必要がある。環境調査の

評価基準をまとめると表 2-13 のようになる。 
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表 2-9 水質関係の基準一覧 

水質汚濁の環境条件につき人の健康保護・
生活環境保全のための維持基準

公共用水域及び
地下水

ダイオキシン類対策特別措置法（「ダイオ
キシン類による大気の汚染、水質の汚濁
及 び 土 壌 の 汚 染 に 係 る 環 境 基 準 」
H11.12.27環告68）

水質環境基準

水質汚濁の環境条件につき人の健康保護・
生活環境保全のための維持基準

公共用水域環境基本法（「水質汚濁に係る環境基準」
S46.12.28環告59）

水質環境基準

排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
るための基準（水質環境基準の10倍）

特定事業場水質汚濁防止法（「排水基準を定める総理
府令」S46.6.21総令35）

排水基準

地下水水質汚濁の環境条件につき人の健康
保護のための維持基準（水質環境基準の健
康項目）

全ての地下水環境基本法（「地下水の水質の汚濁に係る
環境基準」H9.3.13環告10）

地下水環境基準

有害物質を含む特定地下浸透水の浸透を禁
止（水質環境基準の1/10）

有害物使用特定
事業場

水質汚濁防止法（「同法施行規則第6条の
2の規定に基づく環境庁長官が定める検
定方法」H1.8.21環告39）

地下浸透基準

健康被害防止に必要な限度において地下水
の水質浄化措置を必要とする基準（水質環
境基準と同レベル）

汚染原因者であ
る特定事業場

水質汚濁防止法（「同法施行規則別表」）地下水浄化基準

放流水の排水基準（排水基準と同レベル）管理型処分場の
浸出液処理施設

廃棄物処理法（「共同命令」S52.3.14令1）管理型処分場放流基
準

埋立廃棄物の内容の担保（水質環境基準と
同レベル）

安定型処分場内
採取設備

廃棄物処理法（「共同命令」S52.3.14令1）安定型処分場浸透水
水質基準

水稲の正常な生育に望ましい指標灌漑用水農林水産技術会議（S46.10.4）農業用水基準

TDIからの算定
健康項目と水道水が有すべき性状の二本立
ての基準（水質環境基準と同レベル）

水道法に規定す
る水道施設から
供給される水

水 道 法 （ 「 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 」
H4.12.21厚令69）

水質基準

概要対象施設等法律名各種基準等名

水質汚濁の環境条件につき人の健康保護・
生活環境保全のための維持基準

公共用水域及び
地下水

ダイオキシン類対策特別措置法（「ダイオ
キシン類による大気の汚染、水質の汚濁
及 び 土 壌 の 汚 染 に 係 る 環 境 基 準 」
H11.12.27環告68）

水質環境基準

水質汚濁の環境条件につき人の健康保護・
生活環境保全のための維持基準

公共用水域環境基本法（「水質汚濁に係る環境基準」
S46.12.28環告59）

水質環境基準

排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
るための基準（水質環境基準の10倍）

特定事業場水質汚濁防止法（「排水基準を定める総理
府令」S46.6.21総令35）

排水基準

地下水水質汚濁の環境条件につき人の健康
保護のための維持基準（水質環境基準の健
康項目）

全ての地下水環境基本法（「地下水の水質の汚濁に係る
環境基準」H9.3.13環告10）

地下水環境基準

有害物質を含む特定地下浸透水の浸透を禁
止（水質環境基準の1/10）

有害物使用特定
事業場

水質汚濁防止法（「同法施行規則第6条の
2の規定に基づく環境庁長官が定める検
定方法」H1.8.21環告39）

地下浸透基準

健康被害防止に必要な限度において地下水
の水質浄化措置を必要とする基準（水質環
境基準と同レベル）

汚染原因者であ
る特定事業場

水質汚濁防止法（「同法施行規則別表」）地下水浄化基準

放流水の排水基準（排水基準と同レベル）管理型処分場の
浸出液処理施設

廃棄物処理法（「共同命令」S52.3.14令1）管理型処分場放流基
準

埋立廃棄物の内容の担保（水質環境基準と
同レベル）

安定型処分場内
採取設備

廃棄物処理法（「共同命令」S52.3.14令1）安定型処分場浸透水
水質基準

水稲の正常な生育に望ましい指標灌漑用水農林水産技術会議（S46.10.4）農業用水基準

TDIからの算定
健康項目と水道水が有すべき性状の二本立
ての基準（水質環境基準と同レベル）

水道法に規定す
る水道施設から
供給される水

水 道 法 （ 「 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 」
H4.12.21厚令69）

水質基準

概要対象施設等法律名各種基準等名

  

表 2-10 土壌関係の基準一覧 

土壌の汚染に係る環境上の維持基準土壌ダイオキシン類対策特別措置法（「ダイオ
キシン類による大気の汚染、水質の汚濁
及 び 土 壌 の 汚 染 に 係 る 環 境 基 準 」
H11.12.27環告68）

土壌環境基準

土壌の汚染に係る環境上の維持基準土壌環境基本法（「土壌の汚染に係る環境基
準」H3.8.23環告46）

土壌環境基準

土壌汚染対策の実施につき人の健康保護の
ための汚染判断の基準

土壌土 壌 汚 染 対 策 法 （ 「 同 法 施 行 規 則 」
H14.12.26環令29）

土壌汚染判断基準

特定有害物質（カドミウム、銅、砒素の3種）
食品衛生法の規格基準、生育阻害の根拠

土壌（農用地）農用地土壌汚染防止（「同法施行令」
S46.6.24政令204）

土壌汚染農地指定要
件

肥料品質保全のための基準
含有が許される有害成分の最大値を規定

普通肥料肥料取締法（「同法の一部を改正する法律
附則第2条に規定する普通肥料に該当す
る肥料の公定規格を定める件」H12.1.27農
水告97）

普通肥料公定規格

概要対象施設等法律名各種基準等名

土壌の汚染に係る環境上の維持基準土壌ダイオキシン類対策特別措置法（「ダイオ
キシン類による大気の汚染、水質の汚濁
及 び 土 壌 の 汚 染 に 係 る 環 境 基 準 」
H11.12.27環告68）

土壌環境基準

土壌の汚染に係る環境上の維持基準土壌環境基本法（「土壌の汚染に係る環境基
準」H3.8.23環告46）

土壌環境基準

土壌汚染対策の実施につき人の健康保護の
ための汚染判断の基準

土壌土 壌 汚 染 対 策 法 （ 「 同 法 施 行 規 則 」
H14.12.26環令29）

土壌汚染判断基準

特定有害物質（カドミウム、銅、砒素の3種）
食品衛生法の規格基準、生育阻害の根拠

土壌（農用地）農用地土壌汚染防止（「同法施行令」
S46.6.24政令204）

土壌汚染農地指定要
件

肥料品質保全のための基準
含有が許される有害成分の最大値を規定

普通肥料肥料取締法（「同法の一部を改正する法律
附則第2条に規定する普通肥料に該当す
る肥料の公定規格を定める件」H12.1.27農
水告97）

普通肥料公定規格

概要対象施設等法律名各種基準等名

  

表 2-11 硫化水素関係の基準一覧 

用途地域別に定めた濃度基準
排出口の高さによる排出量規制基準
排水中の濃度基準

指定地域悪臭防止法（「同法施行規則」S47.5.30総
令39）

敷地境界規制基準
気体排出口規制基準
排出水中規制基準

浴室内の維持管理基準温泉利用浴室温泉法（「温泉の利用基準」S50.7.12環自
企424）

土壌汚染農地指定要
件

作用場内の維持管理基準酸素欠乏危険作
業場

労働安全衛生法（「酸素欠乏症等予防規
則」S47.9.30労働令42）

酸素欠乏症等予防基
準

概要対象施設等法律名各種基準等名

用途地域別に定めた濃度基準
排出口の高さによる排出量規制基準
排水中の濃度基準

指定地域悪臭防止法（「同法施行規則」S47.5.30総
令39）

敷地境界規制基準
気体排出口規制基準
排出水中規制基準

浴室内の維持管理基準温泉利用浴室温泉法（「温泉の利用基準」S50.7.12環自
企424）

土壌汚染農地指定要
件

作用場内の維持管理基準酸素欠乏危険作
業場

労働安全衛生法（「酸素欠乏症等予防規
則」S47.9.30労働令42）

酸素欠乏症等予防基
準

概要対象施設等法律名各種基準等名
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表 2-12 廃棄物関係の基準一覧 

廃棄物中の有害物質のほとんどが海水中に
溶けるか分散するため、廃棄物に含まれる有
害物質を含有量試験で判定。

水溶性汚泥
廃酸・廃アルカリ

海洋投入基準

廃棄物に含まれる有害物質が雨水等に溶出
する濃度を溶出試験で判定。（排水基準に
同じ。重金属の一部は土壌吸着を考慮し、排
水基準の3倍）

産業廃棄物
（汚泥、もえがら、
ばいじん、鉱さい、
処理物）

廃棄物処理法（「金属等を含む産業廃棄
物に係る判定基準を定める省令」S48.2.17
府令5）

埋立判定基準

比重1.2以上で沈降しやすく、沈降過程で廃
棄物から有害物質が環境水中に溶け出す度
合いを試験するため溶出試験で判定。

非水溶性汚泥

概要対象施設等法律名各種基準等名

廃棄物中の有害物質のほとんどが海水中に
溶けるか分散するため、廃棄物に含まれる有
害物質を含有量試験で判定。

水溶性汚泥
廃酸・廃アルカリ

海洋投入基準

廃棄物に含まれる有害物質が雨水等に溶出
する濃度を溶出試験で判定。（排水基準に
同じ。重金属の一部は土壌吸着を考慮し、排
水基準の3倍）

産業廃棄物
（汚泥、もえがら、
ばいじん、鉱さい、
処理物）

廃棄物処理法（「金属等を含む産業廃棄
物に係る判定基準を定める省令」S48.2.17
府令5）

埋立判定基準

比重1.2以上で沈降しやすく、沈降過程で廃
棄物から有害物質が環境水中に溶け出す度
合いを試験するため溶出試験で判定。

非水溶性汚泥

概要対象施設等法律名各種基準等名

 

 

表 2-13 環境調査の評価基準 

水質環境基準

水質環境基準
＋

農業用水基準

表流水

水質

水道水質基準

地下水環境基準
→地下水浄化基準

地下水環境基準
＋農業用水基準
→地下水浄化基準

地下水 浸出水

敷地境界基準
（作業環境基準）

土壌環境基準＋
土壌汚染判断基準＋
土壌汚染農地指定要件

管理型処分場放流基準
あるいは排水基準

農地

作業環境基準

土壌環境基準＋
土壌汚染判断基準

山林

敷地境界基準
（作業環境基準）

宅地周辺

作業環境基準水源

臭気・大気土壌
媒体

場所

水質環境基準

水質環境基準
＋

農業用水基準

表流水

水質

水道水質基準

地下水環境基準
→地下水浄化基準

地下水環境基準
＋農業用水基準
→地下水浄化基準

地下水 浸出水

敷地境界基準
（作業環境基準）

土壌環境基準＋
土壌汚染判断基準＋
土壌汚染農地指定要件

管理型処分場放流基準
あるいは排水基準

農地

作業環境基準

土壌環境基準＋
土壌汚染判断基準

山林

敷地境界基準
（作業環境基準）

宅地周辺

作業環境基準水源

臭気・大気土壌
媒体

場所

 

 

  

２．３．２ 不法投棄事例での調査方法の現状と課題 

廃棄物の不法投棄による汚染には、通常の人為的活動･産業活動などに起因する環

境汚染とは異なる特徴がある。全国的に知られている不法投棄としては、1990 年香川

県豊島74）、2002 年青森･岩手県境75），76）及び 2004 年岐阜県椿洞77）といった大規模な

事例が報告されている。また、処分場の不適正管理による火災後に大規模に調査され

た事例として、沖縄県宮古島安定型処分場78）がある。 

これらの事例において、廃棄物、土壌、地下水などの環境調査を行っているが、原

則としては基準のある全項目を分析している。香川県豊島における調査結果の一部を

平均値で図 2-16 に示した。とくに鉛濃度が高い傾向にあり、たとえば廃棄物直下の土

壌については 30 試料中 10 試料が土壌環境基準を超過した。このほかの調査対象とし

ては、底泥、生物、間隙水、地下水、溜り水、井戸水、海水と多岐にわたり、廃棄物、

土壌及び水の総分析項目は 3,600 を超えている。 
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図 2-16 環境調査結果の一例（香川県豊島）74）

 

このほかの不法投棄調査の事例についての文献は少ないが、不適正に処分された廃

棄物は行政代執行をしてでも撤去する必要があるのかどうかを決定するため、各自治

体においては環境影響を評価するための調査が実施されている。（財）産業廃棄物処

理事業振興財団は、2005 年 5 月に都道府県が過去 5 年間に実施した産業廃棄物不法投

棄等の現場調査に関するアンケートを実施している61）。現場調査が行われた投棄場所

別の規模及び調査費用について表 2-14 に示す。これによると、主な不法投棄場所は山

地、谷地、河川敷、空き地等であり、調査費用の平均値は 1,400 万円に達している。 

 
  

表 2-14 現地調査が行われた投棄場所別の規模及び調査費用61）
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上記のような多岐にわたる環境調査をすべて公定法で実施するには、サンプリング

から分析に至るまで多大なコストや時間を要するため、可能であれば無用な検査は省

略されるべきである。特に、煩雑な検査項目はコストを引き上げるとともに、結果を

得るまでに長時間を要し、全体の検査結果の公表を遅らせることとなる。そこで、効
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率的な環境管理を可能にするには、簡易測定法を公定法と組み合わせることが重要と

考える。 

簡易測定法については、水中汚染物質が約 100 項目、排ガスや大気については約 280

項目が可能と言われている79）。前述のレーザーメタン計を用いた簡易調査方法45）は

作業性及び感度が良いことから、メタンガスの検知や濃度分布の把握に非常に役立つ。

他方、土壌や廃棄物などの固体の媒体については直接測定することが困難であること

から、溶液試料への抽出時間の短縮方法が検討されている80）。 

 

２．３．３ 不法投棄事例での調査方法の考え方 

このほかに、汚染の現況を把握しその汚染範囲を推定するには、上述の土壌汚染対

策法と県条例（場合によっては、ダイオキシン類特別措置法）に係る調査法を併用す

るため、資料等調査に基づいた概況調査を行う事例が多い。また、土壌のサンプリン

グは土壌汚染が推定された範囲では重点的に調査するが、それ以外はおおむね 900～

1,000 m2に１地点と定められているため、分析結果から推定できる汚染範囲も粗くな

らざるを得ない。多くの情報を得て調査精度を向上させるためには、迅速かつ容易に

調査地点数を飛躍的に増やすことができる簡易調査手法の開発が望まれる。 
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第３章 浸出水質からみた安定化の評価とモニタリング指標の選定 

 

３．１ はじめに 

処分場から排出される浸出水には、埋立廃棄物あるいはその付着物や微生物分解産

物などが降雨によって洗出された成分が含まれている。その大部分は塩化物イオンを

代表とする塩類及びBODやCODで表される有機物であるが、それ以外にビスフェノー

ルA等のフェノール類やフタル酸エステル類などの微量有機化学物質が含まれている

ことが知られている１），２）。これら浸出水に含まれる成分の中で、埋立層内の安定化

を表す指標として従来からBODやCODが用いられてきた３）。例えば、図 3-1 に示す処

分場からの浸出水のBOD濃度及びCOD濃度４）は、埋立開始から急激に上層する期間

（第 1 段階）、急激に下降する期間（第 2 段階）、BOD濃度とCOD濃度が逆転する期間

（第 3 段階）及びBOD濃度及びCOD濃度がわずかずつ低減する期間（第 4 段階）とい

うような変化をするが、このことが安定化と結び付けられている。 
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図 3-1 産業廃棄物処分場の浸出水における有機汚濁指標値の時系列変化と区間設定４）

  
しかし、近年では、処分場に厨芥類等の可燃物をそのまま埋め立てることが少なく

なり、焼却残渣の占める割合が大きくなっている。そのため、浸出水中に含まれる有

機物濃度が減少傾向にあるとともに、塩類濃度が増加する傾向にある。また、浸出水

質は埋立廃棄物の違いに加え、埋立年数、降雨量、中間覆土の質などの諸条件によっ

て異なることから、その特性は処分場ごとに異なったものとなる。 

このようなことから、浸出水の漏洩による周辺環境汚染の未然防止や処分場の維持

管理の廃止に向けた対応は、それぞれの現場に応じたものが求められるのが現状であ 
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る。さらに、一般廃棄物処分場は全て管理型処分場に位置づけられているにもかかわ

らず、浸出水の汚濁度（有機成分及び無機成分濃度）に大きな違いがあり、これら性

質の異なる処分場を同じ基準で規制することには問題があると筆者は考えてきた。し

かしながら、安定化などの観点から数多くの処分場を分類することを比較検討した論

文はほとんどないのが現状である。そこで、浸出水質に応じて処分場を類型化し、維

持管理や廃止などへの対応策をとることも一つの方向であると考えられる。このよう

な場合、既設の処分場では、廃止を想定した場合に浸出水質から見てどのような位置

にあるのか、浸出水のモニタリング項目に過不足はないかなど、また、新規の処分場

では、埋立廃棄物の質の管理をどうすればいいか、埋立廃棄物に対応して遮水工や覆

土にどのような工夫が必要かなどが検討対象となる。さらに、浸出水中に有害化学物

質が含まれる場合に、簡易に分析できる項目でその出現を予測できるならば、処分場

の維持管理において有効な手段となると考えられる。 

本章では、2000 年及び 2005 年の 2 回にわたって、埼玉県内で稼動している一般廃

棄物処分場のほぼ全体を占める 22 箇所において浸出水を採取し、その水質から有害性

の有無を確認するとともに、浸出水に含まれる各種化学物質等の分析値を統計処理し

た。全処分場に共通する項目を選定するために相関分析、総量あるいは特性により浸

出水の汚濁度を評価するために主成分分析、処分場を類型化してそれらの特徴を把握

するためにクラスター分析を行った。また、処分場の安定化評価や重金属類の高濃度

出現の予測における浸出水の電気伝導率（EC）の意義について考察した。 
  

３．２ 調査方法 

   

３．２．１ 処分場の概要 

調査対象とした一般廃棄物処分場の概要を表 3-1 に示す。調査対象は、埼玉県内の

廃止届けが行われていない 22 箇所であり、埋立の途中あるいは埋立が終了している処

分場であった。埋立開始年は 1979～1998 年と様々であり、埋立容量も 6,900～

370,000m3と範囲が広かった。 
浸出水の採取は、１回目は 2000 年 5～6 月、2 回目は 2005 年 5 月～7 月に実施した。

表 3-1 では埋立開始から 1 回目の採水までの経過年数を埋立期間としたが、3.2～21.1

年であった。なお、各処分場はその期間の順に記載した。埋立廃棄物の種類は、焼却

残渣（ここでは焼却灰と飛灰固化物及び溶融スラグをいう）、破砕残渣、不燃物の 3

つに分けて表記した。焼却残渣を埋め立てていない処分場は少なく、破砕残渣または

不燃物を単独あるいは複合して投入している処分場は H、I 及び N の 3 箇所であった。

これら 3 箇所の特徴は、中間処理施設における廃棄物の分別システムが構築されてお

り、最終的にはガラスくず・陶磁器くずに分類される汚濁成分の少ない廃棄物が埋め

立てられていた。また、焼却残渣のみを埋め立てている処分場は C、E、F、G、J、R
及び T の 7 箇所（溶融スラグのみの T を含む）であった。ただし、埋立物割合は不明

なケースが多く記載しなかった。 
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埋立終了年埋立期間
（年） *

埋立容量
（m3）

埋立廃棄物

焼却残渣

×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
○**

飛灰固化物

○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○

焼却灰

199721.1 200,000 ○××V
199715.2 150,000 ×○×U
200215.2 61,000 ××○T

12.1 370,000 ×○×S
11.2  200,000 ××○***R
11.1 210,000 ×○×Q
9.9 190,000○○×P
9.7 130,000 ×○×O
8.3 38,000 ○○×N
7.8 120,000 ×○×M
7.8 64,000 ×○○L

20037.1 16,000 ×○×K
19956.3 7,000 ×××J

6.2 51,000 ×○×I
5.7 29,000 ×○×H

19985.7 7,000 ×××G
20055.2 32,000 ×××F
20005.2 8,000 ×××E

4.9 33,000 ○××D
4.2 210,000 ××○C
3.9 55,000 ×○×B
3.2140,000×○×A

不燃物破砕残渣
溶融スラグ

処分場
No. 埋立終了年埋立期間

（年） *

埋立容量
（m3）

埋立廃棄物

焼却残渣

×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
○**

飛灰固化物

○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○

焼却灰

199721.1 200,000 ○××V
199715.2 150,000 ×○×U
200215.2 61,000 ××○T

12.1 370,000 ×○×S
11.2  200,000 ××○***R
11.1 210,000 ×○×Q
9.9 190,000○○×P
9.7 130,000 ×○×O
8.3 38,000 ○○×N
7.8 120,000 ×○×M
7.8 64,000 ×○○L

20037.1 16,000 ×○×K
19956.3 7,000 ×××J

6.2 51,000 ×○×I
5.7 29,000 ×○×H

19985.7 7,000 ×××G
20055.2 32,000 ×××F
20005.2 8,000 ×××E

4.9 33,000 ○××D
4.2 210,000 ××○C
3.9 55,000 ×○×B
3.2140,000×○×A

不燃物破砕残渣
溶融スラグ

処分場
No.

**  A 処分場は 2001 年から飛灰固化物を埋立開始 

*** R 処分場は 2003 年から溶融スラグを埋立開始 

*   埋立開始から第 1 回サンプリング日までの期間 

表 3-1 調査対象処分場の概要 
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３．２．２ 分析項目と分析方法 

採取した浸出水について、表 3-2 に示した 46 項目を分析した。対象項目は、旧総理

府と旧厚生省が 1977 年に出した「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定める省令（以下、共同命令）５）」において定められている

管理型処分場の放流水質基準に含まれる 18 項目とこれら以外の無機成分及び有機成

分である。基準項目以外については、EC（イオン類の総合指標）やTOC等（有機物の

総合指標）、並びに重金属類及び揮発性有機酸（Volatile fatty acids。以下、VFA）を選

択した。さらに、微量化学物質として、日本において処分場の浸出水に多く含まれて

いる成分６）から選定したフェノール類（フェノール、クレゾール類、ビスフェノール

Ａ）を対象とした。 

 

電気伝導率 (EC), Cl-, NO2
-, NO3

-, SO4
2-, Na, K, Ca, Mg, Ni, Al, Mo, Si, 

COD, TOC, 揮発性有機酸 (VFA; 酢酸 (C2), プロピオン酸 (C3),
酪酸 (iso-C4 及び n-C4), 吉草酸(iso-C5 及び n-C5),
カプロン酸 (iso-C6 及び n-C6)), フェノール, クレゾール (o-, m-, p-),  
ビスフェノールA

その他の
項目

pH, T-Hg, Cd, Pb, Cr6+, As, Se, B, F, Cu, Zn, T-Cr, SS, BOD, Fe, Mn, 
T-N, T-P

共同命令
基準

電気伝導率 (EC), Cl-, NO2
-, NO3

-, SO4
2-, Na, K, Ca, Mg, Ni, Al, Mo, Si, 

COD, TOC, 揮発性有機酸 (VFA; 酢酸 (C2), プロピオン酸 (C3),
酪酸 (iso-C4 及び n-C4), 吉草酸(iso-C5 及び n-C5),
カプロン酸 (iso-C6 及び n-C6)), フェノール, クレゾール (o-, m-, p-),  
ビスフェノールA

その他の
項目

pH, T-Hg, Cd, Pb, Cr6+, As, Se, B, F, Cu, Zn, T-Cr, SS, BOD, Fe, Mn, 
T-N, T-P

共同命令
基準

* 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準
を定める省令

表 3-2 浸出水の分析項目

 

 

分析法は JIS K 0102 に準拠したが、全水銀は還元気化原子吸光法（平沼産業製

MERCURY ANALYZER HG-150）、As と Se は水素化合物発生原子吸光法（PERKIN 

ELMER 製 AAnalyst 800）、Cd と Pb は ICP-MS（PERKIN ELMER 製 ELAN 6100 DRC）、

その他は ICP-AES（SII 製 SPS 3000）で測定した。また、イオン類はイオンクロマト

グラフィー（横河アナリティカルシステムズ製 IC7000 SERIESⅡ）、TOC は TOC 計（島

津製作所製 TOC-5000）で測定した。フェノール類は、JIS K 0450-20-10（2002）付属

書 1 をベースとし、無水酢酸により誘導体化した後に、溶媒抽出、脱水、濃縮を経て、

GC/MS（TermoQuest 製 TRACE GC 2000 SERIES 及び Finnigan 製 TRACE MS）により

測定した（別添 3-1）。VFA は下水道試験法に準拠し、GC/FID（Agilent 製 HP 6890 Series）

で測定した。 
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３．３ 結果及び考察 

 

３．３．１ 分析結果の概要 

採取した 44 検体の浸出水質の濃度等の四分位数（25%、中央値、75%）と範囲を

図 3-2 に示す。なお、ND の場合、定量下限値の 1/10 を仮定し、以下の解析でもこの

値を用いた。また、VFA 及びクレゾール類については総量で示した。放流水の共同命

令基準値を超過した項目は、pH（基準値：5.8～8.6。以下、同じ）、Cd（0.1 mg/L）、

Pb（0.1 mg/L）、BOD（60 mg/L）及び Fe（10 mg/L）の 5 項目であった。ただし、全

ての処分場で浸出水処理を行っており、放流水は基準値を達成していた。 

pHについては、基準値の上限 8.6 を超過していた処分場が 7 箇所（A、C、G、L、S、

T、U）あり、内訳は 2000 年 3 検体、2005 年 7 検体であった。これらは焼却残渣を埋

め立てた処分場であり、溶出試験液がアルカリ性を示す廃棄物を埋め立てている処分

場では、浸出水のpHに注意を払う必要がある。Cdの超過は 1 箇所（D）1 検体であり、

埋立開始から 5 年目（埋立容量の約 3％を埋立）に採取したものであった。筆者らの

調査４）によれば、埋立層が薄い時期に浸出水中でCdなどが一時的に検出されること

が多いため、今回の結果も踏まえると、埋立廃棄物にもよるが埋立層の深度が浅い場

合には注意が必要である。また、浸出水のPbが 2.7 mg/Lと基準値を大きく超過した検

体があったが、これは焼却残渣によるもので、飛灰固化物を投入している処分場で採

取されたものであった。 

有機成分指標であるBODについて、無機成分指標であるECとともに濃度のヒストグ

ラムを図 3-3 に示す。BODでは、基準値の 60 mg/Lを超える処分場が 4 箇所 7 検体あ

り、埋立廃棄物が焼却灰と破砕残渣の混合埋立が 2 箇所（L、U）、焼却灰のみの埋立

が１箇所（G）、ほとんどが飛灰固化物である埋立が１箇所（C）であった。BODは埋

立廃棄物に含まれる有機汚濁成分量や埋立年数に依存するが、小野によると焼却灰中

のBOD成分はアルカリ抽出物質に由来する可能性が指摘されており７）、これら 7 検体

のうち 1検体ではpHが 6.1 であったが、他の 6検体ではpHが 10.8～12.3 と高かった。

また、これら 7 検体において、酸性物質であるフェノールの平均濃度が 0.63mg/L

（0.028～2.4 mg/L）で他の検体の平均値 0.0018 mg/Lより高かったことからも、埋

立層内で有機物のアルカリ抽出が起こっていた可能性がある。なお、全試料のpHと

BODの関係を図 3-4 に示すが、pHが中性付近の浸出水のBOD濃度は低く、pHが 10 以

上になるとBOD濃度が高くなる傾向にあった。 
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図 3-2 浸出水質の濃度範囲（ND は定量下限値の 1/10 と仮定した。 
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図 3-3 浸出水 44 検体の BOD 濃度と EC 値のヒストグラム 
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図 3-4 浸出水 44 検体の pH と BOD 濃度の関係 

  

さらに、層内が高 pH の環境では微生物活性が低下し、VFA などの微生物代謝副産

物の濃度は低下するが、 VFA の平均濃度も 350 mg/L（88～1,600 mg/L）と比較的高

かった。一般に、日本の一般廃棄物処分場は埋立廃棄物中の有機物含有量が少なく、

層内が中性だと早い時期に酸生成時期が過ぎてしまうが、pH の高い処分場は微生物分

解能が低下しているため、諸外国に比べて低濃度ではあるが VFA の溶出が続くためと

推察される。 

EC は 0.02～6.7 S/m と範囲が広く、1.0 S/m を超える検体は全て埋立廃棄物中に焼

却残渣が含まれている処分場で採取したものあった。 
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Feに関しては、覆土に遊離酸化鉄を多く含む火山灰土壌（関東ローム層土壌）を使

用している処分場での超過であり、廃棄物由来ではなく、土壌中に含まれるFe成分が

溶解したためと考えられる。なお、含鉄土壌が中間あるいは底部覆土に利用されたと

き、重金属類、硫化物イオンあるいはBOD成分などを捕捉するとともに、BOD成分を

分解するなど、保有水を浄化する機能を有していることが知られている８）。 

このように、近年埋立廃棄物中に大きな割合を占めるようになった焼却残渣を埋め

立てる場合、保有水のpH値やEC値で代表される塩類濃度が高くなることに伴う浸出水

質に特段の注意が必要であることが結論される。なお、産業廃棄物処分場の浸出水に

おいてほう素が基準値（50 mg/L）付近を示すことがある９）が、一般廃棄物処分場に

おいては問題ないレベルであった。 

 

３．３．２ 浸出水質から見た処分場の分類 

(1) 相関図 

分析した 46 項目間における相関関係を見るため、2 ヶ年で取得した 44 検体につい

て全項目間の相関係数を求め、相関係数が高い組み合わせを対象に有機性及び無機性

を考慮し、相関図を作成した。相関係数一覧を別添 3-2 に示し、相関図を図 3-5 に示

す。なお、VFA 8 項目については、図中の 8 項目との相関関係が類似している場合が

多かったため総量を対象とした。 

BOD、COD、TOC及びVFAの有機性項目間、EC、Cl-、K、Na及びCaの無機性項目間

で高い相関係数が見られる組合せが多かった。相関係数が 0.9 を越える項目として、

有機性ではBOD－TOC、COD－TOC及びCOD-VFAの組合せ、無機性ではK－Cl-、EC

－Na、K－EC、K－Na、Cl-－EC、Cl-－Na及びCa－Naの組合せがあり、EC－Na及び

Ca－Naの組合せが 0.99 と最も高かった。これら 9 項目は、様々な特性を持つ処分場

における浸出水の共通的な水質項目であることが分かった。 
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図 3-5 浸出水質 9 項目の相関図（n=44、p<0.01） 
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(2) 主成分分析 

前項で作成した相関図で対象となったBOD、COD、TOC及びVFAの有機性 4 項目と

EC、Cl-、Na、K及びCaの無機性 5 項目を様々な特性を持つ処分場における浸出水の共

通的な水質項目とみなし、これらについて相関行列を用いて主成分分析を行った。そ

の結果、第 1 主成分（寄与率 67.8％）及び第 2 主成分（寄与率 22.6％）の累積寄与

率が 90.4％と比較的高かったため、浸出水の水質特性を第 1 主成分及び第 2 主成分に

よって評価した。 

第 1 主成分及び第 2 主成分の固有ベクトルを図 3-6 に示す。第 1 主成分では、全て

の項目がプラス側の固有ベクトルとなっており、化学物質の総量的な指標と考えられ

る。このため、第 1 主成分スコアが大きいほど浸出水中の化学物質総量が多いと考え

られた。第 2 主成分では、アルカリ土類金属、アルカリ金属及び塩化物イオンの無機

物質と EC が正の値を示し、COD、TOC、BOD 及び VFA は負の値を示していた。こ

のことから、第 2 主成分スコアがプラス側になるほど無機成分の濃度が高いことを示

し、反対にマイナス側になるほど有機成分の濃度が高いことを示すと考えられた。 
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図 3-6 主成分分析による第 1 及び第 2 主成分の固有ベクトル 
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さらに、各処分場について第 1 主成分スコアと第 2 主成分スコアの関係をプロット

すると図 3-7 が得られる。 

(3) クラスター分析 

前項の主成分分析で得られた第 1 主成分スコア及び第 2 主成分スコアに基づいてク

ラスター分析を行い、浸出水質による処分場の類型化を試みた。その結果、処分場は

Ⅰ～Ⅳの 4 つのグループに分類することができた。図 3-7 にこのグループ分類を示し

た。 

溶融スラグのみを埋め立てている処分場 1 箇所（T）及び破砕残渣または不燃物（ガ

ラスくず・陶磁器くず）を単独あるいは複合して投入している処分場 3 箇所（H、I、

N）のプロットが第 1 主成分スコア及び第 2 主成分スコアの小さい同じような位置に

あった。これらのプロット付近にある処分場はかなり安定化が進んでいるか、あるい

は元々埋立廃棄物の汚濁性が極端に少ないことを示しており、安定化の進行における

最終到着点となる可能性がある。これら 4 箇所の処分場は全てⅠグループに含まれて

いたため、Ⅰグループをこれら（以下、Ⅰ-1 グループ）と焼却残渣を埋立対象に含む

処分場（以下、Ⅰ-2 グループ）の 2 つに分類した。 
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図 3-7 主成分分析による処分場の分布とクラスター分析による類型化 

（1 と 2 はサンプリング年；1 は 2000 年を示し、2 は 2005 年を示す。) 
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(4) 類型化した最終処分場の特徴 

各グループの平均スコア及び埋立廃棄物の種類を表 3-3 に示す。なお、2 回の調査

でグループが異なる処分場は両方のグループに含まれる。また、クラスター分析で分

類された各グループの9項目における平均濃度を全44検体の平均濃度で除して指標化

すると図 3-8 のようになる。Ⅰ-1 グループは BOD 濃度の小さい有機成分溶出型、Ⅰ-2

グループ及びⅣグループは濃度レベルは大きく異なるが共に有機･無機両成分溶出型、

Ⅱグループは無機成分溶出型、Ⅲグループは有機成分溶出型に分類できる。なお、Ⅰ-1

グループとⅠ-2 グループの比較から、焼却灰の有無により、浸出水の塩類濃度が大き

く異なっていることがわかる。 

図 3-8 の結果と表 3-3 に示した埋立廃棄物の種類の関係について見てみると、Ⅰグ

ループについては前述したとおりである。他のグループについては、共に焼却残渣に

由来すると考えられる無機成分の比が大きいが、Ⅲグループ及びⅣグループでは、

BOD 等の有機物指標値と VFA 濃度が共に高い傾向にあった。これらに含まれる 4 箇

所の処分場（C、G、L、U）の 6 検体は２．３．１で示した BOD 濃度が基準値 60 mg/L

を超過した事例と対応しており、２．３．１で示した理由が想定される。また、Ⅱグ

ループの特色としては、調査した両年のうちどちらかはⅠ-2 またはⅣグループに属し

ており、塩類の割合が極端に大きいⅡグループに属する期間は短いと考えられる。 

次に、2000 年から 2005 年にかけてのスコアの変化から処分場内の安定化状況を推

察したところ、ほとんどの処分場で第 1 主成分スコアまたは第 2 主成分スコアあるい

は両方の絶対値は減少傾向にあった。幾つかの処分場については、図 3-7 に両年を明

示した（下付の 1 は 2000 年を 2 は 2005 年を意味する）。比較的埋立年数の短い A、C

及び F の第 1 主成分のスコアはそれぞれ 1.3、5.9 及び 1.6 ポイント上昇するが、比

較的埋立年数の長い G、Q、U の第 1 主成分のスコアはそれぞれ 4.1、4.0 及び 2.2 ポ

イント低下していた。ポイントが上昇する処分場は図 3-1 に示した「第 1 段階」にあ

り、ポイントが低下する処分場は「第 2 段階」以降あるいは埋立終了後と考えられる。

なお、埋め立てが終了して 5 年経ってもグループⅠに属さない処分場に関しては、安

定化促進技術を導入するなどの対策が必要な可能性があると考えている。 
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表 3-3 各グループの第 1 主成分及び第 2 主成分の平均スコア及び埋立廃棄物 

飛灰固化物-1.5810.51 (1)Ⅳ（C）

埋立廃棄物
第2主成分スコア

（平均値）
第1主成分スコア

（平均値）
試料数グループ名

-1.90

3.43

0.23

-0.42

* (  ) : 処分場の数

焼却灰 + 破砕残渣2.866 (3)Ⅲ（G、L、U）

焼却灰
焼却灰 + 破砕残渣
飛灰固化物

3.003 (3)Ⅱ
（C、F、Q）

焼却灰
焼却灰 + 破砕残渣
焼却灰 + 不燃物

-0.8426 (13)Ⅰ-2
（その他）

ガラスくず、陶磁器くずのみ
溶融スラグのみ

-1.868 (4)*Ⅰ-1
（H、I、N、T）

飛灰固化物-1.5810.51 (1)Ⅳ（C）

埋立廃棄物
第2主成分スコア

（平均値）
第1主成分スコア

（平均値）
試料数グループ名

-1.90

3.43

0.23

-0.42

* (  ) : 処分場の数

焼却灰 + 破砕残渣2.866 (3)Ⅲ（G、L、U）

焼却灰
焼却灰 + 破砕残渣
飛灰固化物

3.003 (3)Ⅱ
（C、F、Q）

焼却灰
焼却灰 + 破砕残渣
焼却灰 + 不燃物

-0.8426 (13)Ⅰ-2
（その他）

ガラスくず、陶磁器くずのみ
溶融スラグのみ

-1.868 (4)*Ⅰ-1
（H、I、N、T）
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図 3-8 各グループにおける主要項目の平均値の全検体平均値に対する比 

 

 

 処分場の安定化評価 

．１ EC 値及び BOD 濃度の経年変化 

場の浸出水質の相関図から、浸出水に

お て
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図 3-5 に示したように、一般廃棄物最終処分

い EC を無機成分、BOD 等を有機成分の総量的指標とすることが妥当であると考

えられたが、スポット的に得たデータを基にしているためもあってか EC と BOD 等と

の間には強い相関はなかった。そこで、EC 及び BOD が継続的に測定されている数少

ない最終処分場のうち 5 箇所について、EC 値の経年変化を図 3-9、BOD 濃度の経年変

化を図 に図示した。対象の最終処分場は、Ⅰ-1 グループの 、Ⅰ-2 グループの

A、Ⅲグループの U 及び L、さらに 2000 年にⅡグループであったが 2005 年にⅣグル

ープに移動した C である。なお、U は埋立が終了していた。本研究で測定した 2000

年及び 2005 年における EC 値及び B D 濃度もプロットしたが、経年変化と大きな差

はなか 。 
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図 3-9 5 処分場における EC 値の経年変化（プロットは本研究で得たデータ） 
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図 3-10 5 処分場における BOD 濃度の経年変化（プロットは本研究で得たデータ
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ECに関しては、破砕残渣のみを埋め立てているNでは、埋立当初から非常に小さい

値で推移し、最高値が 0.18 S/m、最低値が 0.02 S/mであり、平均値が 0.13 S/mであっ

た。EC値が当初から低く変動も小さいことがⅠ-1 グループの特徴であった。その他

の 4 箇所においては、最高値がCで 7.4 S/m、Uで 4.4 S/m、Lで 4.5 S/m、Aで 2.6 S/m

であり、焼却残渣を埋め立てた処分場では高い値となっていた。特に、飛灰固化物を

埋め立てているCで極端に高く、Aについても、2001 年から飛灰固化物を埋め立て始

めて 4～5 ヶ月後からEC値が急上昇していた。その他、埋立が継続している処分場で

は増減を繰り返すが、埋立が終了したUでは、埋立終了後にEC値が明らかに減少して

いた。このような傾向は一般的に言われていること10）と整合し、また、埋立の中断に

よってもEC値は一時的に減少することも知られている４）。 

BOD に関しては、埋立途中では濃度変動が非常に大きかったが、埋立が終了した U

とⅡグループからⅣグループに推移した C を除くと、平均的には時間経過に伴う大き

な変化はなかった。これら 5 箇所の処分場は A を除けば全て平地に位置しており、埋

立深度が 4.2～6.5ｍ（埋立終了時）であることから、埋立地層内で保有水が鉛直方向

に移動する間における有機物分解が少なく、溶出した有機物が浸出水として出てきた

ためと思われる。全体的には、Ⅲ及びⅣグループに位置する浸出水の BOD 濃度は高

く、それ以外の 18 処分場では基準値 60 mg/L を上回る処分場はなかった。なお、埋立

が終了した U では、BOD 濃度も EC 値と同様に減少傾向にあった。 

ついで、埋め立てが終了した 8 箇所のうち E、G、J、U 及び V の処分場について、

埋立終了からの経過年数と EC 値との関係及び BOD 濃度との関係をそれぞれ図 3-11

及び図 3-12 に図示する。EC 値は埋立終了から漸減的に減少する傾向があり、2 S/m 以

上のものでも約 10 年で 1 S/m 以下まで進行する可能性が示唆された。他方、BOD に

関しては、埋立中から値の小さいⅠグループは埋立終了後の変化はほとんどないが、

Ⅲグループについては、急激な BOD 濃度の減少がみられた。すなわち、BOD につい

ても埋め立てが終了した処分場では経過年数の増加に対応して低下する傾向があっ

た。 

以上のことから、廃棄物埋立中においては、EC 値と BOD 濃度は相関のあるような

挙動を示さなかったが、U で見られるように埋立終了後においては共に漸減する傾向

があった。この場合、図 3-13 に示すように、埋立終了前後での EC 値と BOD 濃度と

の相関係数は、埋立前 0.37（n = 30）と埋立後 0.60（n = 30）を示し、埋立終了後で

はこれらの項目の挙動が類似した。 

今後さらなるデータの積み重ねは必要であるが、無機成分溶出型の処分場ではもち

ろん、有機成分溶出型の処分場であっても、埋立終了後の処分場において浸出水質の

継続的評価に活用できると考えられる。なお、埋立終了前においては、EC 値で BOD

濃度の挙動を把握することは困難であるため、EC の測定とともに BOD 及び TOC な

どの測定が必要である。 
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図 3-11 埋立終了後の経過年数と EC 値の関係 

 

 

図 3-12 埋立終了後の経過年数と BOD 濃度の関係 
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３．４

超過する

ことは かし、安

全面か 性を簡

易に把

指標で

ある これ

ら重金 と重金

属類の濃度 、SS濃度が

40 mg/Lよ  S/m以上、SS

濃度が 140 るⅡグルー

プとⅣグル 過について

は３．３． 、Cd及びPb

の超過した 物からの鉛

の再溶出が懸 処分場管理を考

えたとき、 唆された。 

 

 

図 3-13  U 処分場の埋立終了前後における EC 値と BOD 濃度の関係 

．２ 有害物質濃度と EC 値の関係 

一般廃棄物処分場の浸出水においては、重金属類等の規制項目が基準値を

稀であり、多量成分である図 3-5 中の 9 項目との相関が低かった。し

ら見れば稀であっても基準値超過は望ましくなく、異常値の出現の可能

握できれば、迅速な対応が可能になる。 

そこで、今回基準値を超過した事例のあったCd、Pb及びFeについて、総量的

EC値及びBOD濃度、重金属類を把握できる可能性のあるpH値及びSS濃度と

属類の濃度との関係（44 検体）を図 3-14 に示した。この結果、EC値等

には相関関係はないが、基準値を超過した検体はEC値が 1 S/m

りも高かった。特にPbが基準値を超過したときのEC値は 5.6

 mg/L以上であった。なお、これらの処分場は、前述の分類によ

ープ、あるいは埋立層の浅い埋立初期のものであった。Feの超

１で示したとおり、埋立廃棄物由来でないことが推測されるが

処分場では飛灰固化物を埋め立てていた。飛灰のキレート処理

念されていることから11），12）、環境リスクや廃止などの

飛灰固化物の埋め立てに関しては注意する必要があることが示
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図 3-14 モニタリング項目と重金属濃度の関係 
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浸出水のPb濃度が基準値を超えた飛灰固化物を埋め立てているCについて、約 2 年

間にわたって採取された 30 検体のPb濃度と相関関係にあった項目のプロットしたも

のを図 3-15 に示す。EC値、BOD濃度、pH値及びSS濃度の増加に伴いPb濃度が高くな

る傾向があるが、EC値とPb濃度との間で相関係数が 0.63 と最も高く、本処分場では

Pb濃度の基準超過したケースはEC 6 S/m以上の浸出水がほとんどであった。両性物質

であるPbはアルカリ性に偏るほど溶出しやすくなることからpHが影響しており、金属

錯体が水中でコロイドとして移動することから、埋立初期に見られるSS成分由来13），

渣中に多く含まれるCa2+とCO3
2-

形成されるとき、その近傍で

質が洗い出される可能性が考え

項目をモニタリングすることに

性が高い場合もあり、有害物

維持管理に反映する必要があ

14）と考えられる。これら以外の原因として、焼却残

が結合して固結化し水分の通りやすい空隙（水みち）が

は廃棄物と水分の接触が高まるためPbなどの化学物

られる。 

このように、浸出水の EC 値など簡易に測定できる

より、その値が高い場合は有害物質が含まれている可能

質の詳細調査を行うとともに、その結果を水処理などの

ると考えられる。 
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図 3-15 C 処分場における Pb 濃度とモニタリング
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３．５ まとめ 

埋立廃棄物が焼却残渣（焼却灰、飛灰固化物及び溶融スラグ）主体である近年の一

般廃棄物処分場から排出される浸出水の水質の実態を把握するとともに、浸出水質の

統計処理による処分場の類型化を試みた。さらに、安定化状況の把握や有害化学物質

の異常値出現をモニターするための指標として EC の評価を行った。得られた成果を

以下に示す。 

(1) 埼玉県内 22 箇所の一般廃棄物処分場における 2 ヶ年の浸出水について 46 項目の

分析を行ったところ、放流水の共同命令基準値を超過した項目は pH、Cd、Pb、BOD

及び Fe の 5 項目であった。ただし、全ての処分場で浸出水処理を行っており、放

流水は基準値を達成していた。特に、焼却残渣による高 pH の保有水と埋立廃棄物

の接触により、アルカリ抽出物質由来の有機汚濁成分の溶出が高くなる可能性が示

唆された。 

(2) 浸出水質 46 項目中、BOD、COD、TOC及びVFAの有機性項目間、EC、Na、K、

Ca及びCl-の無機性項目間で相関が強かった。さらに、得られた 9 項目の主成分分析

により、汚濁総量を示すと考えられた第 1 主成分、有機成分量あるいは無機成分量

を示すと考えられた第 2 主成分で処分場の類型化がある程度可能であり、そのスコ

アの大きさが安定化の一つの目安となることが示唆された。なお、統計処理で得ら

れたスコアの同一処分場における 5 年間の変化は基本的には小さく、これが大きく

上昇する処分場は埋立開始後の時間経過が短いものであった。 

(3) 焼却残渣主体の一般廃棄物処分場においては、有機成分溶出型の処分場であって

も、簡易に計測できる EC 値が埋立終了後の BOD 濃度の挙動を簡便にモニタリング

するのに活用できることが示唆された。また、EC 値や SS 濃度は特定の処分場にお

ける浸出水中の Pb の高濃度出現を予測できる可能性があることが示唆された。 
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別添 3-1 フェノール類の分析方法 

 

本

方法 を無水酢酸により誘導体化し、その後に溶媒抽出する。

 

① 取り、80 mg のアスコルビン酸を加え、

さ

酸

② のヘキ

サ

タ

③ 準物質を加えてから 0.25 mL まで窒素気流

下

場

【検

 

す

す

② 類フリーの精

製

を

一定量の希釈したフェノール類混合アセトン溶液を加える。続いて、それぞれに

5 mL の無水酢酸をすばやく加えて 20 分間放置する。 

③【試料調製手順】の②、③により測定試料を調製する。 

【GC/MS 測定】 

キャピラリーカラムは J&W DB-5ms（30m×0.25mm i.d.×0.25μm film thickness）を使

用し、SIM 測定により定量を行う。 

 

【分析法概要】 

分析方法は、JIS K0450-20-10（2002）付属書 1 をベースにした方法である。この

では水中のフェノール類

抽出液は脱水・濃縮後に GC/MS により測定する。 

【試料調製手順】 

500 mL の水試料を 1 L 容のガラス容器に

らに 2.5 g の炭酸カリウムを加える。撹拌子により撹拌しながら 5 mL の無水酢

をすばやく加えて 20 分間放置する。 

1 L 容の分液ロートに試料を移し、塩化ナトリウムを 15 g 加える。100 mL

ンで 2 回抽出し、抽出液を合わせる。無水硫酸ナトリウムで脱水した後にロー

リーエバポレーターで 5 mL まで濃縮する。 

濃縮液の半量を分取し、一定量の内標

で濃縮する。本試料を GC/MS 測定用試料とする。別の半量は希釈試料が必要な

合に使用する。 

 

量線作成手順】 

① 対象とするフェノール類の混合標準アセトン溶液を調製する（20 mg/L の濃度と

るが、ノニルフェノールは 200 mg/L とする）。これの一定量をアセトンで希釈

る。 

操作検量線は 5 点検量線とする。1 L 容のガラス容器にフェノール

水 0.5 L を入れ、アスコルビン酸 80 mg を添加する。次に 2.5 g の炭酸カリウム

加える。これを 5 セット用意する。この溶液を撹拌しながらそれぞれに異なる
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別添 3-2(1) 浸出水 44 検体の相関係数 

 

 

 

iso

n-C
0.850.800.76-0.16
0.880.780.89-0.17-0.06-0.150.41-0.220.370.420.420.46n-C

0.060.030.130.36-0.080.070.320.240.140.240.230.27T-

0.640.780.36-0.09-0.03-0.000.31-0.140.830.270.640.61C2

0.560.460.56-0.12
0.590.520.59-0.14-0.05-0.180.08-0.180.090.060.070.10Cresols
0.760.620.89-0.18-0.06-0.230.22-0.220.050.200.130.18o-
0.610.540.61-0.15-0.05-0.180.11-0.200.100.120.08
0.570.510.57-0.14-0.05-0.180.07-0.180.090.050.07

Pb
0.260.100.480.11-0.0203Cr
0.190.270.05-0.06-0.0205As

Cu
-0.04-0.02-0.040.39-0.040.220.120.340.030.060.11Zn
0.190.100.300.33-0.060.120.200.340.010.10Ni
-0.09-0.07-0.08-0.05-0.07-0.180.26-0.010.110.210.140.18Fe
-0.19-0.17-0.170.24-0.100.150.350.340.130.250.230.27Mn
0.070.070.06-0.06-0.04-0.15-0.12-0.17-0.03-0.10
-0.13-0.11-0.150.01-0.040.410.190.100.040.11

0.070.060.10-0.02-0.170.0636-0.070.270.260.230.30Co
Be

0.350.180.580.09-0.02-0.030.540.180.100.460.360.40Sn

0.150.730.940.900.94Cl-

0.680.890.89Ca

Na

B

-0.06-0.05-0.060.39-0.030.210.090.330.050.010.030.08Cd

0.710.690.60-0.09-0.03-0.25.02pH
0.250.310.180.02-0.100.11.33SS

TO
COD

-0.030.500.110.81-0.010.104

-0.09-0.13-0.07-0.09-0.1212
0.110.420.100.230.200.20NO3-

-

 

-0.030.080.100.11Mg

0.900.91K
0.99

TOCCODBODSO42-NO2-NO3Cl-MgCaKNaEC

 

0.830.770.75-0.18-0.06-0.180.17-0.240.260.170.220.24-C4
0.910.920.86-0.20-0.07-0.180.38-0.260.530.360.480.50n-C4
0.790.700.75-0.18-0.06-0.190.14-0.240.170.150.160.18iso-C5
0.940.910.83-0.19-0.06-0.140.42-0.250.550.440.530.545

-0.06-0.170.15-0.220.250.130.220.23iso-C6
6

0.880.950.63-0.16-0.06-0.090.33-0.220.740.310.630.60VFA

0.840.820.69-0.19-0.07-0.160.22-0.260.360.240.280.31C3

P

0.470.330.610.23-0.070.100.580.120.180.630.460.48Mo
0.

0.08-0.010.210.22-0.100.070.590.300.320.590.540.59

-0.04-0.170.02-0.170.000.020.000.02Phenol

0.11m-
0.09p-

0.510.270.23-0.06-0.020.020.31-0.090.830.250.330.58
0.0.500.190.070.420.330.37
-0.0.09-0.070.310.090.260.19

-0.08-0.08-0.06-0.05-0.02-0.12-0.13-0.05-0.09-0.12-0.12-0.13T-Hg

-0.17-0.14-0.160.000.06-0.08-0.180.13-0.18-0.23-0.21-0.21B
-0.06-0.07-0.040.08-0.070.010.590.200.300.560.490.48Se
0.040.030.07-0.02-0.040.04-0.030.07-0.01-0.04-0.01-0.02

0.08
0.090.15

-0.08-0.09Al
0.150.16V

0.370.340.31-0.13-0.05-0.17-0.13-0.12-0.11-0.140.12-0.11PA

0-0.270.180.050.140.12
00.010.480.280.370.41

0.960.91-0.18-0.07-0.170.38-0.220.520.370.490.49C
0.76-0.16-0.08-0.130.35-0.200.650.340.540.53

-0.17-0.06-0.190.37-0.210.280.350.360.38BOD
0.110.11SO 2-

-0.-0.13NO2-

0.830.770.75-0.18-0.06-0.180.17-0.240.260.170.220.24-C4
0.910.920.86-0.20-0.07-0.180.38-0.260.530.360.480.50n-C4
0.790.700.75-0.18-0.06-0.190.14-0.240.170.150.160.18iso-C5
0.940.910.83-0.19-0.06-0.140.42-0.250.550.440.530.545

-0.06-0.170.15-0.220.250.130.220.23iso-C6
6

0.880.950.63-0.16-0.06-0.090.33-0.220.740.310.630.60VFA

0.840.820.69-0.19-0.07-0.160.22-0.260.360.240.280.31C3
iso

n-C
0.850.800.76-0.16
0.880.780.89-0.17-0.06-0.150.41-0.220.370.420.420.46n-C

0.060.030.130.36-0.080.070.320.240.140.240.230.27T-

0.640.780.36-0.09-0.03-0.000.31-0.140.830.270.640.61C2

0.560.460.56-0.12
0.590.520.59-0.14-0.05-0.180.08-0.180.090.060.070.10Cresols
0.760.620.89-0.18-0.06-0.230.22-0.220.050.200.130.18o-
0.610.540.61-0.15-0.05-0.180.11-0.200.100.120.08
0.570.510.57-0.14-0.05-0.180.07-0.180.090.050.07

Pb
0.260.100.480.11-0.0203Cr
0.190.270.05-0.06-0.0205As

Cu
-0.04-0.02-0.040.39-0.040.220.120.340.030.060.11Zn
0.190.100.300.33-0.060.120.200.340.010.10Ni
-0.09-0.07-0.08-0.05-0.07-0.180.26-0.010.110.210.140.18Fe
-0.19-0.17-0.170.24-0.100.150.350.340.130.250.230.27Mn
0.070.070.06-0.06-0.04-0.15-0.12-0.17-0.03-0.10
-0.13-0.11-0.150.01-0.040.410.190.100.040.11

0.070.060.10-0.02-0.170.0636-0.070.270.260.230.30Co
Be

0.350.180.580.09-0.02-0.030.540.180.100.460.360.40Sn

0.150.730.940.900.94Cl-

0.680.890.89Ca

Na

B

-0.06-0.05-0.060.39-0.030.210.090.330.050.010.030.08Cd

0.710.690.60-0.09-0.03-0.25.02pH
0.250.310.180.02-0.100.11.33SS

TO
COD

-0.030.500.110.81-0.010.104

-0.09-0.13-0.07-0.09-0.1212
0.110.420.100.230.200.20NO3-

-

-0.030.080.100.11Mg

0.900.91K
0.99

TOCCODBODSO42-NO2-NO3Cl-MgCaKNaEC

0.110.11SO 2-

-0.-0.13NO2-

0-0.270.180.050.140.12
00.010.480.280.370.41

0.960.91-0.18-0.07-0.170.38-0.220.520.370.490.49C
0.76-0.16-0.08-0.130.35-0.200.650.340.540.53

-0.17-0.06-0.190.37-0.210.280.350.360.38BOD

0.510.270.23-0.06-0.020.020.31-0.090.830.250.330.58
0.0.500.190.070.420.330.37
-0.0.09-0.070.310.090.260.19

-0.08-0.08-0.06-0.05-0.02-0.12-0.13-0.05-0.09-0.12-0.12-0.13T-Hg

-0.17-0.14-0.160.000.06-0.08-0.180.13-0.18-0.23-0.21-0.21B
-0.06-0.07-0.040.08-0.070.010.590.200.300.560.490.48Se
0.040.030.07-0.02-0.040.04-0.030.07-0.01-0.04-0.01-0.02

0.08
0.090.15

-0.08-0.09Al
0.150.16V

P

0.470.330.610.23-0.070.100.580.120.180.630.460.48Mo
0.

0.08-0.010.210.22-0.100.070.590.300.320.590.540.59

-0.04-0.170.02-0.170.000.020.000.02Phenol

0.11m-
0.09p-

0.370.340.31-0.13-0.05-0.17-0.13-0.12-0.11-0.140.12-0.11PA

内はp<0.05、ｺﾞｼｯｸ体はp<0.01
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別添 3-2(2) 浸出水 44 検体の相関係数 

0.20-0.06-0.03-0.07-0.180.050.010.22-0.09-0.060.710.09iso-C4
0.14-0.070.01-0.06-0.230.150.180.46-0.10-0.070.670.25n-C4
0.21-0.07-0.03-0.07-0.180.000.040.12-0.09-0.060.700.05iso-C5
0.10-0.070.03-0.04-0.240.160.250.46-0.09-0.060.630.26n-C5
0.16-0.040.00-0.04-0.190.090.080.30-0.08-0.060.800.08iso-C6
0.14-0.050.06-0.02-0.220.070.440.27-0.08-0.060.600.20n-C6

0.690.710.030.080.140.010.530.010.59-0.060.150.13T-P
0.02-0.050.02-0.04-0.210.33-0.030.55-0.08-0.060.630.32VFA
-0.06-0.030.04-0.02-0.140.43-0.080.59-0.05-0.030.380.38C2
0.09-0.06-0.04-0.07-0.220.07-0.030.27-0.09-0.070.710.13C3

0.26-0.06-0.05-0.08-0.09-0.05-0.05-0.03-0.07-0.040.51-0.03Phenol
0.24-0.07-0.05-0.08-0.11-0.02-0.030.05-0.07-0.050.500.02Cresols
0.27-0.060.01-0.06-0.16-0.070.32-0.04-0.09-0.060.630.03o-
0.23-0.07-0.05-0.09-0.13-0.04-0.010.00-0.08-0.050.510.02m-
0.24-0.07-0.05-0.08-0.11-0.01-0.050.06-0.07-0.050.490.02p-

-0.03-0.020.270.38Pb
-0.100.210.060.050.02Cr

-0.140.45-0.03-0.030.090.12As
0.10-0.04-0.110.32-0.02-0.19-0.05B

-0.10-0.020.200.03-0.01-0.070.010.08Se
-0.00-0.01-0.010.030.050.10-0.010.020.04Cu

0.100.020.32-0.030.21-0.010.590.00-0.040.14Zn
0.780.07-0.060.22-0.110.52-0.080.590.240.020.06Ni

0.180.130.06-0.120.13-0.090.13-0.070.140.14-0.250.17Fe
0.420.46-0.040.110.19-0.130.29-0.090.46-0.01-0.330.27Mn
-0.05-0.07-0.06-0.09-0.11-0.020.050.03-0.05-0.040.50-0.06Al
0.380.32-0.020.150.05-0.070.25-0.020.31-0.02-0.18-0.02V
0.300.00-0.020.26-0.24-0.150.59-0.100.00-0.030.370.05Mo
0.220.410.090.220.140.030.220.030.42-0.12-0.110.27Co
0.450.27-0.020.480.00-0.130.59-0.070.25-0.09-0.220.13Be
0.470.130.040.21-0.06-0.130.59-0.090.12-0.030.090.05Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.05-0.08-0.08-0.070.00-0.07-0.13-0.05-0.07-0.050.45-0.11BPA

-0.02-0.060.13Cd
-0.09-0.05T-Hg

0.02pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

NiZnCuSeBAsCrPbCdT-HgpHSS

0.20-0.06-0.03-0.07-0.180.050.010.22-0.09-0.060.710.09iso-C4
0.14-0.070.01-0.06-0.230.150.180.46-0.10-0.070.670.25n-C4
0.21-0.07-0.03-0.07-0.180.000.040.12-0.09-0.060.700.05iso-C5
0.10-0.070.03-0.04-0.240.160.250.46-0.09-0.060.630.26n-C5
0.16-0.040.00-0.04-0.190.090.080.30-0.08-0.060.800.08iso-C6
0.14-0.050.06-0.02-0.220.070.440.27-0.08-0.060.600.20n-C6

0.690.710.030.080.140.010.530.010.59-0.060.150.13T-P
0.02-0.050.02-0.04-0.210.33-0.030.55-0.08-0.060.630.32VFA
-0.06-0.030.04-0.02-0.140.43-0.080.59-0.05-0.030.380.38C2
0.09-0.06-0.04-0.07-0.220.07-0.030.27-0.09-0.070.710.13C3

0.26-0.06-0.05-0.08-0.09-0.05-0.05-0.03-0.07-0.040.51-0.03Phenol
0.24-0.07-0.05-0.08-0.11-0.02-0.030.05-0.07-0.050.500.02Cresols
0.27-0.060.01-0.06-0.16-0.070.32-0.04-0.09-0.060.630.03o-
0.23-0.07-0.05-0.09-0.13-0.04-0.010.00-0.08-0.050.510.02m-
0.24-0.07-0.05-0.08-0.11-0.01-0.050.06-0.07-0.050.490.02p-

-0.03-0.020.270.38Pb
-0.100.210.060.050.02Cr

-0.140.45-0.03-0.030.090.12As
0.10-0.04-0.110.32-0.02-0.19-0.05B

-0.10-0.020.200.03-0.01-0.070.010.08Se
-0.00-0.01-0.010.030.050.10-0.010.020.04Cu

0.100.020.32-0.030.21-0.010.590.00-0.040.14Zn
0.780.07-0.060.22-0.110.52-0.080.590.240.020.06Ni

0.180.130.06-0.120.13-0.090.13-0.070.140.14-0.250.17Fe
0.420.46-0.040.110.19-0.130.29-0.090.46-0.01-0.330.27Mn
-0.05-0.07-0.06-0.09-0.11-0.020.050.03-0.05-0.040.50-0.06Al
0.380.32-0.020.150.05-0.070.25-0.020.31-0.02-0.18-0.02V
0.300.00-0.020.26-0.24-0.150.59-0.100.00-0.030.370.05Mo
0.220.410.090.220.140.030.220.030.42-0.12-0.110.27Co
0.450.27-0.020.480.00-0.130.59-0.070.25-0.09-0.220.13Be
0.470.130.040.21-0.06-0.130.59-0.090.12-0.030.090.05Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.05-0.08-0.08-0.070.00-0.07-0.13-0.05-0.07-0.050.45-0.11BPA

-0.02-0.060.13Cd
-0.09-0.05T-Hg

0.02pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

NiZnCuSeBAsCrPbCdT-HgpHSS

内はp<0.05、ｺﾞｼｯｸ体はp<0.01
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別添 3-2(3) 浸出水 44 検体の相関係数 

0.940.380.72-0.040.110.03-0.010.33-0.150.13-0.22-0.13iso-C4
0.920.600.870.020.270.120.170.44-0.160.09-0.23-0.13n-C4
0.920.280.65-0.040.140.050.010.34-0.150.14-0.22-0.13iso-C5
0.830.590.830.030.330.090.160.52-0.160.07-0.22-0.13n-C5
0.920.430.73-0.050.17-0.05-0.080.30-0.140.09-0.23-0.15iso-C6
0.700.390.650.070.510.140.160.62-0.150.04-0.20-0.11n-C6

0.440.510.260.350.290.410.440.25T-P
-0.020.03-0.040.060.16-0.120.09-0.21-0.13VFA

0.900.00-0.06-0.080.04-0.03-0.050.05-0.13-0.09C2
0.430.78-0.060.050.020.090.32-0.160.12-0.23-0.14C3

0.740.100.43-0.030.040.06-0.070.22-0.110.14-0.15-0.08Phenol
0.780.180.50-0.020.060.100.010.22-0.120.14-0.16-0.08Cresols
0.800.110.500.050.420.190.060.50-0.160.09-0.17-0.05o-
0.830.150.50-0.010.090.120.040.28-0.130.14-0.16-0.07m-
0.770.190.50-0.020.050.100.000.19-0.110.14-0.16-0.08p-

Pb
Cr
As
B
Se
Cu
Zn
Ni
Fe

0.64Mn
-0.16-0.11Al

-0.080.31-0.02V
0.190.130.05-0.01Mo

0.13-0.12-0.190.16-0.07Co
0.360.490.32-0.150.490.36Be

0.590.220.590.24-0.030.220.13Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.540.050.30-0.12-0.08-0.09-0.05-0.01-0.090.12-0.13-0.07BPA

Cd

T-Hg
pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

C3C2VFAMnFe T-PSnBeCoMoVAl

0.940.380.72-0.040.110.03-0.010.33-0.150.13-0.22-0.13iso-C4
0.920.600.870.020.270.120.170.44-0.160.09-0.23-0.13n-C4
0.920.280.65-0.040.140.050.010.34-0.150.14-0.22-0.13iso-C5
0.830.590.830.030.330.090.160.52-0.160.07-0.22-0.13n-C5
0.920.430.73-0.050.17-0.05-0.080.30-0.140.09-0.23-0.15iso-C6
0.700.390.650.070.510.140.160.62-0.150.04-0.20-0.11n-C6

0.440.510.260.350.290.410.440.25T-P
-0.020.03-0.040.060.16-0.120.09-0.21-0.13VFA

0.900.00-0.06-0.080.04-0.03-0.050.05-0.13-0.09C2
0.430.78-0.060.050.020.090.32-0.160.12-0.23-0.14C3

0.740.100.43-0.030.040.06-0.070.22-0.110.14-0.15-0.08Phenol
0.780.180.50-0.020.060.100.010.22-0.120.14-0.16-0.08Cresols
0.800.110.500.050.420.190.060.50-0.160.09-0.17-0.05o-
0.830.150.50-0.010.090.120.040.28-0.130.14-0.16-0.07m-
0.770.190.50-0.020.050.100.000.19-0.110.14-0.16-0.08p-

Pb
Cr
As
B
Se
Cu
Zn
Ni
Fe

0.64Mn
-0.16-0.11Al

-0.080.31-0.02V
0.190.130.05-0.01Mo

0.13-0.12-0.190.16-0.07Co
0.360.490.32-0.150.490.36Be

0.590.220.590.24-0.030.220.13Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.540.050.30-0.12-0.08-0.09-0.05-0.01-0.090.12-0.13-0.07BPA

Cd

T-Hg
pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

C3C2VFAMnFe T-PSnBeCoMoVAl

内はp<0.05、ｺﾞｼｯｸ体はp<0.01
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別添 3-2(4) 浸出水 44 検体の相関係数 

 

iso-C4
0.87n-C4

0.840.99iso-C5
0.690.950.73n-C5

0.780.880.860.91iso-C6
0.710.940.590.860.61n-C6

T-P
VFA

C2
C3

0.280.700.410.920.610.90Phenol
0.970.320.670.470.930.670.91Cresols

0.780.770.740.840.690.900.810.87o-
0.790.980.770.400.660.540.940.700.91m-

0.980.761.000.970.290.660.440.920.650.90p-

Pb
Cr
As
B
Se
Cu
Zn
Ni
Fe
Mn
Al
V
Mo
Co
Be
Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.750.720.540.740.670.100.440.190.690.350.60BPA

Cd
T-Hg
pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

p-m-o-CresolsPhenoln-C6iso-C6n-C5iso-C5n-C4iso-C4

iso-C4
0.87n-C4

0.840.99iso-C5
0.690.950.73n-C5

0.780.880.860.91iso-C6
0.710.940.590.860.61n-C6

T-P
VFA

C2
C3

0.280.700.410.920.610.90Phenol
0.970.320.670.470.930.670.91Cresols

0.780.770.740.840.690.900.810.87o-
0.790.980.770.400.660.540.940.700.91m-

0.980.761.000.970.290.660.440.920.650.90p-

Pb
Cr
As
B
Se
Cu
Zn
Ni
Fe
Mn
Al
V
Mo
Co
Be
Sn

Cl-
Mg
Ca
K
Na

0.750.720.540.740.670.100.440.190.690.350.60BPA

Cd
T-Hg
pH
SS
TOC
COD
BOD
SO42-
NO2-
NO3-

p-m-o-CresolsPhenoln-C6iso-C6n-C5iso-C5n-C4iso-C4

内はp<0.05、ｺﾞｼｯｸ体はp<0.01
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第４章 処分場安定化の評価における微量ガス成分の活用 

 

４．１ はじめに 

処分場から放出される埋立地ガスには、廃棄物層内での微生物作用により発生する

けるNMHCの生成や挙動の理解の手がかりになる可能性がある。 

処分場におけるNMHCについては、２．２．４で示した本田14）やIkeguchiら15）の調

結果がある。このほか、Davisら16）が窒素ばっ気により酸素を除去した蒸留水中に

成分が多く含まれている。その大部分はメタン及び二酸化炭素であるが、硫化水素や

亜酸化窒素などの無機ガス成分と芳香族やメタン以外の脂肪族炭化水素をはじめとす

る各種の微量有機ガス成分が含まれていることが知られている１-６）。 

通常、処分場では埋立廃棄物の安定化の進行状況を判断する目的で、浸出水ととも

に埋立地ガスの長期的な挙動が観測されている。このうち埋立地ガスについては、多

量に含まれるガス成分であるメタン及び二酸化炭素の経年変化が調査されているが、

その調査方法や評価方法は確立されていないのが現状である。特に、近年の日本では、

アルカリ化した層内保有水中に二酸化炭素が吸収され、相対的にメタンの割合が増加

する傾向にあるため、処分場の現状評価が困難となってきている。従って、安定化指

標の一つとして廃棄物層内移動時に比較的変化の少ないガス成分の検索とその挙動の

評価が必要である。 

そこで、反応性が小さく、かつ埋立地ガス中に存在するメタン以外のガスとして、

炭素数が 2～6 の脂肪族炭化水素（以下、NMHC）に着目した。NMHC には、炭素数

が異なるものや異性体があり、それらの相互の割合は層内環境や埋立後の経過時間に

よって変化する可能性があるため、メタンや二酸化炭素などの多量成分との関係を含

めてその特性を明らかにすることは、今後の処分場の安定化を議論する上で有用な情

報になると考えられる。 

NMHCに関する研究は 1930 年代の海底堆積物調査に始まり、1954 年にSmith７）は現

世堆積物中のNMHCの組成が原油中の熱分解起源のガスによるのでなく、生物起源の

ガスに由来することを明らかにした。生物起源のガスの特徴は、エタンとプロパンの

合計量に対するメタン量の比が一般に 1,000 以上であり、熱分解起源のガスはこれが

50 以下であるというのが目安と言われている８）。なお、生物起源のNMHCをもたら

す有機物については各種アミノ酸が提起されている９），10）が、それを実験的に証明し

たものはないのが現状である。さらに、現世における自然堆積物中に含まれる鉛直方

向のメタン及びNMHCについて、海底堆積物11）、化石貝10）、湖の底質12）、泥炭地堆

積物13）などが調査されている。この中で傾向が明確であった海底堆積物11）の調査結

果については２．２．４で示したが、メタン及びNMHCの組成の垂直分布は堆積年数

の違いを反映しており、安定化指標となる可能性がある。NMHCの組成について、自

然堆積物と処分場を直接比較することはできないが、自然堆積物での情報が処分場に

お

査
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塩類と紙（Nu-wipe tissue）を接種し、数週間の嫌気性培養実験を試みている。ガス濃

の測定は 2 回と少ないが、時間経過に伴ってプロパン／プロピレン比の変化は明ら

エチレン比が増加しており、このことは本田14）やIkeguchiら15）

の

ガス中のメタ

ン

場は、埋立を終了した産業廃棄物管理型処分場（WS処分場）で

あ

 

処分場におけるガス抜き装置の位置関係と概要を図 4-1 に示す。底部に集排水管を

張り巡らし、底部と地表下 20 m 付近までの間に数多くのガス抜き管を設 深層か

ら集めたガスを 2 箇所の簡易ガス燃焼炉（D#1 及び D#2）で燃焼している。地表下 20m

より上部には、法面にのみ複数のガス抜き管があり（未図示）、また、埋立終了後に場

内観測井 S#3（深 7 m）及び S#4（深さ約 5 m）が設置された。なお、S#3 と S#4

を設置した地表面の高低差は約 8 m である。 

さらに、埋立終了後 1 年 6 ヶ月を経た 2002 年 2 月に、表層から深さ約 3 mまでバッ

クホーにより埋立層を掘削し、深度 40 cm、120 cm、130 cm  cm、295 cmに特製

のガス採取器を横方向に設置し、廃棄物と覆土を埋戻した。このガス採取器は、φ4.5 

mmの穴を 20 個有する塩ビ管（φ18 mm×200 mm）の中にテフロンチューブを挿入し

たものである 。 深度 130 cmと 295cmを対象とし、それ 地点名を

SS2 及びSS5 とした。なお、 採取器の設置時には保有水は存在しなかった。 

埋立廃棄物
（年）（m）

度

かでなく、エタン／

調査結果と同じであった。一方で、同じ処分場内であっても深度の違いで、廃棄物

の埋立時期や空気の流入量が異なると想定されるが、埋立地ガスの垂直分布の調査事

例は乏しい。 

本研究では、埋立を終了した産業廃棄物管理型処分場における埋立地

及び NMHC を主な対象として、埋立地層内の深度方向における組成の違いやそれら

の経年変化について実態を把握し、上記の自然界における堆積物や処分場の調査結果

と比較した。 

 

４．２ 調査方法 

 

４．２．１ 調査対象処分場の概要 

 調査対象とした処分

り、その概要を表4-1に示す。汚泥や廃プラスチック類などの多様な産業廃棄物を約

19年間かけて埋め立てており、埋立深度は最大で約45 mに達していた。 

 

表4-1 調査対象としたWS処分場の概要 

埋立期間埋立深度埋立容量
（m3）

埋立面積
（m2）

け、

さ約

、220

17）

汚泥、スラグ、廃プラスチック、建設廃棄物、
1982～200035～451,455,00034,000

ガラスくず、陶磁器くず、焼却残渣、金属くず
汚泥、スラグ、廃プラスチック、建設廃棄物、

1982～200035～451,455,00034,000
ガラスくず、陶磁器くず、焼却残渣、金属くず

埋立廃棄物
（年）（m）

埋立期間埋立深度埋立容量
（m3）

埋立面積
（m2）

本研究では ぞれの

ガス
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図4-1 WS処分場におけるガス抜き装置の位置関係と概要 

 

●D#1及び○D#2：深層から集められたガスを燃焼させるガス燃焼炉 

★S#3及び☆S#4：浅層部に設置した場内観測井 

▲SS2及びSS5：浅層部に設置したガス採取装置（PVC製の有孔管） 

● 及び ○ ：深層部に設置された鉛直方向のガス収集管 

 

 

れら簡易ガス燃焼炉、場内観測井及び特製のガス採取器について、埋立終了後 10

ヶ

さ約 5 mのS#4 は降雨後に水が溜りや

す

こ

月を経た 2001 年 6 月から 2006 年 7 月までガス調査を実施した。このとき、図 4-2

に示すように、調査開始時には埋立後の経過時間（以下、埋立年数）が異なっており、

深層ほど長かった。なお、層内保有水位は、近年の測定では底部から約 6 m（地表面

から約 39 m）であった。また、深さ約 7 mのS#3 では、埋立終了後 1,127 日目までは

観測井内水がほとんど観測されなかったが、1,309 日目の観測以降、地表下 6.6～5.8 m

の範囲で水位（宙水）が観察された。他方、深

く、約 3 m3の揚水を行っても水位の変動が見られないときもあった。このように、

S#4 側（D#2 及びS#4）はS#3 側（D#1 及びS#3）に比べて湿潤状態にあると考えられ

た。 

 

 

 

φ300mm
or

φ500mm

φ150mm
堰
堤

D#1, D#2

25 m

SS2, SS5

45 m

断面図

S#3
(7m depth)

S#4
(5m depth)

(φ150mm)

130 cm
295 cm

平面図

(650 x 650mm)

8 m

φ300mm

SS2, SS5

φ500mm

φ150mm

S#3

S#4

D#1
D#2
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図4-2 各層における埋立期間と調査期間の関係 

 

 

４．２．２ 分析項目と分析方法 

 

４．２．２．１ ガス採取方法 

ス採取容器は、通常は GL サイエンス製のテドラーバッグを用いたが、採取後

週間以内に分析できないときは、外気の透過防止のため GL サイエンス製のアル

ミバッグを用 MP-15CF

使用し、採取流量を 0.5～1.0 L/min とした。タイプごとのガス採取方法は以下

のように

(ⅰ) 簡易

対象と ロンチュ

ーブ付ビ その後、ビニール

の酸素濃度が安定したことを簡易ガスモニターで確認し、テフロンチューブ内のガ

を置換した後に採取した。なお、ビニール袋は完全にはシールしておらず、ガス圧

に

着し、50～100 mL のガスを捨てた後に採取したガス約 50 mL を試料とした。

ス採取器は、極表層部のガスを採取することを目的とした。 

ガ

1

いた。また、ガス採取にポンプを用いた場合は柴田科学製

を

した。  

ガス燃焼炉（深層ガス、写真 4-1） 

した D#1 及び D#2 は採取孔が 650 mm×650 mm と大きいため、テフ

ニール袋で採取孔を覆い、外気の混入を最小限に抑えた。

内

ス

応じて排気や吸気があった。 

(ⅱ) 場内観測井（浅層ガス、写真 4-2） 

場内観測井は開放系であることから、外気の混入を極力避けるため、深度 5 mより

下部までテフロンチューブあるいはシリコンチューブを垂らして18）、チューブ内のガ

スを置換した後に採取した。S#4 については、表層から約 5 mで浅いことと、水が溜

りやすくガスが出にくいことから、採取したガスが空気に近い場合がほとんどであっ

たため、本研究の対象とはしなかった。 

(ⅲ) 特製ガス採取器（極浅層ガス、図 4-3） 

ガス採取器に繋がっているテフロンチューブに容量 50 mL のプラスチック製シリン

ジを装

ガ

 

調査期間

SS2, SS5

S#3D#1, D#2

埋立終了からの日数

0

2,171321-300-1,250-3,450-6,800

S#4

-2,100

-1,700
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写真4-1 簡易ガス燃焼炉（深層：D#1、D#2） 写真4-2 場内観測井（浅層：S#3、S#4） 

 

図4-3 特製ガス採取器 

 

４．２．２．２ ガス分析方法 

ガスの分析項目は、窒素、酸素、二酸化炭素、メタンの 4 種類の多量成分及び表 4-2

に示す炭素数 2 から 6（以下、 ～C6）の 16 種類の NMHC の計 20 種類とした。本

NMHC の合計とした。NMHC については、

標準試薬が入手可能なものを対象とし、n-ヘキサンは和光純薬製（水質試験用）を用

い、それ以外は GL サイエンス製の標準ガスを使用した。なお、実 立地ガスは

タンは途中から測定を行った。 

(2)  分析装置及び分析条件 

分析対象とした 20 種類のガスの分析は 表 4-3 に示した操作条件によりガスクロマ

トグラフィーを用いて実施した。ただし、酸素とアルゴンは分離が不可能なため、酸

ロマ

～図 4-7 に示す

サ
（ Φ

ンプリング管
1mmテフロンチューブ）

塩ビ管
（φ18mm×200mm、

個）
ガス採取用
シリンジ

φ4.5mmガス採取孔×20

 

  

(1) 分析項目及び標準ガス 

C2

研究における T-NMHC は、これらの 16種の

際の埋

水蒸気を含んでいるが、検討対象は水蒸気を除いた乾燥ガスとした。また、neo-ペン

、

素濃度値はアルゴンを含む値とした。各測定で得られたガスク トグラフは、図 4-4
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－

－

-

-

C4比

C3比

C2比

アルカン／

アルケン比＊

－－n-ヘキサン6 (C6)

iso-C5比

iso-C4比

-

-

iso-／n-

アルカン比＊＊

n-ペンタン
iso-ペンタン

neo-ペンタン
5 (C5)

iso-ブテン、1-ブテン、trans-2-ブテン、

cis-2-ブテン、1,3-ブタジエン

プロピレン

エチレン，アセチレン

アルケン

n-ブタン

プロパン

エタン

n-アルカン

アルカン
炭素数

iso-ブタン4 (C4)

－3 (C3)

－2 (C2)

iso-アルカン

－

－

-

-

C4比

C3比

C2比

アルカン／

アルケン比＊

－－n-ヘキサン6 (C6)

iso-C5比

iso-C4比

-

-

iso-／n-

アルカン比＊＊

n-ペンタン
iso-ペンタン

neo-ペンタン
5 (C5)

iso-ブテン、1-ブテン、trans-2-ブテン、

cis-2-ブテン、1,3-ブタジエン

プロピレン

エチレン，アセチレン

アルケン

n-ブタン

プロパン

エタン

n-アルカン

アルカン
炭素数

iso-ブタン4 (C4)

－3 (C3)

－2 (C2)

iso-アルカン

*     炭素数が同じNMHCについて、アルカン類濃度の各炭素数成分の合計濃度に対する比

「アルカン／（アルカン＋アルケン）」

**   アルカン類の中でイソ体の濃度の各炭素成分の合計濃度に対する比

「iso-アルカン／（iso-アルカン＋n-アルカン）」

表4-2 対象としたNMHCとこれらの比の略称 
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表 4 3 埋立地ガ

スプリットレススプリットレス

He （定圧モード：2.8psi）He （定圧モード：4psi）He （定流量モード：10mL/分）He （定圧モード i）キャ ガス

35℃（2.5分）～5℃/分
～180℃

35℃（2分）～10℃/分
～220℃

35℃（4分）～22℃/分
～225℃

45カラ

J&W DB-Alumina
（30m×内径0.53mm）

SPELCO Carboxene-1006
（30m×内径0.53mm）

SPELCO Car xene-1010
（30m×内径 3mm）

M c r v 3 0
（

カラ

FID (200℃)
水素ガス流量：40mL/分
空気ガス流量：450mL/分
メークアップガス流量

：45mL/分

FID (200℃)
水素ガス流量：40mL/分
空気ガス流量：450mL/分
メークアップガス流量

：45mL/分

TCD (225℃

リファレンス 量

mL/分
メークアップ 流量

0mL/分

Agilent 6890 seriesAgilent 5890 series Ⅱent 6890 seriesa
グラ

他のNMHCsエチレン、エタンメタン、二酸化炭素

ス測定の GC 条件 

スプリットレス

bo
0.5

)
ガス流

：20
ガス

：2.

-

Agil

試料導入方法

リアー

ム温度

ム

検出器

ガスクロマ

フ

 ：17ps

℃（4分）～35℃/分
～185℃

ole ula  sie e 1 X 6 /80
2m×内径3mm）

TCD (190 ℃)

Shim dzu 14A

酸素（アルゴン含む）、窒素

ト

スプリットレススプリットレススプリットレス

He （定圧モード：2.8psi）He （定圧モード：4psi）He （定流量モード：10mL/分）He （定圧モード i）キャ ガス

35℃（2.5分）～5℃/分
～180℃

35℃（2分）～10℃/分
～220℃

35℃（4分）～22℃/分
～225℃

45カラ

J&W DB-Alumina
（30m×内径0.53mm）

SPELCO Carboxene-1006
（30m×内径0.53mm）

SPELCO Car xene-1010
（30m×内径 3mm）

M c r v 3 0
（

カラ

FID (200℃)
水素ガス流量：40mL/分
空気ガス流量：450mL/分
メークアップガス流量

：45mL/分

FID (200℃)
水素ガス流量：40mL/分
空気ガス流量：450mL/分
メークアップガス流量

：45mL/分

TCD (225℃

リファレンス 量

mL/分
メークアップ 流量

0mL/分

Agilent 6890 seriesAgilent 5890 series Ⅱent 6890 seriesa
グラ

他のNMHCsエチレン、エタンメタン、二酸化炭素

bo
0.5

)
ガス流

：20
ガス

：2.

Agil

 ：17ps

℃（4分）～35℃/分
～185℃

ole ula  sie e 1 X 6 /80
2m×内径3mm）

TCD (190 ℃)

Shim dzu 14A

酸素（アルゴン含む）、窒素

試料導入方法

リアー

ム温度

ム

検出器

ガスクロマ

フ

ト



 

4-4 埋立地ガス測定のガスクロマトグラフ（酸素、窒素） 

 

 

 

図 4-5 埋立地ガス測定のガスクロマトグラフ（メタン、二酸化炭素） 
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ロマトグラフ（エタン、エチレン） 
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図 4-6 埋立地ガス測定のガスク
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図 4-7 埋立地ガス測定のガスクロマトグラフ（エタン、エチレン以外の NMHC） 
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４．３ 結果及び考察 

  

４．３．１ 多量ガス成分 

簡易ガス燃焼炉（D#1 及び 及びガス採取器（SS2）にお

けるガス成分濃度の経時変化 所で測定された日平均気温、

層内温度、日平均気圧、1 週 内保有水位とともに図 4-8 に

示す。図の横軸は埋立終了後 SS5（ガス採取器）の経時変

化は、詳細は異なるが SS2 に  

簡易ガス燃焼炉では複数のガ ていることから、ガス流量

が安定して多く、また、採取 ることができたことから、D#1

及び D#2 においては酸素と窒 。一方、浅層部に位置する

S#3 の窒素は D#1 や D#2 に比 の変動も大きいため、空気の

流入が推察された。 

廃棄物層内において有機物 より発生するガスの大部分はメ

タンと二酸化炭素であるが、 度がD#1 で 50～81 %、D#2 で

28～71 %であり、D#2 の 28 。簡易ガス燃焼炉は深層部

のガスを集めていることから あると推察された。メタンガ

ス濃度は、S#3 では 19～60 、とくにS#3 で低く、かつ、

変動が大き 。他方、二酸化炭素の濃度はD#1 で 6.0～12 %、D#2 で 5.1～10 %

であるなど 、SS2 で

04～0.2 %と極端に低かった。焼却灰主体の処分場では、浸透水や保有水がアルカ

性に偏り、酸性ガスである二酸化炭素が層内に捕捉されるケースが増えてきている

）が、WS処分場の埋立地ガスについても焼却灰が含まれる浅層部でこの傾向にあっ

た。 

ガス濃度の推移を見ると、簡易ガス燃焼炉（D#1 及び D#2）ではメタンが変動しな

がら減少する傾向にあるのに対して、S#3 では明らかな増減傾向はなく、また、変動

が大きかった。空気の進入しやすい構造の S#3 については、観測井内への外気の流入

の多少により、メタン濃度が大きく変動したと考えられる。SS2 では 1,400 日目付近

でメタン濃度の減少が認められたが、長期的には変動がなかった。 

なお、外気の直接の影響が少ないと思われるD#1 とD#2 については、概ね気圧が低

く気温が高い時期にメタン濃度が高くなる傾向にあった。一般に、ガス流量の変動は

処分場内の温度と気圧が影響していると考えられている18），20-22）が、深層におけるガス

濃度は季節変動する可能性が示唆された。また、S#3 におけるメタン濃度は 100 mm/週

以上の降雨後に減少する傾向があり、D#1 及びD#2 においてはさらに時間をおいて減

少する 空気

が供給されたと推察された。 

D#2）、場内観測井（S#3）

を、最寄りの地域気象観測

間あたりの降雨強度及び層

の経過日数である。なお、

類似していたため省略した。

ス抜き管からのガスを集め

時に空気の影響を少なくす

素の濃度が低い傾向にあった

べ高濃度であり、酸素濃度

の嫌気性微生物分解に

簡易ガス燃焼炉のメタン濃

%を除くと高い傾向にあった

、深層部が嫌気性環境下に

 %、SS2 では 30～60 %であり

かった

メタン濃度に比べて低い傾向にあった。特に、S#3 で 0.2～2.7 %

0.

リ

19

傾向があった。このことから、多量の降雨が層内に浸透することにより、
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二酸化炭素については、パーセントオーダーで検出された D#1 及び D#2 では、メタ

ンの増減と同調しながら徐々に減少した。他方、S#3 では 1,126 日目の 2.7 %がピー

クであった。S#3 の観測井内における深度 5 m 付近の温度は、965 日目に 36.5℃に達

していたが 2,200 日目を過ぎると 20.4℃にまで下がっていた。この二酸化炭素濃度の

ピークを示す 1,126 日目のメタン濃度は逆に下降しており、観測井内に流入した空気

による局部的な好気性分解があったと思われる。また、SS2 では、非常に低濃度で推

移した。 

酸素については、深層部の D#1 で 0.8～6.7 %、D#2 で 0.8～7.8 %と変動しながら

上昇傾向にあり、浅層部の S#3 で 0.2～13.6 %、SS2 で 1.9～12.4 %と変動が大きく、

空気の混入が表層で多いことが示唆された。 

以上のことから、複数の採取深度や採取法で実施した埋立地ガスのモニタリングに

よって、多量成分の濃度は、埋立終了後の経過時間のみならず、廃棄物の埋立時期、

気の混入状況、間隙水の液性などに影響され、これだけで処分場の安定化を議論す

ことには限界があることが再確認された。また、深層ほど埋立年齢が長いことに加

え、浅層に

．３．２ NMHC 濃度 

NMHC 成分と T-NMHC の濃度範囲を表 4-4 に示す。また、 T-NMHC、エタン、エ

チレン、プロパン及びプロピレンの濃度の経時変化を図 4-9 に示す。 

T-NMHC 濃度は概ね 100～300 ppmv の範囲にあり、SS2 で高かった。NMHC の組成

は採取位置によって異なっていたが、共通して最も多いものはエタンであり、最高値

は SS2 での 220 ppmv であった。その他については、D#1 ではプロピレン≒プロパン

＞n-ブタン、D#2 ではプロパン＞n-ブタン≒プロピレンであり、D#2 で検出された

NMHC 濃度は D#1 でと比べると、C3 のプロピレンを含め、C4 の trans-2-ブテン、cis-2-

ブテン及び 1-ブテンというアルケン類が少ない傾向にあって、同じ簡易ガス燃焼炉タ

イプであっても組成が異なっていた。S#3 ではプロパン≒プロピレン≒iso-ブタン＞エ

チレン≒n-ブタン、SS2 ではエチレン≫iso-ブタン＞プロパン＞プロピレン＞n-ブタン

の順であった。SS5 では SS2 と同様であった。 

濃度推移を見ると、エチレン、プロパン、プロピレンは減少傾向にあり、特に SS2

のエチレン、D#1 のプロピレン、S#3 の C3 以上の NMHC は顕著な減少傾向を示した。

D#

指標として利用できる可能性があると思われる。他方、T-NMHC 濃度はメタン濃度

変動に同調する傾向にあったが、長期的な増減傾向は明確ではなかった。また、エ

タンは、メタン濃度が低下傾向にあった D#1 や D#2 も含めて、いずれの地点でも減少

傾向は認められなかった。 

 

空

る

比べて嫌気性状態にあるということが判明した。 

 
４

1 のプロピレンのようなメタンに同調して長期的に漸減する成分については、安定

化

の
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の経時変化 

 

 
 

図4-9 NMHC濃度

 



４

生物起源の場合にメタン／NMHC比が 1,000 以上を示すとするBernard８）

の

とと一致する。さらに、Ikeguchiら15）

が

これらのことから、WS 処分場においては、メタン／T-NMHC 比は埋立層が深いほ

長い、かつ嫌気性状態にある深度では、メタン濃度の減少が

大

水沼

土

図 4-10 メタン／T-NMHC 比の経年変化 

．３．３ メタン濃度と T-NMHC 濃度の関係 

メタン濃度のT-NMHC濃度に対する比（以下、メタン／T-NMHC比）をガス採取管

ごとに時系列で図 4-10 に示す。ただし、時間幅の長短は考慮していない。メタン／

T-NMHC比は地点ごとにばらつきがあるものの、D#1 で 2,800～5,300（平均値：3,600）、

D#2 で 3,300～7,200（平均値：4,400）、S#3 で 1,800～3,200（平均値：2,600）、SS2

とSS5 グループで 970～2,800（平均値：2,000）であり、深層ほど大きくなった。こ

の結果は、

報告から、メタン及びNMHCが生物起源であることを示している。また、Emeryら11）

の調査によるサンタバーバラ海盆、米谷ら13）の調査による泥炭地（宮床及び尾瀬）の

堆積物中のメタン／T-NMHCが深層ほど高いこ

調査した 3 処分場のメタン／T-NMHC比は、埋立終了後からの時間が長いほど大き

く、深層ほど埋立終了後の経過時間が長いことを考慮すると、今回の結果は他の処分

場での傾向と一致した。なお、各地点におけるメタン／T-NMHC比の時系列変化を見

ると、浅層部のSS2 とSS5 及びS#3 ではわずかに増加しているが、深層部のD#1 及び

D#2 では減少傾向にあった。 

ど大きいが、埋立年数が

きく影響して時系列的に減少した。 

Devaiら23）は、酸化還元電位によるメタン及びNMHCの発生影響をみるため淡

壌での培養実験をしており、嫌気性が強いほどメタン／T-NMHC比が大きいことを

示した。このことは、WS処分場の深度によるメタン及びNMHCの生成の差に層内の酸

化還元電位が影響していることが示唆された。 
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４．３．４ NMHC の炭素数構成割合の変化 

NMHC の C2～C6 の構成割合の経時変化を図 4-11 に示す。横軸は埋立終了後の経過

日数である。なお、SS2 と SS5 はほぼ同様であるため SS5 は省略した。 
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図 4-11 炭素数別 NMHC 組成の経月変化 

D#1 では、調査期間を通じて C4 以上の NMHC の割合が小さく、また、1,126

は C3 の占める割合が 32 %以上と大きかったものの、時間経過と共に C2

る割合が大きくなっていた。D#2 では、プロピレン濃度が調査期間すべてで低か

ため、C2 の占める割合が D#1 と比較して相対的に大きくなっていたものの

過とともに増加する傾向が認められた。また、S#3 では、モニタリング当初では
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の占める割合が大きくなっていた。D#1、D#2 及び S#3 においては、図 4-9 で示した

ように、高い濃度のエタンに減少傾向がなかったが他の NHMC で濃度の減少があった

ためである。これらに対して、SS2 では、モニタリング当初から C2 の割合が大きく、

炭素数割合の変化も小さかった。SS2 や SS5 においては、エタンのみならずエチレン

の濃度も高く、また、他の NHMC 濃度に減少傾向がなかったことによる。 

成分濃度変化を考慮すると、埋立年齢が小さい間は、エタンと共にエチレンの発

量が多く C2 の割合が大きかった（SS2）が、埋立年齢が大きくなると（SS2 以外）

エタンの発生は変わらないがエチレンの発生が低下して C2 の割合が低減し（モニタ

リング開始前に生じていたと推察）、その後は C3 以上の発生が低下し相対的に C2

割合が増加したと解釈できる。 

WS 処分場における NMHC の炭素数の構成割合によれば、埋立年数の短い、エ

ン発生量の多い時期を除けば、C2 の割合の増加により安定化の進行を把握できた。

．３．５ NMHC の異性体構成割合 

炭素数が同じ NMHC について、C2～4 ではアルカン類濃度の各炭素数成分の合計

度に対する比、C4 と C5 ではアルカン類の中で分枝状構造（イソ体）の濃度の各炭素

数成分の合計濃度に対する比を図 4-12 に示す。前者を C2 比、C3 比及び C4 比

を iso-C4 比及び iso-C5 比とし（表 4-2）、全ての比が 0～1 の範囲になるよう

なお、C5 の neo 体についてはモニタリングの前半では測定していなかったので含

めていない。 

C2 比については、深層になるほどエタンの割合が大きくなり、D#1 では大半が 0

以上、D#2 では 0.96 以上であった。これは、本田14）及びIkeguchiら15）が報告し

タン濃度／エチレン濃度比が埋立年数が長いほど大きいことと整合し、Emeryら11）

ら13）が報告した自然界の堆積物中の深層ほどエチレンに比べてエタン濃度が

いこととも整合した。C3 比については、D#1 で 0.4～0.6、S#3 で 0.55 前後、SS2

5 のグループで 0.6 前後であり、浅層になるにつれ若干大きくなる傾向にあった

大差はなく、Ikeguchiら15）が報告したプロパン濃度/プロピレン濃度比は埋立時期に

生

、

の

チレ

 

 

４

濃

とし、

後者 にし

た。

.9

たエ

や

米谷 高

と

SS が

よ

って大きく異ならないことと整合した。しかし、ガス収集タイプや埋立時期がほとん

ど同じであるD#1 とD#2 でC3 比が大きく異なっており、埋立年数よりも局地的な環境

条件に左右されると推察された。C4 比については、SS2 とSS5 のグループでばらつい

たが、どの層でも 0.7 以上の大きな値であった。 

iso-C4 比については、D#1 で 0.2～0.3 の小さな値であったが、浅層になるにつれて

きな値を示し、iso-ブタンの割合が大きくなっていた。これは、Emeryら11）が報告

した海底堆積物の深度分布の 比については、S#3 及びSS2

SS5 のグループでは大半が 0.7～0.9 にあり、iso-ペンタンの割合は大半が 0.4～0.5

あったD#1 及びD#2 よりはるかに大きくなっていた。これは、Thompsonら10）の調

査と一致している。 

大

傾向と一致していた。iso-C5

と

で
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これらの深度別の結果は安定化の進行と層内環境の違いを同時に示している。安定

化

WS 処分場における C3 比と C4 比で見るように、アルカン類とアルケン類の比は深

度に大きく影響されないが、iso-C4 比と iso-C5 比で明らかなように、深層ほど直鎖状

構造の成分が多くなる傾向にあった。これに対して、C2 比は深度に伴って不飽和結合

がないエタンが優占するようになった。 

 

４．３．６ NMHC に関する指標の総括 

４．３．２～４．３．５で示した WS 処分場の調査結果から、NMHC 組成の時系列

変化と深度との関係について図 4-13 に概要を示す。なお、C2 比では主成分がエタン

及びエチレン、iso-C5 比では主成分が iso-ペンタン及び n-ペンタンであったため、こ

こでは主成分以外の項目であるアセチレン及び neo-ペンタンを省略した。 

時系列変化については、各層における安定化の進行を示しており、エタンとエチレ

ン、C2 と C3～6、プロパンとプロピレンの比が安定化指標になる可能性が示唆された。

一方、エタンとエチレン、iso-ブタンと n-ブタン、iso-ペンタンと n-ペンタン、メタン

と T-NMHC の比は、埋立年数の差による安定化の進行に加え、酸素供給の差による層

内環境の違いを表していると考えられる。特に、深度による違いについては、自然堆

積物と傾向が類似する結果となった。 

なお、現在のところ、４．３．２～４．３．５で示した結果について微生物反応に

よって解釈できるほどには知見が集積されておらず、その点を含めた NMHC 生成要因

についての検討は今後の課題である。 

 

 

 

 

 

の進行は主に分解対象の有機物量の減少を示し、層内環境の違いは空気混入度によ

る有機物の微生物分解機構の差を示すと考えられた。 
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４．４ まとめ 

処分場の安定化の評価に資する情報を得るため、これまであまり検討されてこなか

った NMHC に焦点を当て、埋立が終了した産業廃棄物管理型最終処分場において、埋

立地ガス中のメタン等の多量成分と C2～6 の NMHC について調査を行った。得られ

た知見を要約すると、以下のようになる。 

(1) メタン濃度は埋立終了後の経過時間のみならず、気圧変動や降雨による外気の流

入の多少により影響され、特に今回対象とした開放系の場内観測井では顕著であ

った。また、深層におけるメタン濃度は、概ね気圧が低く気温が高い時期に高く

なる傾向にあった。 

(2) T-NMHC 濃度はメタン濃度に概ね連動するような形で変動したが、優占成分や各

成分の割合は地点で異なった。しかし、WS 処分場では、いずれの場所でもエタ

ンが優占していた。 

(3) メタン濃度と T-NMHC 濃度の関係は埋立終了後の経過時間と深度により

ていたが、深層ほどメタン濃度／T-NMHC 濃度比が大きい傾向にあった。

(4) NMHC の炭素数の構成割合は、埋立終了後ある程度の時間が経過した後で C2

の割合が増加する傾向があり、同一場所での安定化の進行を炭素数の構成 握

できる可能性が示唆された。 

(5) NMHC の異性体比については、埋立年数が長い深層ほど C4 及び C5 で分

造（イソ体）の割合が小さかった。また、安定化が進行すると、エタン濃 /C2

の NMHC 濃度比が大きくなるが、ブタン濃度/C4 の NMHC 濃度比は顕著 な

かった。 

(6) 時系列変化に伴う安定化プロセスの判断材料として、①エタンとエチレン、②炭

素数 2 と炭素数 3～6、③プロパンとプロピレンという組み合わせでの NMHC の

濃度比が示唆された。。他方、①iso-ブタンと n-ブタン、②iso-ペンタンと n-ペン

タン、③メタンと T-NMHC という組み合わせでの NMHC の濃度比は、埋立年齢

の差による安定化の進行や酸素供給の差による層内環境の違いを反映している

と考えられた。 
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第５章 廃棄物由来の汚染範囲の決定における EC の活用 

 

 

び土地所有者による調査が増加した。さ

する

して

なが オキシン類対策特別措置法及び県条例等を合わせた複合型

おい

効であ

い

投棄さ ３） 2006

財

産業廃

ル４） 階で行う調査方法としては、測量、試掘、物

理探査 温調査、熱赤外線調査、表層土壌ガス調査及び表層 調査が列記されて

いるだけで、具体的な調査事例については触れられていない。 

実務レベルにおいては、土壌間隙水中のEC（以下、土壌 定できる土壌

電気伝導度計（以下、土壌EC計：写真 5-1）を用いることによって、非破壊かつ短時

間で土壌汚染調査が可能であることが明らかになってきた５）。これは、土壌汚染が引 

 

写真 5-1 土壌 EC 計 

５．１ はじめに

日本における土壌汚染の状況は、環境省の集計によると、2005 年 3 月までの調査事

例数が 3,677 件に対して基準超過事例数が 1,906 件であった１）。基準が追加されるに

つれて調査事例数、超過事例数ともに増加する傾向にあり、特に 1998 年度に調査・対

策方法が提示されたことに伴い、行政機関及

らに、2002 年 5 月には土壌汚染対策法２）が施行され、今後とも土壌汚染調査は増加

ものと思われる。ただし、土壌汚染対策法の第 3 条調査は汚染範囲の確定を要求

いないことから、土壌汚染調査は極端に簡素化されたものとなっている。しかし

ら、自治体では、ダイ

の調査が求められており、調査が複雑化しているのが現状である。このような状況に

て、土壌汚染の範囲を迅速かつ確実に把握することは、その後の調査に非常に有

る。 

土壌の調査につ ては、以前より航空写真を時系列で比較することにより廃棄物の

れた時期や範囲を把握するなどの簡易解析手法が取り入れられている 。

年 12 月には、概ね 5,000ｔ以上の比較的大きな規模の不法投棄事案を想定して、（ ）

棄物処理事業振興財団が「支障除去のための不法投棄現場等現地調査マニュア

」を作成した。しかし、概略調査段

、地 土壌

EC）値が測
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き起

らの 定する前にこ

土

施肥 。ごみ処理を目的とした土壌EC計

彼ら

の土 意差が僅少であり、土壌EC値には粘土含有量の違いによる土質

評価 ない。 

た簡 られた溶出液

の土 を試み

し、

 

 

埼 つい

和 48 媒（塩酸で

5.

とうし 、Pb、Cr6+の重

4 項目とAsの れら 5 項目を選定した

理由は、日本において るという理由からであ

る。 

５．２．２ 汚染土壌における土壌 EC 値の推定式の設定 

汚染 め

次 19 箇所の非汚染

こされる場合、廃棄物由来の有機物質や塩類が土壌に混入し、土壌におけるこれ

値が上昇するケースが多いことから、対象となる微量化学物質を測

れら多量成分を指標とした簡易調査を実施しようとするものである。 

壌EC計は、従来農業サイドで塩類障害の回避を目的として、土壌の塩類集積状況、

量の決定等のために利用されてきたものである

を用いた調査事例としては、J. N. Shawら６）による不耕起圃場の調査が挙げられる。

によれば、トウモロコシなどの作物の残さを放置した地区と残さを除去した地区

壌EC値間には有

の影響の方が大きいことを示した。この事例以外では、廃棄物に由来する土壌汚染を

した試みはなされてい

本章では、焼却残渣由来の土壌汚染範囲の絞込みを目的として、土壌 EC 計を用い

易調査手法について検討した。最初に、各種廃棄物の溶出試験で得

を検査し、EC 値による有害物質含有の推定可能性を検討する。次いで、非汚染土壌

壌 EC 値を把握するとともに、土壌汚染の可能性がある EC レベルの設定

る。最後に、焼却残渣由来のダイオキシン類等による汚染土壌調査の具体事例を紹介

土壌 EC 値の有用性を示す。 

５．２ 実験方法及び調査方法 

５．２．１ 廃棄物の溶出液の EC 値と有害物質濃度との関係の把握 

玉県内で 1991 年～2000 年に採取した 11 種 506 検体の廃棄物及び堆肥試料に

て溶出試験を実施した。溶出試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属類の検定方法（昭

年環境庁告示第 13 号）」７）の陸上埋立処分の方法であり、試料と溶

pH 8-6.3 に調整した精製水）を 1:10（w:v）で混合し、室温（約 20℃）で 6 時間振

た。そして、1 μm GFPでろ過し、検液についてEC及びT-Hg、Cd

金属類 5 項目（以下、有害物質）を測定した。こ

当初から土壌環境基準であった項目であ

 

はじめに、土壌 EC 計の繰り返し精度を調べるため、20 mL ビーカーに約 20 g の非

土壌（3 試料）を入れ、50 mL のプラスチック製シリンジのプランジャーで締

固め、土壌 EC 計の電極を約 5 cm 挿入して土壌 EC 値を測定した。 

に、非汚染土壌の EC レベルを把握するため、埼玉県内の 5 地域

土壌について、土壌汚染対策法で示された土壌汚染状況調査法に準拠して土壌 EC 値
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を 5

方位 について土壌 EC を測定することとなる｡これら 19 箇所は、長期間に

認し

把握 間隔）の土壌 EC 値を測定した。この地域

土 lta-T 社）を用いた。土壌挿入式の

主に

正が

ある は直接比較できないので注

 

５．

焼却処

現場調査においては、土壌等について重金属類等の溶出試験及びダイオキシン類の

試験を行った。サンプリング地点は、土壌EC値の高い領域のみならず低い領域

も含まれていた。土壌は、原則として表層 5cmで 1 区画当たり 5 地点を採取し混合し

た。溶出試験は、廃棄物については４．２．１の方法により、土壌については「土壌

の汚染に係る環境基準について（平成 3 年環境庁告示第 46 号）」８）による方法を用い、

分析項目はEC及びT-Hg、Cd、Pb、Cr6+（焼却処理施設周辺調査のみ）及びAsの有害物

質とした。また、ダイオキシン類の含有量分析は、「ダイオキシン類による大気の汚染、

水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成 11 年環境庁告示第 68 号）」

９）による方法を用いた。 

有害物質等の含有量試験方法は酸分解法（硝酸－過塩素酸分解）を用い、分解後塩

酸を用いて溶解した10）。なお、産業廃棄物中間処理施設周辺調査では、汚染原因究明

のため、有害物質以外にNa、K、Ca、Fe、Mn等についても分析した。 

 

 

 

 

 

 

点ずつ測定した。この方法によると、1 箇所の調査領域につき、中心及び周辺の 4

の合計 5 点

わたり人為的改変が行われていない田舎の地域であり、立入制限されていることを確

た上で選定した。また、非汚染土壌の土壌 EC 値について同一地域のばらつきを

するため、60 点（約 10 m×6 m、1 m

は、少なくとも 1944 年以来、人為的改変が行われていない神社の裏庭であった。 

壌 EC 値の測定には Sigma Probe（type EC1、De

プローブは、長さが約 10 cm で先端に一対の電極が装備されている。その電極により、

土壌間隙水中の誘電率を測定して EC 値に換算するが、間隙水に含まれるイオン

濃度と温度がパラメータになっている。また、土壌水分や土壌の接触の程度による補

なされる。プローブの差し込みに問題がない場合で、1 点の測定時間は約 10 秒で

。なお、土壌 EC 値は、溶出試験で得られた EC 値と

意が必要である。 

２．３ 土壌 EC 値を用いた汚染範囲の絞り込み 

廃棄物由来の汚染範囲の絞り込みにおける土壌 EC 値利用の可能性を確認するため、

理施設周辺及び産業廃棄物中間処理施設周辺の現場調査を行った。 

含有量
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５．３ 結果及び考察 

 

５．３．１ 廃棄物の溶出液の EC 値と有害物質濃度との関係の把握 

 

  

 

５．３．１．２ EC 値による有害物質含有の評価の可能性 

(1) 有害物質濃度による試料のスコア算定 

溶出液の有害物質の濃度は土壌環境基準値以下が圧倒的に多かった。また、これら

と EC 値との間には単相関がなかったが、環境調査においては基準を超過するか否か

が重要であることから、廃棄物中の有害物質と EC 値との関係を調べるため、図 5-1

に示すスコア算定手順に従い、有害物質 5 項目の濃度の点数化を行った。 

汚
1831685012528610コンクリート

産業廃棄物

458260442121,51034焼却灰
3,4002,020

一

506計
3,0503,2201,420916,680133飛灰
1,3607701,2502073,83011混合灰（焼却灰＋飛灰）

５．３．１．１ EC 値からみた廃棄物の分類 

各種廃棄物及び堆肥の溶出試験で得られた溶出液の EC 値を整理して表 5-1 に示す。

EC 値は 1～7,140 mS/m と非常に幅が大きかった。平均値及び中央値から判断して、

飛灰、焼却灰、堆肥等の中間処理により減容化されたものが上位を占めており、特に

飛灰は、一般廃棄物と産業廃棄物の両者について平均値が約 3,000 mS/m 以上と高か

った。また、汚泥については、平均値は低かったが、試料により違いが大きく、電解

剥離汚泥（4,350 mS/m）、めっき汚泥（1,880 mS/m）のように非常に高いものが存在

していた。その他、スラグ、アスファルト、鋳物廃砂ではかなり低かった。 

 
  

表5-1  廃棄物の溶出試験による溶出液のEC値 

245107304631,0409粉じん
2538650044,350111泥

113601211038012鋳物砂
196837669485アスファルト

2,9301287,14012飛灰

平均値中央値標準偏差最小値最大値n

4264772562688537コンポスト（資材は産廃含む）
般廃棄物

18121819579溶融スラグ
54735357683,68053焼却灰

245107304631,0409粉じん
2538650044,350111泥

113601211038012鋳物砂
196837669485アスファルト

2,9301287,14012飛灰

平均値中央値標準偏差最小値最大値n

汚
1831685012528610コンクリート

産業廃棄物

458260442121,51034焼却灰
3,4002,020

一

506計
3,0503,2201,420916,680133飛灰
1,3607701,2502073,83011混合灰（焼却灰＋飛灰）

4264772562688537コンポスト（資材は産廃含む）
般廃棄物

18121819579溶融スラグ
54735357683,68053焼却灰

1) EC値の単位：mS/m
2) 溶出試験方法：「産業廃棄物に含まれる金属類の検定方法（昭和48年環境庁告示第13号）」
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まず、有害物質 5 項目の濃度をそれぞれの土壌環境基準値及び廃棄物の埋立判定基

) 有害物質含有の評価 

コンクリート

は

が広範囲

、 /

棄物の焼却残渣はスコアが 3 以上の試料があることが判明した。 

これらの結果から、廃棄物が土壌中に投棄された場合、焼却処理により発生する廃

棄物が土壌 EC 値と有害物質濃度を大幅に上げる可能性が示唆された。したがって、

焼却残渣による土壌汚染が疑われるときは、土壌 EC の測定が土壌汚染の確認や有害

物質の存在の推定に有用であることが分かった。他方、投棄された廃棄物が堆肥や汚

泥であるときは、土壌 EC 値が高 、有害物質による汚染に対応しない場合が多

いと考えられる。さらに、汚染土 査前に降雨により激しく洗われた場合や、対

象地の土質が砂であった場合、土壌 EC 測定の有用性は小さいと思われる。

準値11）により 3 クラス（土壌環境基準値未満、土壌環境基準値以上埋立判定基準値未

満、埋立判定基準値以上）に分けて、それぞれに 0、1、2 のポイントを与えた。つい

で、重金属類等 5 項目のポイントを合計してスコアとした。 

分類
有害物質５項目（T-Hg, Cd, Pb, Cr6+，As）について

（ ＜ 環境基準値，～ 埋立判定基準， ≧埋立判定基準）

以下の基準値で分類する。

  
図 5-1  有害

有害物質５項目の得点を合計する。

≧0.30.01-0.3<0.01As

≧0.30.01-0.3<0.01Pb
6+

物質の分類方法とスコアリング 

  

(2

EC 値とスコアとの関係を図 5-2 に示す。アスファルト、鋳物廃砂及び

1 つの試料を除いて EC 値が 400 mS/m 以下であり、スコアは 2 であった 1 試料を

除いてスコアが 0 か 1 であり、毒性が低いことを示した。スラグもまた EC 値が低く、

スコアも低い廃棄物であった。粉じんの大部分は 400 mS/m 未満の EC 値であったが、

1 つの試料を除きスコアが 2 か 3 であった。ほとんどの汚泥と堆肥は、EC 値

であるが、スコアは 0 または 1 であった。 

焼却残渣に関しては EC 値は広く分布し、焼却灰は主に 1,000 mS m 未満で、飛灰

は 1,000 mS/m 以上であった。両方のケースで、スコアが 2 以上の試料が多く、特に

産業廃

くても

壌が調

≧0.0050.0005-0.005<0.0005g
≧0.30.01-0.3<0.01Cd

≧1.50.05-1.5<0.05Cr

mg/LUnit : 

2 points1 point0 point
T-H

≧0.30.01-0.3<0.01As

≧0.30.01-0.3<0.01Pb
6+

≧0.0050.0005-0.005<0.0005g
≧0.30.01-0.3<0.01Cd

≧1.50.05-1.5<0.05Cr

mg/LUnit : 

2 points1 point0 point
T-H

上記の方法に従い分類された各有害物質について、

下記のように、それぞれ得点（０，１，２）を与える。
算入

合計
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図 5-2  EC 値とスコアの関係 

 

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3
Score 4 Score 5 Score 6

wastes)

1 10 1,000 10,000100

(Municipal
Fly ash

Mixed ash

wastes)
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(Municipal

wastes)

Slag
(Municipal

wastes)
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1
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(Industrial
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6
5

2

3

3

1

Concrete

Dust

molding sand

Score

0
2

2
1

1

3

アスファルト

鋳物砂

コンクリート

粉じん

Bottom ash
(Industrial

wastes)

3
2
1

1

4

2

0

5

汚泥

焼却灰
（産廃）

Compost

0

2
1

wastes)

飛灰
（産廃）

コンポスト

焼却灰
（一廃）

混合灰
（一廃）

溶融スラグ
（一廃）

EC value (mS/m)

2
1
0

飛灰
（一廃）

EC値 （ mS/m ）
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５．３．２ 汚染土壌における土壌 EC 値の推定式の設定 

壌 EC 値及び標準偏差を表 5-2 に示す。これらの土壌 EC 値は

.4～36.3 mS/ り返し精度が高い

壌であるが、

も安定した地層である C 層土壌の土壌 EC 値のばらつきが小さいことが分かった。 

 

 

現場調査では、汚染の可能性がある土壌 EC 値を予測することが重要であり、非汚

染土壌と汚染土壌の明確な差を求めることが必要になる。対象とした 19 箇所の非汚染

土壌の EC 平均値（ECa）は 26.6～106.6 mS/m と範囲が広く、土壌の種類や含水率等

により異なったものと考えられた。また、同じ測定地点においても 5 点の標準偏差は

2.3～9.4 mS/m と大きく、プローブ挿入位置が数 cm 離れると土壌 EC 値に違いがある

場合があることが分かった。 

他方、非汚染土壌の土壌 EC 値が正規分布していると仮定すると、土壌 EC の平均

値及び標準偏差から異常値を推定することが可能となる。非汚染土壌（約 10 m×6 m）

を 1 m メッシュで区切った中心 60 点について土壌 EC 値を測定し、そのヒストグラム

を図 5-3 に示す。ヒストグラムは正規分布に近いパターンを示し、平均値が 59.8 mS/m、

最大値が 77.4 mS/m、標準偏差が 6.1 mS/m であった。この結果から、同一地域の非

土壌の土壌 EC 値の分布は正規分布であると仮定でき、土壌 EC 値の平均値及び

準偏差から異常値を推定することが可能であると考えられた。そこで、各土壌につ

値と汚染土壌 EC 値の

非汚染土壌 3 試料の土

29 m の範囲にあり、標準偏差が 0.43～0.67 mS/m と繰

ことが分かった。また、本試料は同一箇所において層ごとに採取した土

最

 
  

表 5-2  非汚染土壌の土壌 EC 値及び標準偏差 

0.43標準偏差

36.336.029.4平均値

36.4 35.430.4５回目

36.35.729.7１回目

Ｃ層（ローム：赤褐色）Ｂ層（腐植土：黒褐色）Ａ層（腐植土：黒色）

36.9 37.128.5４回目

35.6 36.329.2３回目

36.1 35.329.4２回目

4 

汚染

標

いて、式（１）で示される土壌 EC 値（ECb）を非汚染土壌 EC

境界値であると仮定した。 

5×+= SDECaECb       (１) 

なお、SD は同じ領域の非汚染土壌で測定した 5 点の土壌 EC 値の標準偏差である。

上記の 19 箇所の非汚染土壌についてそれぞれの ECb を求め、ECa と ECb の関係を求

0.670.62 0.43標準偏差

36.336.029.4平均値

36.4 35.430.4５回目

36.35.729.7１回目

Ｃ層（ローム：赤褐色）Ｂ層（腐植土：黒褐色）Ａ層（腐植土：黒色）

0.670.62

36.9 37.128.5４回目

35.6 36.329.2３回目

36.1 35.329.4２回目

4 

土
壌

単位：mS/m

E
C

値
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めると図 5-4 が得られ、式（２）で示される直線回帰式が得られる。 

8.1916.1 +×= ECaECb       （２） 

なお、非汚染土壌の測定はより多い方が精度が上がると考え、5 箇所を追加したが、

式（２）への影響がほとんどないことが確認されたので、以降では式（２）を用いた。

式（２）を適用して行う簡易調査手法の手順は以下のとおりであり、次節の適用事例

において有用性を示す。 

 

① 調査対象の非汚染土壌において、土壌 EC 値を測定し ECa を求める。 

② ECa を式（２）に代入し、得られた値を ECb’とする。 

③ 土壌 EC による汚染範囲絞り込み調査により、ECb’を超過した領域について詳

細調査を実施する。 

 

0

5

10

15

20

25

40-45 45- 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80

測
定

数
（
点

）

50
土壌EC値（mS/m）

  

図 5-3  非汚染土壌の土壌 EC 値のヒストグラム 
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図 5-4  非汚染土壌の EC 値(ECa)と汚染が想定される土壌の EC 値（ECb）の関係 

（n=19、p<0.01、○は追加箇所） 

  

 

５．３．３ 現場調査における土壌 EC 適用事例 

 

５．３．３．１ 産業廃棄物焼却処理施設周辺 

操業を停止している産業廃棄物焼却処理施設敷地内に不適正に堆積放置された焼

却灰について、周辺土壌への流出及び飛散の影響を調査した。調査場所の概略を図 5-5

に示す。施設内には、焼却灰（約 10,000 m３）、木くず等が縦 200 m、横 50 mの範囲

に山積みにされていた。調査は、施設内の焼却灰堆積、施設外周及び周辺環境を対象

として実施した。 

焼却灰堆積は、目視により、草地化が進行していない区域（新焼却灰堆積、W1）、

草地化が進行している区域（旧焼却灰堆積、W2）及び炉出口付近（W3）に大きく 3

つに分類し、C－C’に沿って 10 m 間隔で土壌 EC 値を測定した。周辺環境の調査は、

焼却炉からの降下飛灰や山積焼却灰の風による飛散の影響を把握することを目的とし

た。周辺環境調査の範囲は、有害物質が吸着する粒子状物質が沈降すると予想される

地点までとした。すなわち、ガス状物質の最大着地濃度と推定される 350 m までとし、

A8/B5 地点を中心に主風向である南北方向（A-A’）及び東西方向（B-B’）に沿って、

原則として 50 m おきに土壌 EC 値を測定した。なお、高い土壌 EC 値の地点周辺につ

いては、さらに多くの測定を実施した。施設外周の調査は、焼却灰の飛散及び溶解物

の漏洩等の影響を把握することを目的とし、A-A’上及び B-B’上の関連測点に加え、T1

～T9 を測点とした。 

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100 120
ECa (mS/m)

EC
b 

(m
S/

m
詳細調査が必要な領域

)

ECb=1.16×ECa＋19.8

非汚染土壌の領域
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(1) 土壌 EC 値による汚染概要の把握 

焼却処理施設敷地内に不適正保管された焼却灰について、南北方向（C-C’）に測定

した土壌 EC 値並びに土壌採取地点の土壌 EC 値を表 5-3 に示す。W2 は比較的低い値

を示しており、降雨による塩類等の洗い出しが進行していると考えられる。他方、W1

及び W3 は値が高く、特に W3 で 651 mS/m と極端に高い値が検出された。 

次に、保管領域の境界（T1～T9）、及び周辺環境の調査として測定した A-A’及び B-B’

の土壌 EC 値を図 5-6 に示す。最高値 451 mS/m を示したのは A9 地点であったが、A9

地点の南北方向に 10～15 m の比較的狭い領域のみが高く、降下ばいじんの飛散の影

響は広範囲に及ばなかったことが示唆された。また、東西方向の地形及び地質は、処

理施設を挟んで洪積台地と沖積低地に分かれており、土壌 EC 値は処理施設のある洪

積台地で低く、沖積低地（B6～B13 地点）で高い値を示した。洪積台地（B1～B5 地

点）の土壌 EC の平均値は 73.8 mS/m であり、沖積低地（B6～B13 地点）における土

壌 EC の平均値は 90.7 mS/m であった。この結果から、土壌 EC 値は洪積台地で低く、

沖積低地で高いことが示された。他方、B6 から B13 を除いた調査地点が洪積台地で

あることから、洪積台地の非汚染と思われる土壌について土壌 EC 値を調べたところ

46～62 mS/m であり、平均値の ECa を 55 mS/m と仮定すると、式（２）から ECb’が

83.6 mS/m となった。 

また、処理施設外周の調査においては、A10～A12、T2 及び T9 が比較的高い傾向に

あった。このことから、W1 及び W3 からの焼却灰の飛散及び溶解物の漏洩等が保管

場所外にあったことが判明した。 
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図5-5  調査地点の概要 

 

施設外周調査 ( : T1-9, : A8-13) 

周辺環境の調査( : A1-16, : B1-11) 

 

 

 

表5-3  C-C’ラインの土壌EC値及び地点数の概要 

 

A A 6 N

A 11

A 10

A 8(B 5)B 6 B 4B 7 B 3

A 13

A 7

T 9

T 8

T 6

T 7

T 4
T 5

T 1 3～

洪積台地

焼却炉

沖積低地

A’

BB’

C ’

C

A 9
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木くず
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灰出し口
W3（ ）

18312528610W3

113121103802

河川

1W2

19637669485W1

地点数最小値最大値平均値n

50 18312528610W3

113121103802
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1W2
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単位：mS/m
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500

 

 

図 5-6  細調査 

 

 

(2) 土壌 E

処理施設周 土壌環

境基準値以 pgTEQ/g）

を超過して 1 検体あ

った。これ

土壌 EC のうち B6

（81 mS/m 、37 pgTEQ/g）の 2 地点以外は全て処理

施設の位置する洪積台地にあった。ECb’は 83.6 mS/m であり、高濃度のダイオキシン

A-A’ライン、B-B’ライン、T1-T9 ラインにおける土壌 EC 値の詳

C 値と有害物質汚染との関係 

辺各地点の土壌及び廃棄物の溶出試験において、重金属類等は全て

下であった。しかし、ダイオキシン類については環境基準（1,000 

いる試料が 3 検体あり、要調査の 250 pgTEQ/g を超過する試料が

らの検体は施設外周の土壌及び施設内の焼却灰であった。 

値とダイオキシン類濃度の関係を図 5-7 に示す。図示した全地点

、230 pgTEQ/g）、B11（111 mS/m
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類が存

ダイ

オキシ が可能

である

 

 

ン類濃度の関係 

 

在していた 4 検体はこれを超過していた。 

これらの結果、焼却施設から発生する排ガス、降下ばいじん及び焼却灰による

ン類の汚染について、式（２）を利用することにより汚染地域の絞込み

ことが分かった。 

図 5-7  土壌 EC 値とダイオキシ

 : 焼却灰堆積 (W1-3) 

 : 施設外周調査 (T2,9) 

 : 周辺環境の調査 (A-A', B-B') 

ECb' = 83.6mS/m 
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５．３．３．２ 産業廃棄物中間処理施設周辺 12）

焼却施設等を有する産業廃棄物の中間処理事業所近隣の土壌において、ダイオキシ

する濃度で検出された。そこで、汚染地域や

汚

8  調査地点の概要 

 

(1) 土壌 EC 値による汚染地域の絞り込み 

調査場所は図 5-8 のように分割した。まず、汚染地域の絞込みを目的として、事業

所周辺の①～⑪地区について土壌 EC を測定し、5 点の平均値を求めた。結果を図 5-9

に示す。図における深度方向の調査は、10.5 cm が①～④地区のみ、②～⑪地区につ

いては 2 cm 及び 5 cm で実施した。土壌 EC 値は、深度に関係なく傾向は類似してい

た。ダイオキシン類汚染が発見された⑫-X 地点に近い①地区に加え、⑨地区が高い値

を示した。そのため、①及び⑨地区をさらに上下の二つの地区に分割し、それぞれ「-1」

及び「-2」とした。 

次に、ECb’を算出するにあたり、あまり人為的改変がなされていないと思われる樹

林地及び草地（BG1、BG2、BG3）の 3 地域の土壌 EC 値の平均を ECa とした。3 地域

の土壌 EC 値は、BG1、BG2、BG3 の順に 37、40、28 mS/m であり、ECa は 35.2 mS/m

と計算され、式（２）から ECb’は 60.6 mS/m となった。 

表 5-4 に土壌 EC 調査の結果及び有害物質の分析結果を示す。斜体太字は、土壌 EC

ン類が環境基準値 1,000 pgTEQ/g を超過

染原因を把握するため、事業所周辺及び事業所内について、土壌 EC 計を用いた簡

易調査をしたうえで詳細な調査を実施した。図 5-8 に調査対象域の概略図を示すが、

問題となった地点は⑫-X であった。 

 

産業廃棄物中間処理施設 BG 3
（雑木林）

BG 1
（雑木林）

① ⑨⑧ ⑪⑩⑤④ ⑦⑥③②

⑭

 

図5-
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⑰ ⑱⑯

70m

焼却処理
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（草地）

50m90m
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値が ECｂ’以上であり、有害物質濃度が環境基準値を超過していることを示している。

ECｂ’を超えた地区は①-1、①-2、③、④、⑨-1、⑨-2 の 6 地区と⑫-X、⑯、⑰、⑱の

4 地点の計 10 箇所であった。高い土壌 EC 値が検出された地区・地点のうちダイオキシ

ン類濃度が環境基準を超過したのは、①-1[11,000 pgTEQ/g］、⑫-X[12,000 pgTEQ/g］、

⑯[11,000 pgTEQ/g］であった。土壌 EC 値の高い地域全てで高濃度のダイオキシン類

が検出されたわけではなかったが、ダイオキシン類濃度が高い地区・地点は土壌 EC

値が高い傾向にあった。さらに、重金属類等についても②地区の Cd 以外は同様な結

果で と、土

壌 EC

 

図 5- 値

 

(2) 汚染原因究明のため元素のパターン解析 

壌汚染の範囲が明らかになったため、原因究明のために元素のパターン解析を実

施した。土壌及び廃棄物中の重金属類等の含有量試験値について、バックグランド値

を 1として計算し す。これは、

①地区付近の土壌汚染原因を推定するためのものであり、左図に①-1、①-2、⑯及び

⑫-X の 4 箇 ころ、焼却

炉のスクラ Cd、Pb、As

に加え、Cr、 比較検討

が可能であ のであり、

通常であれ たってはそ

異性体や同属体パターンを利用するしかないが、重金属類などのデータを用いるこ

とによって汚染原因を容易に究明できた。 

あり、ECb’を用いた評価の妥当性が示された。なお、②地区の結果を見る

値を 5 点だけで求めることに幾分の課題があるかもしれない。 

0

50
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土
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E
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値
（ m
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9  ①～⑪地区の土壌 EC の分布 

土

たレーダーチャートを作成した。その一例を図 5-10 に示

所の結果を示した。事業所から排出される廃棄物と比較したと

バー汚泥のパターンが最も類似していた。パターン解析では、

Ni、Zn 等の遷移金属の傾向が廃棄物により大きく異なるため、

った。なお、本調査はダイオキシン類による汚染を対象としたも

ばダイオキシン類のデータを得るだけで、汚染原因の推定にあ

の
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表 5-4  土壌 EC 値及び溶出試験結果（ダイオキシン類、有害物質） 

 

 

<0.001<0.001<0.001<0.000117028BG3
<0.001<0.001<0.001<0.00016140BG2
<0.001<0.001<0.001<0.000110037BG1
<0.001<0.001<0.0010.000367⑱

0.0220.012<0.0010.0007480238⑰

<0.001<0.001<0.001<0.000111,000229⑯

<0.001<0.001<0.001<0.000114043⑮

0.0202.74<0.0010.000311,000211①-1
0.01※ ※0.01※ ※0.01※ ※0.0005※ ※1000※

AsPbCdT-Hg
溶出試験の有害物質濃度 (mg/L）ダイオキシ

ン類濃度
(pg-TEQ/g)

土壌EC値
(mS/m)

試料

No.

<0.001<0.001<0.001<0.000138⑭

<0.001<0.001<0.001<0.000184⑬

<0.0012.87<0.0010.000212,000101⑫-X
<0.001<0.001<0.001<0.000134⑫

<0.001<0.001<0.001<0.000145⑪

<0.001<0.001<0.001<0.000159⑩

<0.001<0.001<0.001<0.0001190189⑨-2
<0.0010.010<0.0010.0010211⑨-1
<0.001<0.001<0.001<0.000159⑧

<0.001<0.001<0.001<0.000147⑦

<0.001<0.001<0.001<0.000147⑥

<0.001<0.001<0.001<0.000137⑤

<0.001<0.001<0.001<0.000183④

<0.001<0.001<0.001<0.000172③

<0.001<0.0010.010<0.000151②

<0.0017.88<0.0010.0006115①-2

<0.001<0.001<0.001<0.000117028BG3
<0.001<0.001<0.001<0.00016140BG2
<0.001<0.001<0.001<0.000110037BG1
<0.001<0.001<0.0010.000367⑱

0.0220.012<0.0010.0007480238⑰

<0.001<0.001<0.001<0.000111,000229⑯

<0.001<0.001<0.001<0.000114043⑮

0.0202.74<0.0010.000311,000211①-1
0.01※ ※0.01※ ※0.01※ ※0.0005※ ※1000※

AsPbCdT-Hg
溶出試験の有害物質濃度 (mg/L）ダイオキシ

ン類濃度
(pg-TEQ/g)

土壌EC値
(mS/m)

試料

No.

<0.001<0.001<0.001<0.000138⑭

<0.001<0.001<0.001<0.000184⑬

<0.0012.87<0.0010.000212,000101⑫-X
<0.001<0.001<0.001<0.000134⑫

<0.001<0.001<0.001<0.000145⑪

<0.001<0.001<0.001<0.000159⑩

<0.001<0.001<0.001<0.0001190189⑨-2
<0.0010.010<0.0010.0010211⑨-1
<0.001<0.001<0.001<0.000159⑧

<0.001<0.001<0.001<0.000147⑦

<0.001<0.001<0.001<0.000147⑥

<0.001<0.001<0.001<0.000137⑤

<0.001<0.001<0.001<0.000183④

<0.001<0.001<0.001<0.000172③

<0.001<0.0010.010<0.000151②

<0.0017.88<0.0010.0006115①-2

※ ダイオキシン類対策特別措置法における土壌環境基準値

斜字体のEC値は、ECb’を超過したことを示す。
斜字体のダイオキシン類及び有害物質濃度は、環境基準値を超過したことを示す。

※※ 土壌環境基準及び土壌汚染対策法の指定基準
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図 5-10  領域①周辺の汚染土壌と排出廃棄物中の化学物質のレーダーチャート（含有量試験値；バックグランド土壌を 1 と た 合） 
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(3) 修復作業 

ダイオキシン類が高濃度で検出された①地区付近の土壌について掘削除去作業を

行った。ダイオキシン類濃度を測定しながらの除去作業は不可能なため、土壌 EC 値

を測定しながら掘削作業を行った。その結果、深いところでは 50 cm 程度の土壌を掘

削除去した。土壌掘削前後の EC 値を図 5-11 に示す。掘削した地域は①、②、⑫、⑯

地区にわたる図中の枠の範囲で、ほとんどの地域で 100 mS/m 以下まで掘削し汚染地

域の土壌を撤去することができた。一部で EC 値の高いところが存在するが、ダイオ

キシン類は表層部で収着している可能性が高いため掘削作業を終了した。 

修復後の確認のためダイオキシン類を除く重金属類等について分析を行った結果、

全ての地点で重金属類は環境基準値を下回った。その後、対策効果確認調査として①

地区周辺土壌 4 箇所（図中の①～②地区、⑫地区、⑯地区、掘削地域周辺）について

ダイオキシ そこで、土

壌 EC 値の 囲が多少広

がっていた は、掘削し

た土壌によ れた。また、

人為的行為 測定地点を

増やすなどして 超過した範囲

は、さらに

 

 

 

 

 

 

ン類を測定したところ、掘削地域周辺で環境基準を超過した。

測定を再び実施したところ、ECb’（60.6 mS/m）を超過する範

。このことから、バックホーなどの重機を用いた掘削作業時に

る周辺汚染の可能性に細心の注意が必要であることが再確認さ

である土壌掘削後の土壌 EC 測定については、掘削地域周辺で

精度を上げる工夫が必要と考えられた。なお、ECb’を

取り除いた後に確認調査を実施し、修復は完了している。 
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土 掘

図 -1   

壌 削前                        土

 

 

5 1 土壌掘削除去前後における土壌 EC 値のコンタマップ（①地区付  

壌掘削後 

近）
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５．４ まとめ 

土壌汚染 は非

常に重要である。特に、汚染が廃棄物の投棄に由来する場合、微量な汚染物質は塩類

等の多量成分と共存していることから、多量成分を評価することが汚染物質の評価に

つながる場合が多い。この意味で、簡易調査手法として土壌 EC を利用することを検

討した。得られた成果を要約する。 

(1)  11 種類の廃棄物と堆肥について計 506 検体を溶出試験したところ、中間処理によ

り減容化された焼却残渣及び堆肥等で溶出液等の EC 値が高かった。 

(2) T-Hg、Cd、Pb、Cr6+及びAsの有害物質 5 項目について土壌環境基準及び廃棄物埋

立判定基準でスコア算定したところ、EC値が高い廃棄物はスコアが高くなり、有

害物質が多く含まれていた。 

(3) 調査領域における非汚染土壌の土壌 EC 値から、廃棄物由来の汚染を示す土壌 EC

値を推定する式を提示し、その実用性を 2 件の簡易調査により検証したところ、

迅速に、精度よく汚染範囲を絞り込むことが可能であった。 

(4) 上記の有害物質（T-Hg、Cd、Pb 及び As）に Cr、Ni、Zn、Na、K、Ca、Fe、Mn

を加えた元素のパターン解析を行ったところ、汚染原因を容易に究明できた。 

本章で述べた簡易調査手法は、万能でないことには注意を要する。例えば、多量の

雨水が廃棄物に浸透して汚染物質を溶出・移動させたとき、土壌 EC 値と有害物質の

濃度の関係には違いが生じる可能性がある。また、IC 産業から排出される廃棄物や廃

水のように、塩類が微量で重金属類等が大量に含まれている可能性がある場合、EC

値では汚染を把握できないことになる。 
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第６章 総括と今後の課題、展望 

 

物の安定

化

における埋立廃棄物の安定化評価と維持管理の現状と課題、及

不適正処分現場での環境調査方法の現状と課題を整理し、廃棄物の処分におけるモ

タリング指標について総説した。 

管理型処分場の廃止に関しては、1998 年の改正共同命令によって、保有水等（浸出

や内部保有水）、ガス及び温度が基準項目として設定された。しかしながら、安定

の評価・判定方法が構築されていないことから、廃止の判定が困難となっているの

現状であった。 

不適正処分事案については、廃棄物に由来する環境汚染の影響を評価する手法が構

されていないことから、調査の目的に応じて法令・基準並びに調査手法が異なるこ

が対応を困難にしていた。また、環境調査にかかる費用及び時間がかかることから、

易測定法の導入が必要であることが分かった。 

 

第 3 章においては、埋立廃棄物が焼却残渣主体である近年の一般廃棄物処分場から

出される浸出水中に含まれる化学物質の濃度などの実態を把握するとともに、様々

処分場に共通する層内環境を把握するための浸出水のモニタリング項目を選定し

。また、浸出水質の統計処理による処分場の類型化を試み、廃止を想定した場合に

出水質から見てどのような位置にあるのかを判断できるようにした。さらに、安定

６．１ 本研究の目的と主要内容 

本研究では、廃棄物の処分に関して、広く運用されている処分場における埋立廃棄

物の安定化の評価並びに汚濁物質や有害物質による汚染の評価のため、また、不適正

処分事案への適正な対応のためのモニタリング指標について検討した。特に、化学物

質について多量成分と微量成分との関係を把握することによって、それらのモニタリ

ング指標としての活用性を評価した。具体的には、処分場における埋立廃棄

並びに有害物質のエミッションの評価については浸出水及び埋立地ガスのモニタリ

ング指標を提案し、不適正処分現場については土壌 EC 値をモニタリング指標として

用いた簡便・迅速な汚染範囲の適正な絞り込み手法を提案した。 

 

本章では、以下に本論文のとりまとめを行った。本論文の構成は、第 3 章及び第 4

章が処分場からのエミッション物質に関する研究で、第 5 章が不適正処分現場におけ

る環境調査に関する研究である。 

 

第 1 章では、廃棄物処分の現状を概観するとともに課題を整理し、その後に本研究

の目的を述べ、あわせて本論文の構成を示した。 

 

第 2 章では、処分場

び

ニ

水

化

が

築

と

簡

排

な

た

浸
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化状況の把握や有害化学物質の異常値出現をモニターするための指標として簡易に

析できる EC の評価を行い、処分場の維持管理の有効な手段として提案した。得ら

た成果を以下に示す。 

 埼玉県内 22 箇所の一般廃棄物処分場について調査を行ったところ、焼却残渣を埋

め立てていない処分場は少なく、破砕残渣または不燃物を単独あるいは複合して

投入している処分場は 3 箇所であった。これら 3 箇所の特徴は、中間処理施設に

おける廃棄物の分別システムが構築されており、最終的にはガラスくず・陶磁器

くずに分類される汚濁成分の少ない廃棄物が埋め立てられて た。 

 埼玉県内 22 箇所の一般廃棄物処分場における 2 ヶ年の浸出 いて 項目の

分析を行ったところ、放流水の共同命令基準値を超過した項 pH、Cd b、BOD

及び Fe の 5 項目であった。ただし、全ての処分場で浸出水処 を行って り、放

流水は基準値を達成していた。特に、焼却残渣による高 pH の 有水と埋立廃棄物

の接触により、アルカリ抽出物質由来の有機汚濁成分の溶出が高くなる可能性が

示唆された。 

 近年埋立廃棄物中に大きな割合を占めるようになった焼却残渣を埋め立てる場合、

保有水の pH 値や EC 値で代表される塩類濃度が高くなること 伴う浸出 質に特

段の注意が必要であることを示した。また、浸出水の Pb が 7 mg/L と 準値を

大きく超過した検体があったが、これは飛灰固化物を投入している処分場で採取

されたものであった。 

 浸出水 44 検体 46 項目において、BOD、COD、TOC及びVFAの 機性項目間、EC、

Na、K、Ca及びCl-の無機性項目間で相関が強く、これら 9 項 が様々な特性を持

つ処分場における浸出水の共通的な水質項目であることが分かった。さらに、得

られた 9 項目の主成分分析により、汚濁総量を示すと考えられた第 1 主 分及び

有機成分量あるいは無機成分量を示すと考えられた第 2 主成分で累積寄与率の

90％強を占めた。 

 前項の主成分分析で得られた第 1 主成分スコア及び第 2 主成分スコアに基づいて

クラスター分析を行い、浸出水質による処分場の類型化を試みた。その結果、処

分場はⅠ～Ⅳの 4 つのグループに分類することができた。溶融スラグの を埋め

立てている処分場 1 箇所及び破砕残渣または不燃物（ガラスくず・陶磁器くず）

を単独あるいは複合して投入している処分場 3 箇所のプロットが第 1 主成分スコ

ア及び第 2 主成分スコアの小さい同じような位置にあった。これらのプロット付

近にある処分場はかなり安定化が進んでいるか、あるいは元々埋立廃棄物の汚濁

性が極端に少ないことを示しており、安定化の進行における到着点となる可能性

がある。 

分

れ

 

①

い

水につ

目は

理

保

に

2.

有

目

② 46

、P

お

水

基

成

み

③

④

⑤
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⑥ 2000年から 2005年にかけてのスコアの変化から処分場内の安定化状況を推察した

る EC 値と BOD 濃度の解析事例を紹介した。EC

1 埋立が終了

了

を 項目の挙動が類似した。このように EC は埋立終

能

⑧ P の解析事例を紹介

場

反応性が小さく、かつ埋立地ガス中に存在

する脂肪族炭化水素（NMHC）に焦点をあてて解析を行った。その結果、メタン／NMHC

比や NMHC の組成比が異なる深度や埋立後の経過時間により変化することから、新た

可能性を提示した。 

 

深

及 採取時に空気の影響を少なくする

こ 浅層部に位

置

め

廃

タ 燃焼炉のメタン濃度が D#1 で 50～81 %、D#2

で

層 推察された。メ

タ

く 2 %、D#2

ところ、ほとんどの処分場で第 1 主成分スコアまたは第 2 主成分スコアあるいは

両方の絶対値は減少傾向にあった。しかし、比較的埋立年数の少ない処分場の第 1

主成分スコアは上昇するが、比較的埋立年数の多い処分場の第 1 主成分スコアは

低下していた。 

⑦ 有機成分溶出型の U 処分場におけ

値は埋立終了から漸減的に減少する傾向があり、2 S/m 以上のものでも約 10 年で

 S/m 以下まで進行する可能性が示唆された。他方、BOD についても

した処分場では経過年数の増加に対応して低下する傾向はあった。この場合、埋立終

前後での EC と BOD との相関係数は、埋立前 0.37（n = 30）と埋立後 0.60（n = 30）

示し、埋立終了後ではこれらの

了後であれば BOD などの有機汚濁成分を簡便にモニタリングできる項目となる可

性が示唆された。 

b 濃度が基準値を超えた飛灰固化物を埋め立てている C 処分場

した。EC 値の増加に伴い Pb 濃度が高くなる傾向があり（相関係数 0.63）、本処分

では Pb 濃度の基準超過したケースは EC が 6 S/m 以上の浸出水がほとんどであ

った。このように、EC 値や SS 濃度は特定の処分場における浸出水中の Pb の高濃

度出現を予測できる可能性が示唆された。 

 

第 4 章においては、埋立地ガスについて安定化の判断材料として、メタンや二酸化

炭素等の濃度に加え、廃棄物層内移動時に

な安定化指標になる

① 層部において複数のガス抜き管からのガスを集めている簡易ガス燃焼炉（D#1

び D#2）ではガス流量が安定して多く、また、

とができたことから、酸素と窒素の濃度が低い傾向にあった。一方、

する S#3 の窒素は D#1 や D#2 に比べ高濃度であり、酸素濃度の変動も大きいた

、空気の流入が推察された。 

② 棄物層内において有機物の嫌気性微生物分解により発生するガスの大部分はメ

ンと二酸化炭素であるが、簡易ガス

28～71 %であり、D#2 の 28 %を除くと高い傾向にあった。簡易ガス燃焼炉は深

部のガスを集めていることから、深層部が嫌気性環境下にあると

ンガス濃度は、S#3 では 19～60 %、SS2 では 30～60 %であり、とくに S#3 で低

、かつ、変動が大きかった。他方、二酸化炭素の濃度は D#1 で 6.0～1
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で

～ 、SS2 で 0.04～0.2 %と極端に低かった。 

ガ

が

動 いては、観測井内への外気

の

④ メ 圧変動や降雨による外気の流

入

た 概ね気圧が低く気温が高い時期に高くなる

傾

⑤ 二

タ と同調しながら徐々に減少した。他方、S#3 では 1,126 日目の 2.7 %が

ピークであった。S#3 の観測井内における深度 5 m 付近の温度は、965 日目に 36.5℃

に達していたが 2,200 日目を過ぎると 20.4℃にまで下がっていた。この二酸化炭

素濃度のピークを示す 1,126 日目のメタン濃度は逆に下降しており、観測井内に流

入した空気による局部的な好気性分解があったと思われる。また、SS2 では、非常

に低濃度で推移した。 

⑥ T-NMHC 濃度は概ね 100～300 ppmv の範囲にあり、SS2 で高かった。NMHC の組

成は採取位置によって異なっていたが、共通して最も多いものはエタンであり、最

高値は SS2 での 220 ppmv であった。その他については、D#1 ではプロピレン≒プ

ロパン＞n-ブタン、D#2 ではプロパン＞n-ブタン≒プロピレンであり、D#2 で検出

された NMHC 濃度は D#1 でと比べると、C3 のプロピレンを含め、C4 の trans-2-

ブテン、cis-2-ブテン及び 1-ブテンというアルケン類が少ない傾向にあって、同じ

簡易ガス燃焼炉タイプであっても組成が異なっていた。S#3 ではプロパン≒プロピ

レン≒iso-ブタン＞エチレン≒n-ブタン、SS2 ではエチレン≫iso-ブタン＞プロパン

＞プロピレン＞n-ブタンの順であった。SS5 では SS2 と同様であった。 

⑦ 濃度推移を見ると、エチレン、プロパン、プロピレンは減少傾向にあり、SS2 のエ

チレン、D#1 のプロピレン、S#3 の C3 以上の NMHC は顕著な減少傾向を示した。

D#1 のプロピレンのようなメタンに同調して長期的に漸減する成分は、安定化指標

として利用できる可能性があると思われる。他方、T-NMHC 濃度はメタン濃度の

変動に同調する傾向にあったが、長期的な増減傾向は明確ではなかった。エタンは、

メタン濃度が低下傾向にあった D#1 や D#2 も含めて、いずれの地点でも減少傾向

は認められなかった。 

⑧ メタン／T-NMHC 比は地点ごとにばらつきがあるものの、D#1 で 2,800～5,300、

D#2 で 3,300～7,200、S#3 で 1,800～3,200、SS2 と SS5 グループで 970～2,800 で

あり、深層ほど大きくなった。なお、各地点におけるメタン／T-NMHC 比の時系

5.1～10 %であるなどメタン濃度に比べて低い傾向にあった。特に、S#3 で 0.2

2.7 %

③ ス濃度の推移を見ると、簡易ガス燃焼炉（D#1 及び D#2）ではメタンが変動しな

ら減少する傾向にあるのに対して、S#3 では明らかな増減傾向はなく、また、変

が大きかった。空気の進入しやすい構造の S#3 につ

流入の多少により、メタン濃度が大きく変動したと考えられる。 

タン濃度は埋立終了後の経過時間のみならず、気

の多少により影響され、特に今回対象とした開放系の場内観測井では顕著であっ

。また、深層におけるメタン濃度は、

向にあった。 

酸化炭素については、パーセントオーダーで検出された D#1 及び D#2 では、メ

ンの増減
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列変化を見ると、浅層部の SS2 と SS5 及び S#3 ではわずかに増加しているが、深

層部の D#1 及び D#2 では減少傾向にあった。これらのことから、WS 処分場にお

埋立深度が深いほど大きいが、埋立年齢が長い、

様に、時間経過と

共に C2 の占める割合が大きくなっていた。これらに対して、SS2 では、モニタリ

処分場における NMHC の炭素数の構成割合に

、埋立年数の短い、エチレン発生量の多い時期を除けば、C2 の割合の増加

大きくなり、D#1 では大半が 0.9

以上、D#2 では 0.96 以上であった。C3 比については、D#1 で 0.4～0.6、S#3 で

比が大きく異なっており、埋立年数よりも局地

、iso-ブタンの割合が大きくなっていた。iso-C5 比については、

の差を示すと考えられた。WS 処

分場における C3 比と C4 比で見るように、アルカン類とアルケン類の比は深度に

いては、メタン／T-NMHC 比は

かつ嫌気性状態にある深度では、時系列的に減少しながら収束する可能性が示唆さ

れた。WS 処分場の深度によるメタン及び NMHC の生成の差に層内の酸化還元電

位が影響している可能性が示唆された。 

⑨ D#1 では、調査期間を通じて C4 以上の NMHC の割合が小さく、また、1,126 日目

までは C3 の占める割合が 32％以上と大きかったものの、時間経過と共に C2 の占

める割合が大きくなっていた。D#2 では、プロピレン濃度が低かったため、C2 の

占める割合が相対的に大きくなっていた。また、S#3 では、モニタリング当初では

C2、C3 及び C4 の割合がほぼ同じであったが、D#1 や D#2 と同

ング当初から C2 の割合が大きく、炭素数割合の変化も小さかった。SS2 や SS5 に

おいては、エタンのみならずエチレンの濃度も高く、また、他の NHMC 濃度に減

少傾向がなかったことによる。WS

よれば

により安定化の進行を把握できた。 

⑩ C2 比については、深層になるほどエタンの割合が

0.55 前後、SS2 と SS5 のグループで 0.6 前後であり、浅層になるにつれ若干大き

くなる傾向にあったが大差はなかった。しかし、ガス収集タイプや埋立時期がほと

んど同じである D#1 と D#2 で C3

的な環境条件に左右されると推察された。C4 比については、SS2 と SS5 のグルー

プでばらついたが、どの層でも 0.7 以上の大きな値であった。 

⑪ iso-C4 比については、D#1 で 0.2～0.3 の小さな値であったが、浅層になるにつれ

て大きな値を示し

S#3 及び SS2 と SS5 のグループでは大半が 0.7～0.9 にあり、iso-ペンタンの割合

は大半が 0.4～0.5 であった D#1 及び D#2 よりはるかに大きくなっていた。 

⑫ 上記の深度別の結果は安定化の進行と層内環境の違いを同時に示し、層内環境の

違いは空気混入度による有機物の微生物分解機構

大きく影響されないが、iso-C4 比と iso-C5 比で明らかなように、深層ほど直鎖状

構造の成分が多くなる傾向にあった。これに対して、C2 比は深度に伴って不飽和

結合がないエタンが優占するようになった。 

⑬ 時系列変化については、各層における安定化の進行を示しており、エタンとエチ

レン、C2 と C3～6、プロパンとプロピレンの比が安定化指標になる可能性が示唆
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された。一方、iso-ブタンと n-ブタン、iso-ペンタンと n-ペンタン、メタンと T-NMHC

の比は、埋立年齢の差による安定化の進行に加え、酸素供給の差による層内環境の

違いを表していると考えられた。 

 

たと

た。

の実

適正 をモニタリン

 

① 

ついて平均値が約 3,000 mS/m 以上と高かった。また、汚泥につい

が高かった。 

値が低いがスコアは比較的高い傾向にあった。また、汚泥及び

③ の EC レベルを把握するため、埼玉県内の 5 地域 19 箇所の非汚染土壌

について土壌 EC 値を測定したところ、19 箇所の非汚染土壌の EC 平均値（ECa）

第 5 章では、廃棄物から溶出する塩類及び有害物質の関係を基準値でランキングし

ころ、特に焼却残渣で EC 値が高いほど有害物質のスコアが上昇する傾向を示し

一方、非汚染土壌の土壌 EC 値から土壌汚染の可能性がある EC 値を設定し、そ

用性を 2 件の簡易調査により実証した。これらから、廃棄物の焼却処理残渣の不

処分現場の迅速・適正な汚染範囲の絞り込みのための、土壌 EC 値

グ指標とした簡易調査手法を提案した。 

各種廃棄物及び堆肥の溶出試験で得られた溶出液の EC 値は 1～7,140 mS/m と非常

に幅が大きかった。平均値及び中央値から判断して、飛灰、焼却灰、堆肥等の中間

処理により減容化されたものが上位を占めており、特に飛灰は、一般廃棄物と産業

廃棄物の両者に

ては、平均値は低かったが、試料により違いが大きく、電解剥離汚泥（4,350 mS/m）、

めっき汚泥（1,880 mS/m）のように非常に高いものが存在していた。その他、スラ

グ、アスファルト、鋳物廃砂ではかなり低かった。11 種類の廃棄物と堆肥につい

て計 506 検体を溶出試験したところ、中間処理により減容化された焼却残渣及び堆

肥等で溶出液等の EC 値

② 各種廃棄物の溶出試験で得られた溶出液の有害物質5項目の濃度は土壌環境基準値

以下が圧倒的に多く、EC 値との間には単相関がなかった。そこで、環境調査で重要

な基準（土壌環境基準及び廃棄物の埋立判定基準）により有害物質 5 項目の濃度を

3 クラスに分けてスコア化して、廃棄物中の有害物質と EC 値との関係を調べた。 

その結果、アスファルト、鋳物廃砂、コンクリート及びスラグの EC 値と毒性が

低く、粉じんは EC

堆肥は、EC 値が広範囲であるがスコアは低い傾向にあった。焼却残渣に関しては、

EC 値は広く分布し、スコアが 2 以上の試料が多く、特に産業廃棄物の焼却残渣は

スコアが 3 以上の試料があることが判明した。これらの結果から、焼却処理によ

り発生する廃棄物が EC 値と有害物質濃度を大幅に上げる可能性が示唆された。 

したがって、焼却残渣による土壌汚染が疑われるときは、土壌 EC の測定が土壌

汚染の確認や有害物質の存在の推定に有用であることが分かった。他方、投棄さ

れた廃棄物が堆肥や汚泥であるときは、土壌 EC 値が高くても、有害物質による汚

染に対応しない場合が多いと考えられた。 

非汚染土壌
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は 26.6～106.6 mS/m と範囲が広く、土壌の種類や含水率等により異なったものと

考えられた。また、同じ測定地点においても 5 点の標準偏差は 2.3～9.4 mS/m と

大きく、プローブ挿入位置が数 cm 離れると土壌 EC 値に違いがある場合があるこ

とが分かった。 

非汚染土壌の土壌④ EC 値は正規分布しており、土壌 EC の平均値及び標準偏差から

異常値を推定することが可能であった。すなわち、汚染土壌の土壌 EC 値（ECb）

を以下のように仮定した。 

5×+= SDECaECb       (１) 

こで得られる ECb は、各 ECa の土壌 EC 値から得られた詳細調査を必要とする閾

であり、19 箇所全データの回帰直線は式（２）で表された。 

8.1916.1

こ

値

+×= ECaECb    （２） 

土壌 EC 値から汚染土壌を探査するにあたり、2 件の簡易調査を実施したところ、

迅速に、精度よく汚染

⑤ 

範囲を絞り込むことが可能であった。これらの調査から、そ

⑤ 

汚染原因が焼却炉のスクラバー汚泥で

あることを容易に究明できた。 

提案したモニタリング指標について数多く

の 分場での適用性を確認する必要がある。特に、浸出水質による統計解析結果は

こと

があ

けて

み重 C の挙動についてメカニズムの把握に向けた

めに

らか

て場

ら総

おけ

れぞれの調査場所での非汚染土壌の土壌 EC 値を測定することにより、各領域特有

の ECa を得て式（２）を使うことにより、廃棄物由来の汚染を示す土壌 EC 値を推

定することが妥当であると結論することができた。 

上記の有害項目（T-Hg、Cd、Pb 及び As）に Cr、Ni、Zn、Na、K、Ca、Fe、Mn を

加えた元素のパターン解析を行ったところ、

 

最後に、第 6 章において、本研究をとりまとめた。 

 

６．２ 今後の課題と展望 

今後の課題としては、第 3 章と第 4 章で

処

Excell 解析を用いて簡易に得ることができるため、迅速に、安価に、誰でも利用する

ができる。また、二次汚染の簡易モニタリング手法については事例を増やす必要

るが、EC などの簡易項目を各処分場の管理者に測定していただけるよう呼びか

いきたい。さらに、放出ガス中の NMHC 組成については他の処分場での事例も積

ねるとともに、処分場における NMH

検討が必要である。そして、処分場における埋立廃棄物の安定化を明確に定義するた

、保有水（あるいは浸出水）と埋立地ガスの組成並びにフラックスの両面から明

にすることが次のステップとなる。現在、WS 処分場を含む 6 つの処分場におい

内観測井を設置してモニタリングを開始しており、層内の保有水とガスの関係か

合的に評価できるシステムの構築を目指している。併せて、大型の模擬処分場に

る層内保有水及びガスの解析も進めており、より具体的なモニタリング指標を確

 123



立で

一 る初動調査として、土壌 EC

本手

る土

埼玉 所についての

が妥

行う

計を びストリッピングボルタンメトリーを用いた重金属類分析を組

幾つ

本

に貢

によ

化と

戻る

きると考えている。 

方、廃棄物由来（特に焼却残渣）の土壌汚染におけ

計を用いた簡易調査手法が一般化できた。本手法が多くの現場で活用されるためには、

法の有用性と簡易性を広く知らしめる必要がある。なお、土壌汚染の可能性があ

壌 EC 値の設定にあたり、埼玉県内の 19箇所の非汚染土壌の土壌 EC 値を調査し、

県内の非汚染土壌の土壌 EC 値をさらに 5 箇所測定し、合計 24 箇

ECa と ECb の関係を確認した結果から、埼玉県内の土壌については、提案した方法（式）

当であることが裏づけられた。さらなる精度向上のためには、埼玉県外で調査を

必要がある。他方、初動調査と概況調査をあわせ持った解析手法として、土壌 EC

用いた本手法及

み合わせた簡易調査を実施し始めている。簡易手法はオールマイティーではないため、

かの手法を組み合わせることにより、さらなる精度向上を図っていきたい。 

研究で得られたこれらの知見は、今後の廃棄物処分における安定化と汚染の評価

献するものと期待される。特に、EC などの簡易測定可能な項目を活用すること

り、迅速な対応が可能になると考えられる。そして、廃棄物の処分における安定

汚染の最終的な評価は、「生活環境保全上の支障の有無」という考え方の原点に

ことが重要である。 

 

 124



謝辞

 

学院

謹ん

本 科教授 坂本

たこ

りま

本 たり、埼玉大学大学院理工学研究科客員准教授（埼玉県環境科学

ター

謝申

（

環型

リュ

評価 をいただきました。埼玉県環境科学国際センター研究企画

切な

す。

本

同 

セン

礼申

国際

磯部

に、

支え

 

 

 

本論文をまとめるにあたり、終始懇切なるご指導、ご鞭撻を賜りました埼玉大学大

理工学研究科客員教授（埼玉県環境科学国際センター研究所長）河村清史先生に

で深甚の謝意を表します。 

論文の副査を担当していただきました埼玉大学大学院理工学研究

和彦先生、同 准教授 王青躍先生には、ご多忙の中、有益なご示唆をいただきまし

とに謹んで感謝の意を表します。また、本論文の審査にあたり懇切なご助言を賜

した埼玉大学大学院理工学研究科准教授 藤野毅先生に厚く御礼申し上げます。 

研究を行うにあ

国際センター自然環境担当）三輪誠先生、同 客員准教授（埼玉県環境科学国際セン

水環境担当）石山高先生には、多くのご助言とご支援をいただきました。厚く感

し上げます。 

独）岡山大学大学院環境学研究科教授 小野芳朗先生、（独）国立環境研究所循

社会・廃棄物研究センター主任研究員 山田正人先生、龍谷大学理工学部環境ソ

ーション工学科講師 石垣智基先生には、本論文の主課題である処分場の安定化

に関する多くのご教示

室副室長兼廃棄物管理担当部長 小野雄策先生には、本論文を作成するにあたり、懇

るご指導とご助言を賜り、励ましをいただきました。ここに深く感謝申し上げま

 

研究を遂行するにあたって、埼玉県環境科学国際センター総長 須藤隆一先生、

水環境担当 高橋基之氏、同 化学物質担当 茂木守氏、財団法人日本環境整備

ター調査研究部 加藤裕之氏には数々の貴重なご意見をいただきました。厚く御

し上げます。また、多忙な業務を軽減するよう配慮いただいた、埼玉県環境科学

センター廃棄物管理担当の倉田泰人氏、渡辺洋一氏、川嵜幹生氏、長谷隆仁氏、

友護氏に心より感謝いたします。 

最後に、ここでお礼を申し上げることのできなかった大勢の方々に感謝するととも

私が博士後期課程に進学することを快く承知してくれた妻 長森明美、精神面で

てくれた父 長森國修、母 長森信江に心より深く感謝いたします。 

 125



関連

 

1 abe, Takahito Hase, Yasundo Kurata, Yusaku Ono, 

Kiyoshi Kawamura: A simple and convenient empirical survey method with a soil 

             （第３章関連） 

. 長森正尚、小野雄策、河村清史、山田正人、石垣智基、小野芳朗：最終処分場

4

5

02）           （第４章関連） 

7

8

9

 

10.

1 史、山田正人、井上雄三、石垣智基、

論文 

. Masanao Nagamori, Youichi Watan

electrical conductivity meter for incineration residues-derived soil contamination, 

Journal of Material Cycles and Waste Management, Vol.9, No.1, 90-98 (2007) 

       （第５章関連） 

2. 長森正尚、小野雄策、河村清史、山田正人、小野芳朗：浸出水質による一般廃

棄物最終処分場の評価 －その類型化と EC 測定の有用性－、廃棄物学会論文誌、

Vol.18、No.5、324-334（2007）  

3

における埋立地ガス組成の経年変化 －多量成分と脂肪族炭化水素（C2-C6）－、

廃棄物学会論文誌（受理済）                （第４章関連） 

. Masanao Nagamori, Tomohiro. Naruoka, Youichi Watanabe, Yasundo Kurata, Yusaku 

Ono, Kiyoshi Kawamura and Yoshiro Ono: Chemical characteristics of leachates in 

landfill sites of municipal solid wastes, Tenth International Waste Management and 

Landfill Symposium 2005 (2005)               （第３章関連） 

. 長森正尚、渡辺洋一、木持謙、小野雄策、河村清史、山田正人、石垣智基、井

上雄三：管理型最終処分場の廃止基準に関する考察（１）、第 13 回廃棄物学会

研究発表会講演論文集、972-974（20

6. 長森正尚：土壌汚染の簡易調査手法－汚染土壌を見つけるには－、埼玉県環境

科学国際センター講演会講演要旨集、12-15（2003）      （第５章関連） 

. 長森正尚、小野雄策、山田正人、石垣智基、井上雄三：管理型最終処分場の廃

止基準に関する考察（２）、第 14 回廃棄物学会研究発表会講演論文集、1085-1087

（2003）                         （第４章関連） 

. 長森正尚、川嵜幹生、成岡朋弘、小野雄策、山田正人、石垣智基、井上雄三：

管理型最終処分場の廃止基準に関する考察（３）、第 15 回廃棄物学会研究発表

会講演論文集、1249-1251（2004）              （第４章関連） 

. 長森正尚：埋立地ガスの測り方、第 15 回廃棄物学会研究発表会小集会「埋立地

の安定化を調査する」（2004）                （第４章関連）

 長森正尚：最終処分場からの化学物質エミッションの現状（２）－ 埋立地ガス 

－、（社）環境科学会化学物質管理戦略研究会主催セミナー「最終処分場と化学

物質」（2005）                       （第４章関連） 

1. 長森正尚、川嵜幹生、小野雄策、河村清

小野芳朗：管理型最終処分場の廃止基準に関する考察（４）、第 16 回廃棄物学

会研究発表会講演論文集、1001-1003（2005）     （第３章、第４章関連） 

 126



1

（第３章、第４章関連） 

1 策：埋立終了後における発生ガスの移動メカニズム、

埼玉県環境科学国際センター報、Vol.3、9      （第４章関連） 

  （第４章関連） 

16. 長森正尚、川嵜幹生、長谷隆仁、磯部友護 倉田泰人、小野雄策：

1

 

2. 長森正尚、渡辺洋一、小野雄策、河村清史、山田正人、遠藤和人、石垣智基、

小野芳朗：最終処分場の層内保有水及びガスモニタリング手法の検討、第 17

回廃棄物学会研究発表会講演論文集、1042-1044（2006） 

13. 長森正尚、小野雄策：浸出水の水質経年変化－管理型産業廃棄物最終処分場－、

埼玉県公害センター研究報告、No.22、49-65（1995）     （第３章関連） 

4. 長森正尚、木持譲、小野雄

4（2003） 

15. 長森正尚、小野雄策：埋立終了後における発生ガスの移動メカニズム、埼玉県

環境科学国際センター報、Vol.4、85（2004）       

、渡辺洋一、

埼玉の廃棄物管理と研究支援、埼玉県環境科学国際センター報、Vol.6、87-104

（2006）                 （第３章、第４章、第５章関連） 

7. 長森正尚、山田正人、石垣智基：維持管理及び安定化評価のためのモニタリン

グ事例、生活と環境、Vol.53、No.2、66-72（2008）  （第３章、第４章関連） 

 

 127


